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平成26年10月１日（水曜日）

午後１時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第18号 平成25年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（７人）

主 査 岩 下 斌 彦

副 主 査 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

労働委員会事務局

事 務 局 長 安 井 伸 二

調 整 審 査 課 長 川 越 道 郎

商工観光労働部

商工観光労働部長 茂 雄 二

商工観光労働部次長 梅 原 裕 二

企業立地推進局長 川 野 美奈子

観光物産･東アジア戦略局長 金 子 洋 士

部参事兼商工政策課長 田 中 保 通

金 融 対 策 室 長 川 畑 充 代

産 業 振 興 課 長 佐 野 詔 藏

産業集積推進室長 冨 山 幸 子

労 働 政 策 課 長 久 松 弘 幸

地域雇用対策室長 福 嶋 清 美

企 業 立 地 課 長 津 曲 睦 己

観 光 推 進 課 長 孫 田 英 美

記紀編さん記念事業推進室長 松 浦 直 康

オールみやざき営業課長 日 下 雄 介

工業技術センター所長 古 賀 孝 士

食品開発センター所長 森 下 敏 朗

県立産業技術専門校長 田 村 吉 彦

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 沖米田 哲 哉

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

○岩下主査 ただいまから決算特別委員会商工

建設分科会を開会いたします。

まず、分科会日程についてであります。

日程につきましては、お手元に配付してあり

ます日程案のとおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、本日開催されました主査会について御

報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。

お手元の分科会説明要領により行いますが、

決算事項別の説明は、（目）の執行残が100万円

以上のもの及び執行率が90％未満のものについ

て、また主要施策の成果は主なものについて説

明があると思いますので、審査に当たりまして

はよろしくお願いいたします。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ

た場合の審査の進め方についてでありますが、

その場合、主査において、他の分科会との時間

調整を行った上で質疑の場を設けることとする

旨、確認がなされましたので、よろしくお願い
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したいと思います。

次に、審査の進め方ですが、お手元に配付の

分科会審査の進め方（案）のとおりでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、分科会審査の進め方の

とおり進めさせていただきます。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

○岩下主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成25年度決算について、執行部

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○安井労働委員会事務局長 労働委員会事務局

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。それでは、平成25年度の決算概要について

御説明申し上げます。

決算の内容につきましては、お手元の平成25

年度決算に関する調書の144ページから145ペー

ジに記載されておりますけども、説明のほうは

お配りしております説明資料のほうでさせてい

ただきます。

資料の１ページをお開きください。よろしい

でしょうか。

（款）労働費（項）労働委員会費（目）委員

会費であります。

一番下の合計欄にありますように、予算額１

億535万5,000円に対しまして、支出済額１億472

万3,330円、不用額は63万1,670円、執行率は99.4

％となっております。

決算事項の説明は以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しまして、報告すべき事項はございま

せん。

また、主要施策の成果に関する報告書への掲

載もございません。

私のほうからの説明は以上でございますけど

も、２ページ以降の業務実績につきましては、

調整審査課長のほうが説明いたします。よろし

くお願いします。

○川越調整審査課長 それでは、私から平成25

年度の業務実績の概要につきまして、御説明を

いたします。

引き続き、委員会資料の２ページからごらん

ください。

この資料におきましては、労働委員会が取り

扱う業務を、２ページの大きな２の（１）不当

労働行為審査事件、２ページから３ページにか

けましての（２）労使紛争あっせん事件、それ

から、３ページから４ページにかけましての

（３）労働相談の３つに分けて記載をしており

ます。

それでは、恐れ入りますが、２ページのほう

にお戻りをお願いいたします。

まず、大きな２の（１）の不当労働行為審査

事件でございますが、これは労使関係における

使用者側の行為が、労働組合法で禁止されてお

ります不当労働行為に該当するか否かの審査を

行うものであります。

平成25年度は、ごらんのとおり取り扱いが１

件もございませんでした。

次に、（２）の労使紛争あっせん事件ですが、

まず①の集団的事件は労働組合と使用者との間

に生じた紛争について、労働委員会の会長が指

名したあっせん員が、当事者間の調整を図りな

がら紛争の解決に努めるものであります。

平成25年度はごらんのとおり４件の申請があ

平成26年10月１日(水)



- 3 -

平成26年10月１日(水)

り、和解により解決したものが３件、取り下げ

により終結したものが１件となっております。

なお、和解のうちの１件につきましては、翌年

度に繰り越した後に和解が成立しております。

次に、３ページをお開きください。

（２）の②の個別的事件でございますが、こ

れは労働者個人と使用者との間に生じた紛争に

ついて、①の集団的事件と同様に、解決を図る

ためのあっせんを行うものでございます。

平成25年度は、ごらんのとおり２件の申請が

あり、あっせん開始に至らなかったものが１件、

和解により解決したものが１件となっておりま

す。

それぞれの事件の内容についての説明は、省

略をさせていただきます。

次に、３ページの（３）の労働相談の状況に

ついてであります。

労働相談においては、職場でのさまざまなト

ラブルに悩んでいる相談者の方々に対しまして、

助言や情報提供を行いますとともに、先ほど御

説明いたしましたあっせん制度の利用をお勧め

したり、また明らかな法令違反があると思われ

るようなケースにつきましては、労働基準監督

署など指導監督権限のある機関を紹介するなど

して、労使紛争の解決に努めております。

①の相談件数ですが、昨年度は146件の相談が

ございました。

そのうち、労働者個人からの相談が137件と大

部分を占めております。

相談内容につきましては、４ページの②に掲

げておりますが、解雇及び退職に関するものが53

件と最も多くなっておりまして、以下、パワハ

ラ・セクハラに関するもの、労働時間に関する

もの、賃金に関するものというように続いてお

ります。

最後に、（４）の処理件数の推移についてでご

ざいますが、それぞれの業務の過去３カ年度分

の件数等はごらんのとおりとなっております。

説明は以上でございます。

○岩下主査 執行部の説明が終了いたしました。

これより質疑を行います。何かございません

か。

○太田委員 ３ページのところあたりで、労働

組合とか、個人からという相談もあるというこ

とで。今の説明の中で、特に相談では、個人か

ら持ち上げられたものでは、これは労働基準監

督署のほうで、きちっと何らかの調査の中でやっ

たほうがいいですよという適切な指導もされて

いるということですが。個人から見た場合に、

普通は先に労働基準監督署に行って、そして逆

のルートもあるんじゃないかと思うんですが、

労働委員会のほうに直接、ぽっと来られるケー

スも多いんですか。その辺はどうでしょうか。

○川越調整審査課長 そこのところは、個人の

方にとりましては、まずどこに相談していいか

わからんというようなことが結構ございますの

で、本来ですと、例えば明らかに労働基準法に

違反しているような事例につきましては、最初

から労働基準監督署のほうに行っていただけれ

ばいいと思うんですけれども、その行き先もわ

からないというようなことで、とりあえず労働

委員会に相談されるという方も結構いらっしゃ

います。

○太田委員 私は、こういったのは労働基準監

督署が先かなというような感じがしたものです

から、何か連れていったときに、ああ、そうか

ここもあるなと思って、あっせんとかになれば

活用できるということになりますね。

それと、今、ブラック企業の問題がこの二、

三年前から本にもなったりして、だんだん社会
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喚起されているんですが。世の中に活字になっ

てまで明らかにされていて、名指しで指摘され

ているような企業等に対して、何か放置されて

いるような気がするものですから。権限の限界

もあるかもしれませんが、労働委員会ができる

とは思わないけれども、明らかに労働基準法違

反をやっているというような企業に対して、何

かＰＲしていくというか、そういうことはやめ

てくださいよというのがあってもいいんじゃな

いかなという気がするんですが、どうでしょう

かね。

○川越調整審査課長 まず、県内で、いわゆる

ブラック企業というようなものが果たして存在

するのかどうかというところですけれども、実

は私どものほうにいろいろ相談を寄せてこられ

ます方々、感覚的に言いますと、４分の１ぐら

いは匿名で御相談になられる方がおられるかな

と思います。特にブラック企業的なところにお

勤めの方というのは、外部のところに相談する

に当たって、雇い主に知られる、漏れるんじゃ

ないだろうかということを非常に気になさる方

がいらっしゃいまして。匿名で御相談になる方

が全てブラック企業にお勤めということではな

いと思いますけれども、割とそういう方は用心

して御相談になる。

したがいまして、お名前も、もちろん電話番

号も教えていただけないということもございま

すので、その県内の実態がどうなっているかと

いうのは、ちょっと私ども正直申し上げまして、

はっきりつかみかねているところでございます。

ただ、今まで受けた相談の中で申しますと、明

らかに同じ企業にお勤めになっている方々が何

人も相談を寄せてこられるとか、そういう事例

は今のところ経験いたしておりません。県内も、

いわゆるブラック企業的なところがある可能性

はございますけれども、まず私どものほうではっ

きり、これはブラック企業だなというようなと

ころは、現在のところ把握をしていないところ

でございます。

それと、そういう労働者に対する不当な扱い

をやめるようにという啓発活動的なことはやら

ないのかというお尋ねでございましたけれども、

私どもの役割分担といたしましては、御存じの

とおり、あっせんですとか、そういう当事者間

がお互い歩み寄って解決の道を探るといった形

での関与が中心でございますので、そういう啓

発的な業務につきましては、基本的には労働基

準監督署なり、そちらのほうからなさることに

なるかと思いますけれども、私どもも労働相談

あるいはあっせんという制度をやっております

ということは、常々広報に努めておるところで

ございます。

○太田委員 わかりました。労働委員会という

のは、社会の調和を、穏やかにいきましょうと

いう折り合いをつけるところでしょうから、ぜ

ひそういう相談にどしどし来られるような雰囲

気になってほしいなという思いでね。

ごめんなさい。私、ちょっと聞き漏らしたか

もしれませんが、同じ３ページで、個別的事件、

不開始というのがありましたね。これは、どん

な解決になるんですか。どっちかが不満げに取

り下げたとか、いや、お互いにわかったという

ことで取り下げたのか。

○川越調整審査課長 今おっしゃいましたのは、

３ページの②の表のＥあっせん事件のことであ

ると思いますが、この案件につきましては、少

しだけ事案の内容をお話し申し上げますと、こ

れはある医療機関にお勤めになっておられた看

護師の方が、その方はまだお若かったんですけ

れども、新人の看護師の指導係のような、プリ
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セプターと呼ばれているようですけれども、そ

ういう役目を担わされるようになりまして。と

ころが、その指導相手の新人看護師さんがなか

なか言うことを聞いてくれないとか、あるいは

上司からふだんの仕事に関係しまして、いろい

ろ厳しく指導をされたり何だりということが重

なりまして、鬱の症状を呈するようになって、

お勤めになっているところとは別の医療機関で

診ていただいたところ、やはり鬱病だという診

断が出たというようなことでございます。

それで、結局勤め先はおやめになったんです

けれども、自分がそういう鬱になってしまった

のは、勤めていたところの責任だということで、

損害賠償の請求をしたいということで申請をし

てこられました。

ところが、この方について鬱病という診断が

出たのが、あっせん申請をされる２年と10カ月

ぐらい前の時期でございました。実は、民法に

よりますと、不法行為による損害賠償請求権の

時効は３年という短い時効期間の定めがござい

まして、時効の完成が間近に迫っておったとい

う事情がございました。

それで、労働委員会のほうにあっせん申請を

されましても、時効の進行をとめることができ

ませんので、この方につきましては、どうして

も慰謝料、損害賠償を請求したいということで

あれば、あっせん申請よりも、裁判所に訴えを

起こされるほうがいいですよということのアド

バイスを申し上げまして。そうしましたところ、

御本人もわかりました、あっせん申請のほうは

取り下げますというところまでは話が行ったん

です。その後、一応取り下げの文書を出してく

ださいというお願いをしておりましたところ、

御本人と連絡がとれなくなってしまいまして。

実はこの方、あっせん申請をされてから取り下

げに同意されるまでの間に県外に引っ越しをさ

れたり、いろいろございまして、病気のことな

んかもあったのかもしれませんが、途中からど

うしても連絡がつかなくなってしまいまして。

うちとしてもそのままにしておくわけにもいき

ませんし、一応御本人から取り下げという意向

は伺っておりましたので、この案件については

手続をそこで終了するという扱いにしたところ

でございます。

○太田委員 よくわかりました。

○岩下主査 ほかにございませんか。

○新見委員 資料の２ページから３ページにわ

たって、労使紛争あっせん事件が掲載されてお

りますが、集団的、個別的事件を合わせて６件

のうち、４件が医療・福祉業ということで、先

入観を持ったらいけませんけど、医療分野、福

祉分野の厳しい実態を反映しているのかなと感

じたところです。

その下の労働相談で、労働者個人が137件とい

うことですが、この労働者個人の勤務されてい

た分野はわかりますか。

○川越調整審査課長 労働相談をしてこられま

した方のお勤め先、業種分類いたしますと、医

療・福祉関係が42件で、割合で申しますと28.8

％、それからサービス業関係が21件、率にしま

すと14.4％、その次が製造業関係で18件、率に

いたしますと12.3％というような内訳になって

おります。

○新見委員 それ以外はどういった分野がある

んですか。わかればでいいんですけど。

○川越調整審査課長 今、業種別に上位３位ま

で申し上げましたが、４番目が卸・小売関係、

これが12件、率が8.2％。その次、５番目が運輸

関係で８件、5.5％というふうに続いております。

○新見委員 はい、わかりました。
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○岩下主査 ほかに御質問はありませんか。

○宮原委員 先ほど私もここを聞きたかったと

ころなんですが、この数年間の傾向としては、

医療・福祉というのは常にこんな状況なんです

か。

○川越調整審査課長 今、手元にちょっと詳し

い数字を持っておりませんが、昨年、一昨年あ

たり見ましても、医療・福祉関係が多い状況だ

と思います。

○渡辺副主査 １点だけ確認なんですが、労使

紛争あっせん事件の中で、先ほど御指摘があっ

たように、医療・福祉業というのが集団的事件

で３件と、個別的事件で１件出ていますけど。

これは特定の医療機関とか、福祉機関がたくさ

んの労使紛争を抱えているということではなく

て、それぞれ別案件だというふうに理解してい

いですか。それともこのうち２件は、特定のと

ころが労使紛争をいろいろ抱えていらっしゃる

というような状況なのか、それはいかがでしょ

うか。

○川越調整審査課長 ２ページの①の集団的事

件のほうのＣあっせん事件とＤあっせん事件が

同じ企業でございます。それ以外は全て別々で

ございます。

○岩下主査 ほかにございませんか。

○太田委員 医療・福祉といいますか、特に私、

福祉のほうを感じるんですが、労働委員会とし

ては余り価値判断をこうだ、ああだというのは

言えないと思いますけど。話を聞いてみると、

ヘルパーさんとかは劣悪で、タイムカードも自

分が押すことはできなくて、経営者側が押して

いくようなところも事例としてあったりして。

パワハラとか、大変な職場に、業種になりつつ

あるのかな。そしていろんな企業が参入してき

て、乱立しているような状態で、確かにこれを

見て、何かちょっと私も気になるんですよね。

だから、労働委員会のほうで、それがこうだ

というのは、ちょっと課長判断はできないと思

いますが、今後ちょっとその辺のところのＰＲ

なりが、もし労働委員会のほうとして助言なり

指導なりができるなら、何かしてあげたほうい

い世相になってきているかなという感じがいた

しました。これを見て、特にまた本当に思いま

した。何かあればですけど、なければいいです。

○川越調整審査課長 今、委員がおっしゃいま

したようなことは、私ども感じておるところで

ございますので、特定の業種だけに絞ってとい

うのはなかなか難しいところございますけれど

も、そういった医療・福祉業関係にお勤めの方

からの労働相談なんかも多数ございますので、

できるだけ丁寧に対応してまいりたいというふ

うに考えております。

○岩下主査 それでは、よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 以上をもって、労働委員会事務局

を終了いたします。

執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時24分休憩

午後１時27分再開

○岩下主査 分科会を再開いたします。

それでは、商工観光労働部の審査を行います。

まず、部長より平成25年度決算の概要につい

て説明をお願いいたします。

○茂商工観光労働部長 それでは、商工観光労

働部の25年度決算につきまして御説明をいたし

ます。

お配りしております決算特別委員会資料の１

ページをお願いいたします。
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これは、県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」における分野別施策のうち、商工観光労働

部に関連するものを体系表にしたものでありま

す。

平成25年度の本県経済は、日本経済の円安・

株高基調を受けて明るい兆しが見られたものの、

ここ数年のさまざまな災害が相次いだことなど

の影響が残りまして、まだまだ厳しい状況にあ

りました。

このような中、この体系表に従って、25年度

の主な施策の概略について御説明をいたします。

まず、１の多様な連携により新たな産業が展

開される社会の産業間・産学官連携による新事

業・新産業の展開につきましては、東九州メディ

カルバレー構想のさらなる推進や、産学官の共

同研究グループに対する支援などに取り組みま

した。

次に、２の創造性のある工業・商業・サービ

ス業が営まれる社会を目指しまして、融資制度

等を初めとする中小企業の経営安定対策、若手

経営者等の育成、地域において中核となるリー

ダーの創出及び経営革新や新分野進出に取り組

む企業に対する支援に努めますとともに、工業

の振興につきましては、新商品、新サービス等

の開発、販路開拓等への支援、アドバイザー等

による取引機会の拡大、企業立地の推進などを

図ったところであります。

また、商業・サービス業の振興につきまして

は、まちなか商業の再生支援や先端技術に対応

できるＩＣＴ人材育成、県産品の販路拡大、東

アジア地域への輸出拡大等に取り組みました。

３の活発な観光・交流による活力ある社会の

中の観光の振興につきましては、魅力ある観光

地づくりや恋旅、花旅、波旅等の観光キャンペ

ーンの推進、スポーツランドみやざきの展開、

シンボルキャラクター「みやざき犬」を活用し

ましたＰＲ活動等の取り組みを行いますととも

に、県境を越えた交流・連携の推進につきまし

ては、国内外において南九州３県が連携した誘

客活動を行ったところです。

４の経済・交流を支える基盤が整った社会の

産業を支える人材の育成・確保につきましては、

職業能力開発の推進、技能の振興などに取り組

みました。

また、就業支援と職場環境整備につきまして

は、緊急雇用創出基金を活用した雇用機会の創

出や若年者の就職支援、働きやすい職場環境づ

くりの推進などに取り組んだところであります。

次に、２ページをごらんください。

平成25年度歳出の決算状況であります。一般

会計は、下から５段目の計の欄ですが、予算額454

億2,966万5,000円、支出済額451億4,015万5,551

円、翌年度繰越額は、明許繰越と事故繰越を合

わせまして１億2,533万8,800円、不用額１

億6,417万649円、執行率99.4％。

次に、特別会計は、下から２段目の計の欄に

なりますが、予算額14億9,935万2,000円、支出

済額14億9,829万6,307円、不用額105万5,693円、

執行率99.9％、一般会計と特別会計を合わせま

した部の合計は、一番下の段の部合計の欄、予

算額469億2,901万7,000円、支出済額466億3,845

万1,858円、翌年度繰越額は、先ほどと同じく、

明許繰越と事故繰越を合わせまして１億2,533

万8,800円、不用額１億6,522万6,342円、執行

率99.4％となっております。

次に、資料の最後のページになりますが、22

ページをごらんください。

監査における指摘事項等の一覧でございます。

今回は、指摘事項はありませんが、注意事項

１件となっておりまして、適正な執行について、
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職員への指導を徹底し、改善に努めたところで

あります。

また、今ごらんいただく必要はございません

が、監査委員から提出された別冊の印刷物となっ

ております平成25年度宮崎県歳入歳出決算審査

及び基金運用状況審査意見書におきまして、商

工観光労働部が所管する特別会計について２件

の意見・留意事項等がございました。

これらにつきましては、後ほど、各事業の詳

細とあわせまして関係課長から御説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。

私からの説明は以上でございます。

○岩下主査 部長の概要説明が終了いたしまし

た。

これより、商工政策課、産業振興課、企業立

地課の審査を行います。

平成25年度の決算について各課の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、３課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○田中商工政策課長 それでは、商工政策課の

平成25年度決算につきまして御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

当課は、一般会計と特別会計がございます。

まず、一般会計ですが、一番上の商工政策課

の欄をごらんください。予算額370億7,140

万2,000円、支出済額370億6,338万7,077円、不

用額801万4,923円で、執行率は99.9％でありま

す。

次に、特別会計ですが、下から４段目の商工

政策課の欄をごらんください。予算額11億7,357

万3,000円、支出済額11億7,292万8,749円、不用

額64万4,251円で、執行率は99.9％であります。

次に、資料の３ページをお開きください。

まず、（目）の不用額が100万円以上のもので

あります。

ページ下の方の（目）商業総務費であります

が、不用額が102万7,788円となっております。

これは、職員費や事務費の執行残であります。

次に、４ページの中ほどの（目）商業振興費

であります。不用額303万7,988円となっており

ますが、これは、主に旅費等の事務費や、中小

企業金融円滑化補助金などの執行残であります。

５ページをお開きください。

下のほうの（目）工鉱業振興費であります。

不用額265万7,882円となっておりますが、これ

は、地域新産業・雇用創出推進事業等の委託料

の執行残であります。

次に、執行率が90％を下回った（目）であり

ますが、５ページ下の方の（目）計量検定費で

あります。不用額が76万7,377円で、執行率が89.5

％となっておりますが、これは需用費など事務

費の執行残であります。

７ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計の下の

ほう、（目）公債諸費であります。不用額が１

万1,374円で、執行率が43.1％となっております

が、これは、中小企業高度化事業の償還金に係

る違約金の執行残であります。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。

こちらの横長の薄手の資料、平成25年度宮崎

県歳入歳出決算書をごらんください。

資料の中ほどにブルーの仕切りがありますけ

れども、特別会計の１ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計であり

ますが、歳入合計は、ページの中段にあります

とおり、調定額17億1,054万3,442円、収入済額15

億8,515万5,989円、収入未済額１億2,538万7,453
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円となっております。

特別会計の歳入決算は以上であります。

次に、主要施策の成果に関する報告書をごら

んください。こちらの商工政策課のインデック

スのところ、ページでいいますと、169ページを

ごらんください。

産業づくりの２、創造性のある工業・商業・

サービス業が営まれる社会であります。ページ

中ほどの施策推進のための主な事業及び実績に

より御説明いたします。

まず、新規事業「未来を拓く！みやざき経営

者養成塾」であります。

この事業では、中小企業の若手経営者等を対

象とした経営者養成塾等を通じまして、中小企

業の経営力の強化を図るとともに、地域におい

て中核となるリーダーの創出に取り組みまし

た。25年度は延べ251人が養成塾等に参加し、経

営能力の向上や地域リーダーとしての意識の醸

成が図られました。

次の、中小企業融資制度貸付金ですが、これ

は信用保証協会、金融機関と連携し、低利の事

業資金を円滑に提供するためのもので、25年度

は319億8,219万1,000円の原資を金融機関に預託

しました。

なお、新規融資実績は1,804件、189億383

万1,000円でありました。

次の中小企業金融円滑化補助金は、県の制度

融資を受けた中小企業者の信用保証料の負担軽

減を図るために、信用保証協会に対して保証料

の一部を補助するもので、25年度は１億3,431

万7,000円の補助を行いました。

170ページをお開きください。

信用保証協会損失補償金であります。

県融資制度の代位弁済に係る信用保証協会負

担分につきまして、損失補償契約に基づき、信

用保証協会に対し2,531万8,000円の損失補償を

行ったものであります。

次の宮崎県産業振興機構損失補償金は、本県

経済の安定及び雇用の確保を目的としまして平

成15年度に設置しました宮崎県中小企業等支援

ファンドの清算に伴い、損失補償契約に基づき、

出資を行った宮崎県産業振興機構に対し８

億9,376万4,000円の損失補償を行ったものであ

ります。

次の中小企業団体中央会等補助金は、県中小

企業団体中央会に対しまして、指導員等の人件

費や組合指導事業への補助を、またその次の改

善事業「小規模事業経営支援事業費補助金」は、

商工会、商工会議所に対しまして、経営指導員

等の人件費や経営改善普及事業等への補助を

行ったものであります。

１つ飛びまして、「地域新産業・雇用創出推進」

及び171ページの新規事業「地域新産業・雇用創

出推進拡充」は、地域の多様な資源を活用しま

して、新産業及び雇用の創出につながる取り組

みを募集し、提案団体に委託をして実施したも

のであります。

次の小規模企業者等設備導入資金貸付金であ

りますが、小規模企業者の創業や経営基盤の強

化に必要な設備導入のための資金の原資として、

産業振興機構に対し１億5,000万円を貸し付けた

もので、機構において20件、１億1,856万円の設

備導入資金の貸し付けを行っております。

173ページをお開きください。

まちなか商業再生支援でありますが、商店街

振興のための取り組みに対する助成及びまちづ

くりを担う若手商店街リーダーの育成を行うも

のであります。

25年度は小林市や串間市など、５市の10事業

に対して助成を行い、リーダー育成については
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川南町及び都農町にアドバイザーを派遣するな

どの支援を行いました。

主要施策の成果については以上であります。

最後に、監査委員が出しております平成25年

度宮崎県歳入歳出決算審査及び基金運用状況審

査意見書の35ページをごらんください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計につき

まして、意見・留意事項がありましたので、御

説明いたします。

一番下の意見・留意事項等の欄にありますと

おり、「貸付金の収入未済額については、前年度

に比べ減少しているものの、なお多額の収入未

済があるので、今後とも引き続き償還促進につ

いての努力が望まれる」との意見であります。

収入未済額につきましては、訪問、文書催告

等により回収に努めているところであり、平成25

年度には70万円を回収した結果、同年度末の収

入未済額は１億2,538万7,453円となっておりま

す。引き続き、償還促進に努めるとともに、債

務者の破産など客観的に回収が困難と認められ

る債権につきましては、不納欠損処理について

も検討してまいります。

なお、監査における指摘事項につきましては、

特に報告すべき事項はございません。

商工政策課は以上であります。

○佐野産業振興課長 産業振興課の平成25年度

決算につきまして、御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

産業振興課は、上から２番目の欄でございま

す。予算額は16億7,322万8,000円、支出済額は15

億4,379万5,992円、翌年度への明許繰越額は１

億1,444万5,000円、事故繰越額は462万5,000円、

不用額は1,036万2,008円で、執行率は92.3％で

あります。

（目）の不用額が100万円以上のもの、執行率

が90％を下回ったものでありますが、資料の９

ページをお開きください。

ページの２行目、工鉱業振興費であります。

不用額が951万3,296円、執行率が84.3％となっ

ております。

不用額の主な理由は、経営革新企業応援事業

等の実績確定に伴い、補助金等の執行残が生じ

たものなどでございます。

執行率につきましては、フード・オープンラ

ボ整備事業等を翌年度に繰り越したことによる

ものでありまして、繰越額を含めますと、執行

率は98.8％であります。

続きまして、主要施策の成果の主なものにつ

きまして御説明いたします。

お手元の報告書の産業振興課のインデックス

のところ、174ページをお開きください。

産業づくりの１の（１）産業間・産学官連携

による新事業・新産業の展開であります。

まず、上から２番目の改善事業「産学官連携

促進・共同研究開発支援」であります。

新産業の創出による産業振興を図るため、工

業技術センター及び食品開発センターが中心と

なって、新産業創出のための10の研究会を運営

するとともに、産学官グループの研究開発に対

する支援などを行いました。

研究開発支援では新たに４件を採択し、継続

分とあわせて５件を支援しております。

次の新規事業「東九州メディカルバレー推進

強化」におきましては、東九州メディカルバレ

ー構想の推進のため、医療関連機器製造の事業

化を目指して県内中小企業が取り組む産学官に

よる研究開発への補助、また販路開拓コーディ

ネーターの設置によるマッチング支援を行った

ほか、日本のすぐれた透析技術をアジアへ普及
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するため、タイからの医療技術者４名を受け入

れ、医療機器の操作研修等に取り組んだところ

であります。

次に、177ページをお開きください。

２の（１）工業の振興であります。

表の上から３つ目の新規事業「売上アップに

挑戦！経営革新企業応援」は、県知事の承認を

得た経営革新計画の実現のため、県内の中小企

業等が取り組む新商品や新サービスの開発、販

路開拓に要する経費の一部を補助することによ

り、計画達成の支援を行うもので、18件に対し

て補助金を交付したところであります。

次に、178ページをお開きください。

上から２番目の新規事業「チャレンジ新商品

開発フード・オープンラボ整備」は、県内の食

品関連企業がマーケットニーズに合った新商品

開発などにチャレンジしやすい環境を整備する

ため、食品開発センター内に衛生基準を満たし

た総菜等、菓子等、清涼飲料水の３種類の加工

製造室を有するフード・オープンラボの整備事

業を実施したところであります。

その下の新規事業「売れる商品をつくる！食

品産業試作品ブラッシュアップ」であります。

これは、食品加工企業の効率的かつ効果的な

商品開発を支援するため、宮崎空港ビルにチャ

レンジショップを設置し、試作品の展示販売を

通じて、消費者ニーズの収集、把握を行うこと

で、各企業の商品力を高める支援を行ったとこ

ろであります。

次に、その下の新規事業「成長分野で売上アッ

プ！病院・福祉施設向け加工食品参入支援」で

あります。

これは、今後成長が見込まれる県内の病院・

福祉施設における給食等の業務用加工食品分野

に対する食品製造企業の参入を促進するため、

病院・福祉施設及び食品製造企業の実態調査を

行い、その情報をデータベース化するとともに、

マッチング会等を実施したところであります。

次に、その下の工業技術研究開発及び、また

その下の食品開発センター研究開発であります。

工業技術センターにおきましては、廃棄物の

リサイクルに関する研究や機械及びエネルギー

システムの研究開発など11テーマの研究開発を、

また食品開発センターにおきましては、農林畜

水産物を用いる食品開発に関する研究など５テ

ーマの研究開発を行ったほか、それぞれのセン

ターで、企業からの依頼試験や技術相談等に対

応したところであります。

次に、182ページをお開きください。

（２）の商業・サービス業の振興であります。

表の一番上の改善事業「先端技術に対応でき

るＩＣＴ人材養成」でありますが、急速な進展

を続ける情報化時代に対応できるＩＣＴ関連企

業の即戦力としての人材養成を図るため、求職

者21名を雇用し、座学と職場研修を実施したと

ころであります。

研修に参加した21名のうち、16名はＩＣＴ企

業などに雇用されております。

次に、その下の新規事業「攻めの経営！中小

企業ＩＣＴ活用支援」であります。

インターネットが急速に普及した今日、顧客

管理等の経営管理や製造業における生産性向上

を図るため、ＩＣＴを活用する割合が高くなっ

ておりますことから、ＩＣＴ企業に委託を行い、

ＩＣＴ相談員２名を雇用し、経営効率化や生産

性向上を図る県内中小企業等を支援するための

研修会や巡回・電話相談を実施したところであ

ります。

以上、主要施策の成果について御説明申し上

げました。
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なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しましては、特に報告すべき事項はご

ざいません。

産業振興課は以上でございます。

○津曲企業立地課長 それでは、企業立地課の

平成25年度の決算について御説明いたします。

本日の委員会資料、２ページをお開きくださ

い。

企業立地課は、上から４番目の欄であります。

一般会計予算額４億3,922万4,000円、支出済額

４億668万7,871円、翌年度への明許繰越額は626

万8,800円、不用額が2,626万7,329円、執行率

は92.6％となっております。

（目）の不用額が100万円以上のものがござい

ますので、この資料の15ページで御説明をした

いと考えております。

上側のページ、真ん中あたりに（目）工鉱業

振興費がございます。不用額は2,626万4,835円

でございます。

この主な理由でありますが、この表の下から

２段目、負担金・補助及び交付金の中に含まれ

ます企業立地促進補助金の不用額が2,400万円余

りございます。

これは、補助金の申請額が当初の見込みを下

回ったものもございますが、特徴的な動きは補

助金申請の時期を先延ばしというのがございま

す。

そこで、この補助金につきまして、簡単に御

説明をしたいと考えています。

補助金は大きく分けますと、２つの種類がご

ざいます。

まず、１つ目は、企業進出に要した経費の一

部支援を行う投資割補助金と、２つ目が、本県

で新たに雇用いただいた人数に応じた雇用割補

助金でございます。

これらの補助金申請は、例えば普通の製造業

でございますと、調印式など立地企業の認定の

日から５年以内に操業を開始し、そしてさらに

その操業開始後１年以内に１回だけ申請をする

ことできるという仕組みになっております。

１つ目の投資割補助金につきましては、要し

た経費に応じて助成金額が決まりますので、申

請時期は問題になりませんが、２つ目の雇用割

補助金につきましては、雇用者１人当たり50万

円から15万円、業種などで助成額が決まってお

ります。申請をされる時点の雇用されている人

数に応じて補助金額が変わりますので、雇用人

数が多いほど企業にとっては有利な申請という

格好になります。

このため、私たち企業立地課におきましても、

この補助金の申請時期やその申請金額は予算執

行にさまざまな影響がございますことから、企

業さんとは緊密に連絡を取り合って調整をして

おります。

昨年は年初めから景気が上向き基調になるに

つれ、各企業さんにおかれては、今後、仕事が

ふえるかもしれない、そしたら雇用人数をふや

すことができるかもしれないというような動き

があらわれてまいりました。

そのような中、企業さんから私どもに、申請

時期をもっと先に延ばしてよろしいのかという

相談がふえてまいり、結果として、企業側の経

営判断により、25年度中に補助金申請をされず、

不用額として残ったものもございます。

なお、目の執行率が90％未満のものはござい

ません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書、企業立地課のインデックスのとこ

ろ、190ページになります。広げていただきます
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と、左側、中ほどの表をごらんください。

まず、企業誘致推進ネットワーク拡充でござ

います。

企業さんに本県に立地してもらうためには、

候補となる企業さんに本県のすばらしい環境を

詳しく御説明し、本県に興味を持っていただく

ということが非常に大事でございます。

このため、私ども企業立地課、並びに東京、

大阪、福岡の各県外事務所の県職員に加えまし

て、豊富な経験や幅広い人脈がございます民間

企業ＯＢの方を企業誘致コーディネーターとし

て、東京２人、大阪と愛知県に１人ずつ配置し、

積極的な企業訪問、本県への誘致活動を進めて

おります。

コーディネーターの訪問実績は、ごらんの548

の企業でございました。

次に、立地企業フォローアップ対策強化でご

ざいます。

本県に進出していただいた企業を県外に出さ

ないこと、あるいは工場増設や新規雇用を促進

していただくため、フォローアップ訪問事業を

行っております。

昨年度は、企業さんの県内事業所や県外の本

社や、あるいは親会社など、延べ329の企業を訪

問し、会社の現状をお伺いするとともに、それ

ぞれの要望や相談事項につきまして、市町村や

関係機関と連携して対応に努めたところでござ

います。

最後に、企業立地促進補助金であります。

補助金の申請がありました26の企業に対しま

して２億7,500万円余りの補助金を交付いたして

おります。

これらさまざまな企業立地活動を展開しまし

た結果、右側のページ上の段でございますが、25

年度の実績値の欄をごらんください。

新規の企業立地件数は31件、うち県外からの

新規立地企業が９件、合わせて1,598人の最終雇

用が予定をされております。

次の施策の成果等でありますが、④のところ

をごらんください。

本県の豊かな農林水産資源を活用いたします

食品関連産業や、市街地中心部の事務所ビルで

コンピューター関連のさまざまな業務を行う情

報サービス産業など４つの分野に力点を置いた

積極的な立地活動を展開してまいりました。

今後も引き続き、フードビジネスの推進や東

九州自動車道の開通を追い風に、本県への企業

立地活動をより一層積極的に取り組むこととし

ております。

主要施策の成果につきましての説明は以上で

ござます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

企業立地課は以上でございます。

○岩下主査 説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○太田委員 ３つほどあります。

１つ目ですが、主要な成果に関する報告の170

ページ、この上から２段目の宮崎県産業振興機

構損失補償金のことであります。これは、24年

度はなかったということで、25年度に発生した

ということだろうと思いますが。内容等では６

企業ありまして、1,900名の従業員の救済を図っ

たというか、そういう面では貢献されておるこ

とだろうと思いますが。去年、24年度はゼロで、

ことし、25年度は６件ほどふえたと理解すれば、

今の経済動向で何か論評されることがあるんで

しょうか。

○川畑金融対策室長 この宮崎県産業振興機構

損失補償金ですが、平成15年に一時的に経営に
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支障が生じた県内の中核的な企業に、ファンド

を設立しまして経営の支援を行ったものでござ

いまして、事業期間が平成15年の９月から平成25

年の９月となっております。10年間の期間が終

わりまして、清算を行ったため、損失補償が生

じております。なので、景気動向云々という話

ではございません。

○太田委員 平成15年以降の全体のまとめとい

うような感じでいいんですかね。

○川畑金融対策室長 10年間の清算が終わった

ため、損失補償を行ったものでございます。

○太田委員 はい、わかりました。

それと、２つ目ですが、今度は監査委員の意

見書のほうの35ページの小規模企業者等設備導

入資金特別会計。破産もされたりということで、

不納欠損などもされるということで、取り立て

というのは、なかなか現実的には難しい状況が

あろうと思います。これについては返済を迫る

わけですが、この分について保証人とか、そう

いった制度はないんですかね。

○川畑金融対策室長 この延滞になっている７

件、１億2,538万7,453円につきましてなんです

が、回収の取り組みは文書催告、訪問等により

行っております。昨年度は１件の回収を行って

おりますが、こちらについては保証人もいらっ

しゃるんですけれども、昭和30年代、40年代、50

年代と、かなり前の債権が多いものですから、

保証人につきましても、資力がある方ない方が

いらっしゃるというような状況でございます。

○太田委員 はい、わかりました。

大変だろうと思いますが、それともう一つ、

最後の質問ですが、今度は決算委員会資料のほ

うの15ページ、企業立地課のほうへの質問です

けど。先ほど補助金の説明がありましたが、雇

用割補助金については先延ばししたほうが有利

になるんだよということで、企業のほうでそう

いう判断をされ、行政のほうと相談して先延ば

しされたということでの執行残、不用額である

わけですけど。25年度に先延ばしをされて、26

年度にその分はほとんど執行するということで

理解してよろしいですか。

○津曲企業立地課長 先ほど御説明させていた

だきましたが、立地調印を行ってから５年以内

に操業開始したら、１年以内に申請してくださ

いというものですから、25年度に先延ばしした

のが、すぐ翌年度に来るかどうかは一定じゃな

いと考えております。

○太田委員 そういう意味なんですね。はい、

わかりました。

○岩下主査 ほかに御質問ありませんか。

○宮原委員 商工政策課の、まちなか商業再生

支援事業ということで、どこの商店街も大変厳

しい状況にあるというふうには思うんですけど、

こうやって助成事業、５市、10事業と書いてあ

ります。リーダー育成もされている中で、成果

については、商店街の活性化に一定の成果が得

られたということになっているんですけど、簡

単にこれやったからといって成果が出るもので

はないと思いますが、一定の成果、例えばこう

なりましたというものがあればお聞かせをいた

だけるとありがたいと思います。

○田中商工政策課長 このまちなか商業再生支

援事業、御指摘のとおり、５市10事業を行って

おります。内容としましては、いろんなプラン

の作成も含みますし、あるいは空き店舗対策、

それからチャレンジショップの支援とか、イベ

ントの支援、そういったものをやっているとこ

ろでございます。

例えば、今、延岡市あたりでは駅前商店街を

中心にいろいろ再開発の動きもあるんですけれ
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ども、その中で、チャレンジショップの出展者

に対しまして支援を行いまして、また新しい商

業者が入ってきて活性化につながるという事例

もございます。えびの市でも京町温泉駅周辺を

中心にしましてチャレンジショップ、レストラ

ン、カフェレストランの出展とかを行って、ま

た新たな商店者が来たことによって、全体が元

気が出てくるというような動きも出てきており

ます。

そのほか、いろんなイベントの支援とかも含

めて、やっぱり若手の商店街のリーダーの方々

がやる気になっていただくということにもつな

がってきていると思っております。商店街はな

かなか厳しい状況なんですけども、今後もこう

いったリーダーの育成を含めまして、いろいろ

支援をして中心市街地の活性化が図られるよう

に努めてまいりたいと考えております。

○宮原委員 今、説明があったように、チャレ

ンジですから、チャレンジをするということは

わかるんですけど、いろんな助成をされるとい

うふうに思いますが、例えば年数が決まってい

て助成が切れた段階でも、実際に継続的にやれ

る状況にありますかね。

○田中商工政策課長 現実的には１年間の補助

が終わりますと、なかなか収支が成り立たない

というところで撤退される商業者もございます。

ただ、中には継続される商業者もありますの

で、そこら辺はいろいろ息の長い取り組みをし

なきゃいけないなと思っているところでござい

ます。

○宮原委員 成果が出るように頑張ってほしい

なと思います。

あと産業振興課で、「売れる商品をつくる！食

品産業試作品ブラッシュアップ」ということで、

空港ビルに出展をされていたのを見ましたけ

ど。622万円の売り上げになりますが、これがい

い結果につながっていかなければならないと思

いますが、実際やられてみて、現状としては、

売れる方向が見出せたとか、そういうものがあ

るのか、そこ辺をお聞かせいただけますか。

○冨山産業集積推進室長 この事業は、空港の

１階のチケット売り場、カウンターの向かって

左手のほうのスペース―実際は24平米ぐらい

なんですけども―をお借りいたしまして、県

内の中小企業の食品製造メーカーさんがつくら

れた１年以内の新商品をそこに並べて、調査員

も配置しながら、お客様の御意見等を伺って、

ニーズ、感想を企業さんにフィードバックして、

商品のブラッシュアップを図っていこうとする

ものでございます。

ここに書いてございますように、延べで49企

業が参加いたしました。調査回収も3,000枚を超

えて、多くの情報が寄せられたわけですけども、

味の吟味であるとか、あるいはパッケージの吟

味であるとか、表示の仕方であるとか、そういっ

たことに改善が見られました。

ここはどうしても空港ですので、お土産物と

いう観点からの御意見が多うございまして、幾

つかの例を挙げますと、例えば瓶入りであると

重いのでチューブ入りに変えた後、売り上げが

アップしたというような事例もございまして。

あるいは地鶏の炭火焼き、これが実は最も売れ

行きが多うございまして、人気商品なんですけ

れども、これについては地鶏の炭火という特徴

をよりはっきりと消費者の方にわかるようなデ

ザインのパッケージに切りかえてから、売り上

げが伸びたというようなこともございます。

あるいは、小さなパッケージのおかず味噌で、

いろんな種類のある商品があったんですが、種

類を幾つか、４つとか５つとか、セットにして
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出してもらいたいという声がありまして、その

ようにしたところ、それも好評だったと。そう

いうことで、具体的な事例が幾つも出てきてお

ります。

また、この事業の一環といたしまして、ブラッ

シュアップされた商品を関東圏の大きな展示会

に出展いたしまして、そしてその動向を見ると

いうこともございまして、そこでもその成果が

しっかりあらわれて、商談につながった事例も

幾つか出てきておりますし、引き合いもかなり

多かったというふうに伺っております。

こういった一つ一つは細かなことなんですが、

そういったことをしっかり企業さんのほうに

フィードバックして、消費者がどういうふうに

考えているのかをしっかり把握していただいた

上で、常に改善をしていただきたいと思ってお

ります。以上でございます。

○宮原委員 はい、よくわかりました。１つで

も２つでも、何か目を引くような商品ができて、

宮崎の炭火焼きという一つのものでも、いろん

な業者さんが競ってつくることで、結果的には

認知度も広がるのかなと思いますので、出展さ

れるということであれば、１社がつくるよりも、

いいものであれば、複数で競うような状況もつ

くるほうがいいのかなと思いますので、よろし

くお願いをしたいと思います。

あと企業立地のほうで、いろいろコーディネ

ーターを毎年お願いされて、企業誘致を図って

いるということなんですが、新規企業立地が実

績値で平成25年が31社。そのうち県外が９社と

いうことでいいんですよね。ということは、あ

との残りは県内の企業が進出をしたということ

でいいんですよね。

○津曲企業立地課長 はい、そのとおりでござ

います。

○宮原委員 別の県で話を聞くと、県内企業が

進出したのはカウントしないようなところもあ

りますよね。例えば工場の増設というのも、宮

崎県の場合、立地になっていましたよね。

○津曲企業立地課長 はい、そのとおりでござ

います。新たな土地に動かれる場合もございま

すし、同じ敷地の中で増設される場合もござい

ます。同じようにカウントしている理由という

のは、やはり新たな雇用を生むという観点から。

工場がふえていきますと、その分、雇用があり

ます。雇用があるから認定をさせていただいて

いるというようなところもございます。

○宮原委員 このコーディネーターの皆さんが

努力をされているし、県の職員を合わせる

と、1,666社を訪問されているということになり

ますが、当然この県外から企業が入ってくる場

合は、訪問したようなところから進出が入って

くるものですか、ぽんと入ってくるようなこと

というのもあるんですか。

○津曲企業立地課長 ぽんと入ってくるのを期

待しているんですが、なかなかそうはいきませ

ん。それで、まず訪問をし、それからある程度

理解をいただいたら、宮崎においでいただきま

して、企業さんが求められる候補地みたいのを

少なくとも二、三カ所は見学していただいて、

そして意見交換をさせていただいて。最後に結

局何件かライバルが残ります。準々決勝があっ

て、決勝があるんですけど、そこでうまくいき

ますと、31の中に入るというような現状でござ

います。

○宮原委員 はい、わかりました。

○後藤委員 174ページの東九州メディカルバレ

ー構想、地域医療産業研究開発。延岡はメディ

カルタウン構想等でやられていまして、県単と

延岡の事業との連携、整合性というか、相乗効
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果というのはどういうところで図られているか

ということをお聞きします。

○冨山産業集積推進室長 延岡市におかれまし

ては、メディカルタウン構想を掲げられまして、

いわゆる東九州メディカルバレー構想のメーン

ステージだという意気込みで、頑張っていただ

いております。

また、昨年は延岡市と日向市、門川町の２市

１町で、県北部医療機器関連の産業振興の協議

会をつくっていただきまして、さらに東九州メ

ディカルバレーを一緒になって推進していこう

という体制もつくっていただきました。

具体的には、例えばセミナーを共同開催する

とか、あるいは東京の本郷で、医療機器の製造

販売業の企業さんがたくさんいらっしゃいまし

て、県内の医療機器、物づくり企業さんとお見

合いの場を設定したんですが、そのときも、県

北の協議会、メディカルタウン構想を進める延

岡市と、県とが一緒になって共同で開催をいた

しました。

それから、これは今年度なんですけれども、

ＭＥＤＴＥＣというアジアで最大の医療機器関

連の展示会があるんですが、昨年度は４月に県

単独で実施したんですが、今年度当初の４月に

開催したときには、延岡市を初めとする県北協

議会とも連携して、いつもよりもブースを２倍

に設けて実施したということで。延岡市だけで

はないんですけれども、延岡市の方々とも連携

を密にしながら推進をしているところでござい

ます。

○外山委員 173ページの事業で、川南と都農に

アドバイザーを派遣して、若手商店街リーダー

の育成を図ったと。この後、リーダーたちがど

ういう活動、活躍をしているか、そこのところ

はどうなんですか。

○田中商工政策課長 このリーダー育成なんで

すけども、これは３カ年やっておりまして、今

回が一応最終年度になるわけですけども。ＳＷ

ＯＴ分析と言いまして、若手の商店街の方々が

集まっていただきまして、商店街の強みですと

か弱み、脅威、チャンス、そういったものをそ

れぞれの方で、グループで分析をしていただい

て、まず自分のところの商店街をしっかり分析

していただく。それを発展につなげるためには

どうしていただくかというのをしっかり議論し

ていただく、そういった活動をしております。

この研修、リーダー育成が終わった後につき

ましても、翌年度フォローアップという形で、

参加された方々をまた集めまして、いろんな勉

強会もやったりしております。地元でも、その

ときの活動に基づいて実際に商店街をどうして

いくのかと動き出す、そういうことにつながっ

ているところでございます。

○外山委員 せっかくリーダー育成をやったら、

フォローアップというか、ことしどういう動き

をしておるかということをきちっとフォローし

ていって。活性化のために動いてもらわないと、

やった事業の意味がないから、またそこのとこ

ろを見ていっていただきたいと思います。

それから、177ページに、売上アップに挑戦と

いうのがあります。計画に基づく、新商品・新

サービス等の開発と書いてあるけど、いろんな

企業がいっぱいある中で、ここで支援する企業

はどうやって探して支援したんですか。

○佐野産業振興課長 この経営革新関係の企業

につきましては、中小企業新事業活動促進法と

いうのがございまして、これは平成11年度から

現在に至るまで、法律に基づいて、一定の要件

を満たす企業に知事の認定を与えるという形に

なっておりまして。そういった企業に対して、
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この経営革新企業応援関係の補助金申請があれ

ば、審査をして助成をするという形になってお

ります。

○外山委員 まず講座を開いたんですか。いや、

何か講座を開くということを言われなかったか

な。いろんな企業がみんな同じようなことを考

えておると思うんですよ。そこでどうやって見

つけるか。

○佐野産業振興課長 ちょっと説明が悪かった

のかもしれません。確かにいろんな企業がござ

いますが、例えば新商品をつくるとか新サービ

スを始めるとか、そういった経営を革新したい

企業が、法に基づいて、知事の承認を受けた計

画に基づいて事業を実施していく場合に、補助

金の助成ですとか、あるいは融資を受けられる

ような制度になっております。

ですから、そういったものに基づいて、補助

金が適正である、あるいは助成するのが適正で

あると判断された場合は、審査会のほうで決定

をしていただいて、助成を行うというような形

にしております。

○外山委員 ということは、知事の承認を得る

ために、こういうことをやりたいということで

県のほうに申請をしてきた企業の中から見つけ

ていくということですか。

○佐野産業振興課長 はい、そのとおりでござ

います。

○外山委員 そうすると、そういう国の制度が

あるということを企業側がわかっていないと、

申請が出てこないですよね。そこ辺のＰＲとい

うか、周知徹底はきちっとできておるんですか

ね。

○佐野産業振興課長 先ほども申し上げました

けれども、この制度が、法に基づいて平成11年

度から実施されているということで、ある程度

県内企業さんのほうには周知ができている部分

はあるかと思います。県のほうでも、さらにそ

ういった周知を呼びかけるということで、ホー

ムページ上で周知を試みたり、あるいは県の産

業振興機構のほうで、アドバイザーとかコーディ

ネーターとかがたくさんおりますので、そういっ

た方が企業からの相談に応じる場合にこういっ

た制度があるよといった形で周知をさせていた

だいております。

○新見委員 主要施策の成果に関する報告書

の182ページと183ページですが。産業振興課の

分ですけども、まず182ページの一番上の「先端

技術に対応できるＩＣＴ人材養成」の一番右端

の、主な実績内容等は「求職者を雇用し、ＩＣ

Ｔの先端技術に対応できる人材を養成する」と

いう書き方をしてあります。これだけを読むと、

どこかの企業が職を求めている人を雇用して、

その人をＩＣＴの専門家にする研修というふう

に捉えられますが、183ページの施策の成果等の

①を見ると、求職者を対象とした、要するにま

だ職が決まらないうちにＩＣＴ人材養成研修を

するというふうにも捉えられたんですけど。どっ

ちが正しいのかよくわからないので、教えてく

ださい。

○佐野産業振興課長 182ページの改善事業「先

端技術に対応できるＩＣＴ人材養成」につきま

しては、国の緊急雇用創出基金を活用した事業

でありまして。先ほど委員がおっしゃいました

ように、求職者をＩＣＴ企業が一回雇用をして、

自社の中で研修ですとか、ＯＪＴのような形で、

業務をやりながら先端技術に対応できる人材を

養成していく。そういった一定の研修期間を終

わりましたら、引き続き継続雇用をしていただ

くか、他の企業さん等に就職をあっせんしてい

ただくような形で雇用の創出を促すという事業
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でございます。

○新見委員 では、先ほど16名が雇用されたと

いう説明でしたけども、それは、企業の中で研

修を受けて、そのまま雇用に結びついたのか、

別のところに派遣されたのか、どちらでしょう

か。

○佐野産業振興課長 この16名につきましては、

もちろん継続雇用もございますが、その他の企

業さんにも雇用されているという状況でござい

ます。

○新見委員 もう一点、その３つ下の、コール

センター人材養成強化事業はコールセンターへ

の就職支援研修ということで、受講者が96名で

すけども、このうち何らかのコールセンターに

採用された人数というのはわかるんでしょうか。

○佐野産業振興課長 資料にありますように、

研修を８回ほど実施しまして、受講者は96名あっ

たわけですが、そのうち就職された方が51名、

またその中でコールセンターに就職された方

は38名いらっしゃいます。

○新見委員 残りの方々は、研修を受けたけど

も、別の業種に就職されたということですかね。

○佐野産業振興課長 就職された51名のうち38

名がコールセンターで、それ以外の方は、それ

以外のＩＣＴ企業等に就職されたということで

あります。

○宮原委員 170ページの12億幾らかの小規模事

業経営支援事業補助金。商工会等の50団体に補

助金ということで、全て257人の経営指導員と事

務局長の人件費ということでいいんでしょうか

ね。

○田中商工政策課長 ここに書いてありますと

おり、経営指導員、あるいは事務局長の人件費

と、それから巡回指導、窓口指導を利用する経

費、人件費と事業費も含んでおります。

○宮原委員 事業費も含んでいる。

○田中商工政策課長 はい。

○宮原委員 今、商工会がどんどん数が少なく

なってきて、商工事業者の数が少なくなると、

当然、指導員を何人置かなければならないとか、

そういう基準があると思うんですけど、そうい

う基準から事業者がどんどん減ってくれば、こ

ういった指導員であったり事務局長の数という

のは、おのずと減ってきますよね。そういうこ

とでいいんですか。

○田中商工政策課長 経営指導員とか、事務局

長の補助に関しましては、基準がございますの

で、その基準に合致したところに補助を出して

いるということがございます。今現在、商工業

者がどんどん少なくなってきているということ

で、商工会の数とかは変わらないんですけども、

その中で働いていらっしゃる方、例えば事務局

長とか、あるいは経営指導員とか補助員の方々

は、基準に合わなければ減るということも出て

きております。

○宮原委員 事業のところを見ると、県単となっ

ていますから、県単独事業でいいんですよね。

○田中商工政策課長 以前は国庫補助だったん

ですけども、今は地方交付税のほうで措置され

ているということでございます。一般財源化さ

れているということでございます。

○宮原委員 ということは、例えばそういう基

準があっても、県として必要だと認めれば、そ

れは、その基準より下がっても出せるというこ

とでいいんでしょうかね。

○田中商工政策課長 基本的には、県のほうで

基準を決めておりますので、その基準に合致し

たところに補助を出しているところでございま

す。

○宮原委員 そうしたときに、今度は人数が257
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人という数字に達してしまうと、当然、人数が

あふれてしまうというか、必要でないとなった

とき、その方にやめていただくというか、退職

いただくということになるんですかね。

○田中商工政策課長 現実には、定年といいま

しょうか、一旦60歳で定年になるんですけど

も、65歳までは再任用できるようになっており

ます。基準を下回った場合でも、65歳になるま

では設置を認めているというところもございま

す。

○宮原委員 はい、大体わかりました。平成26

年度の当初予算額も出ていて、ここがふえてい

るので、逆に言うと、そういう部分に力を入れ

ているんだろうなと。これは決算ですからあれ

ですけど、そういうふうに見れるのかなという

のは感じたところでしたので、ちょっとその辺

だけ聞かせてもらったところでした。

○渡辺副主査 ワンテーマだけ伺います。報告

書の177ページ、産業振興課の部分で、東京フロ

ンティアオフィス運営というのが出ていますが。

ちょっと不勉強で、何年度から開始した事業な

のか。24年度の額が出ていますから、少なくと

も24、25年度とやっているんだと思うんですが。

今、12企業ということですが、そもそもキャパ

として何企業が入れるぐらいのものなのかとい

うことと。恐らく制度の狙いは、フロンティア

で出ていくわけですから、東京で新しい販路の

拡大だったり、事業拡大ができるようにと望ん

でいって、できれば早い段階で、自前で事務所

を構えて東京で仕事ができるというのが望まし

いと思うんですが、実態として回転率というか、

出ていった12企業がそのままずっと使い続けて

いるのか、一旦このオフィスを使って、そんな

形で展開が図られているような企業があるのか、

その辺の実態はいかがなんでしょうか。

○佐野産業振興課長 東京フロンティアオフィ

スの運営関係ですが、これは17年８月にオフィ

スを開所しております。

それから、延べ32社がこのオフィスを活用し

ておりますが、キャパ的なものを言いますと、

個室が４部屋、ブースが８つございまして、企

業さんとしては12社、一度に入れるという形に

なっております。先ほど言いました延べ33社、

これまで活用しておりますけれども、自立して

東京のほう等で事務所を設けているところが７

社ほど。撤退、あるいは活動縮小したのが14社

ほどございます。

○渡辺副主査 うまくいった７社といいますか、

東京でオフィスを開いた７社というのはどうい

う会社があるのか、もしくは業態としてどうい

う県内の企業がうまくいきやすい状況にあるの

かがわかれば、差しさわりがなければ、その辺

をお伺いできればと思います。

○佐野産業振興課長 例えば前田エンジニアリ

ングさんとか、富乃露酒造さん、スパークジャ

パンさん、宮崎県ソフトウェアセンターさん、

宮崎南印刷さん、ケイ・イ・エスさんという情

報通信の関係の企業、それとテクノマートさん

といったところ。情報通信産業が意外と多いと

いうことでございます。

○渡辺副主査 最後に、その個室等、ブース等、

お幾らぐらいで借りられるものなんですか。

○佐野産業振興課長 個室４部屋のほうは大

体22から23平米ございまして、月額で５万3,000

円から５万6,000円。それからブースのほうが８

つありますが、大体６平米の広さで月３万円と

いうことになっております。

○渡辺副主査 はい、わかりました。ありがと

うございます。

○岩下主査 ほかにございませんか。
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○新見委員 先ほどちょっと聞き漏れたんです

けども、報告書の170ページと171ページですが、

商工政策課の分ですけども、170ページの一番下

と171ページの一番上に、地域新産業・雇用創出

推進と推進拡充の事業があります。２つの事業

を合わせて15件の採択になっていますが。この

採択団体についてはこちらの予算、これはこち

ら、というふうに振り分けてあるんですかね。

○田中商工政策課長 この２つの事業ですけれ

ども、厚生労働省の緊急雇用基金を活用した事

業でありまして、事業内容は同じでございます。

ただ、推進、最初のほうの事業は、平成24年

度の11月補正で予算措置したものでありまし

て、24年度から25年度にかけて実施したもので、

あとのほうの拡充事業のほうは25年度の当初予

算で予算化措置したものでございます。それぞ

れ事業を採択しておりまして、９件、６件とい

うふうに、それぞれ採択をしているということ

でございます。

○新見委員 特に内容によって振り分けるとか、

そういうことじゃないんですね。はい、わかり

ました。

○岩下主査 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、以上をもって、商工政

策課、産業振興課、企業立地課の審査を終了い

たします。

暫時休憩いたします。

午後２時36分休憩

午後２時45分再開

○岩下主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

これより、労働政策課、観光推進課、オール

みやざき営業課の審査を行います。

平成25年度の決算について各課の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、３課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○久松労働政策課長 それでは、労働政策課の

決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

当課の平成25年度一般会計の決算額は、予算

額50億2,498万2,000円、支出済額49億2,031

万5,624円、不用額１億466万6,376円、執行率

は97.9％であります。

次に、（目）の不用額が100万円以上のものに

ついて御説明いたします。

少し飛びまして、11ページをお開きください。

上から３段目の（目）労政総務費であります。

不用額は8,686万4,637円となっております。

主な理由でありますが、緊急雇用創出事業臨

時特例基金事業費により実施しました市町村補

助事業や起業支援型地域雇用創造事業において、

新規雇用失業者の中途退職等に伴いまして、委

託料や補助金などに不用額が生じたものであり

ます。

次に、１枚めくっていただきまして、13ペー

ジをごらんください。

中ほどの（目）職業訓練校費であります。不

用額は1,701万1,562円となっております。

主な理由でありますが、離職者等の再就職の

促進をするため、委託訓練におきまして、委託

先へ支払う就職率に応じた報奨金が見込みを下

回ったことなどにより報償費に不用額が生じた

こと、また委託訓練の受講者数が見込みを下回っ

たことにより委託料に不用額が生じたことなど

によるものでございます。

なお、執行率が90％を下回った（目）につき
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ましては、該当はございません。

平成25年度の決算については以上であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

資料をかえていただきまして、主要施策の成

果に関する報告書の労働政策課のインデックス

のところでございますが、184ページをお開きく

ださい。

まず、産業づくりの４の（１）の産業を支え

る人材の育成・確保であります。

主な事業について御説明いたします。

１段目の認定職業訓練助成事業費補助金であ

りますが、認定職業訓練校14団体へ運営費の一

部を補助し、中小企業で働く労働者に対する職

業訓練を支援したところであります。

次の技能向上対策でありますが、小中学生等

への技能体験教室や高校生等への熟練技能士に

よる技能講座などを行い、約1,100名の将来を担

う若者などの物づくりへの関心の醸成等に努め

たところであります。

また、技能まつりを開催いたしまして、産業

を支える技能や技能士に対する県民の意識の高

揚に努めたところであります。

次の185ページ、県立産業技術専門校でありま

す。

西都市の本校では、高等学校卒業者以上の方

を対象に電気設備科など４学科で、１、２年生

を合わせて118名に対し、職業訓練を行ったとこ

ろであります。

また、分校の高鍋校では、中学校卒業者以上

の方を対象に建築科など３学科、13人に対し１

年間の職業訓練を行ったところであります。

委託訓練につきましては、パソコン事務等68

の訓練コースを設けまして、離職者や母子家庭

の母等を対象として、合計1,175名の方に職業訓

練を実施し、早期の就職促進に努めたところで

あります。

次に、１枚めくっていただきまして、187ペー

ジをごらんください。

（２）の就業支援と職場環境整備であります。

２段目の若年者就職支援強化でありますが、

ヤングＪＯＢサポートみやざきにつきましては、

業務を民間に委託し、若年求職者に対し、就職

相談や職業紹介を行うとともに、就職活動に必

要なマナーや基礎知識を学ぶセミナーの開催な

どを通じて就職支援を行ったところであります。

次の、出会い応援！県内就職サポートであり

ますが、大学３年生等を対象としたインターン

シップや企業見学会を実施しまして、県内企業

への理解を深める機会の創出を図ったところで

あります。

一番下の改善事業「宮崎で働く！ＵＩターン

推進」でありますが、ふるさと宮崎人材バンク

の運営や県内外の就職説明会の開催等によりま

して、県内企業と求職者のマッチングに取り組

んだところであります。

次の188ページをお開きください。

１段目の緊急雇用創出事業臨時特例基金であ

りますが、厳しい雇用情勢を踏まえまして、地

域における雇用・就業機会の創出を図るため、

市町村へ補助を行い、500人の雇用の確保につな

げたところであります。

次の若年者人材育成就職支援でありますが、

これは人材派遣会社への委託により、若年者に

対し、研修や短期就業の機会を確保することで、

職業人として必要となる知識や技術の習得を図

るなど、就職につなげるための支援を行ったと

ころであります。

次の新規事業、起業支援型地域雇用創造であ

りますが、起業後10年以内の企業などによる新
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分野の進出や事業拡大を支援することにより、

失業者の安定的な雇用の創出に努めたところで

あります。

最後に、一番下の段、労働福祉でありますが、

九州労働金庫に貸付金の預託を行いまして、中

小企業労働者等を対象とした低利の教育資金な

どの融資を実施することによりまして、県民の

生活の安定と福祉の向上に努めたところであり

ます。

主要施策については以上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しましては、報告すべき事項は特にご

ざいません。説明は以上であります。

○孫田観光推進課長 観光推進課の平成25年度

歳出決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

当課には、一般会計と特別会計がございます。

まず、一般会計ですが、上から５番目の観光

推進課の欄をごらんください。一般会計予算額

は９億2,590万8,000円、支出済額は９億1,396

万8,707円、不用額は1,193万9,293円、執行率

は98.7％であります。

また、その下の特別会計は、上から２番目の

観光推進課の欄をごらんください。えびの高原

スポーツレクリエーション施設特別会計と県営

国民宿舎特別会計との合計になりますが、予算

額は３億2,577万9,000円、支出済額は３億2,536

万7,558円、不用額は41万1,442円、執行率は99.9

％であります。

まず、（目）の不用額が100万円以上のもので

ありますが、資料の16ページをお開きください。

16ページ中ほどの（目）観光費であります。

不用額が1,154万1,103円となっております。

これは、古事記編さん1300年記念神話ゆかり

の周遊ルート魅力発信事業等の委託事業や、魅

力ある観光地づくり総合支援事業等の補助金の

額の確定に伴う執行残などによるものでありま

す。

執行率が90％を下回った（目）につきまして

は、該当ございません。

歳出決算の説明は以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。

お手元の資料、宮崎県歳入歳出決算書の中ほ

ど、横長の資料になります。

特別会計の５ページをお開きいただきたいと

思います。

えびの高原スポーツレクリエーション施設特

別会計でございます。中ほどの歳入合計の欄を

ごらんください。調定額が113万813円、収入済

額113万813円で、収入未済額はございません。

次に、８ページをお開きください。

県営国民宿舎特別会計でございます。中ほど

の歳入合計の欄をごらんください。調定額３

億2,491万5,158円、収入済額３億2,491万5,158

円で、収入未済額はございません。

特別会計の歳入決算につきましては以上でご

ざいます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の主要施策の成果に関する報告書、こ

ちらの観光推進課のインデックスのところ、192

ページをお開きください。

産業づくりの３、活発な観光・交流による活

力ある社会の（１）観光の振興についてであり

ます。

主な事業について、施策推進のための主な事

業及び実績欄で御説明いたします。

まず、表の一番上、コンベンション開催支援
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推進であります。

これは、これまでのノウハウを生かし、41件

のコンベンション開催支援を実施するとともに、

アフターコンベンションの受け入れノウハウな

どが蓄積されたところであります。

次の改善事業、神話のふるさとみやざき誘客

促進につきましては、広告掲載などの知名度向

上対策や国内外旅行会社等への旅行商品化を働

きかけることなどにより、本県への観光誘客の

促進を図ったところであります。

今年度につきましては、引き続き旅行会社等

への旅行商品化に向けた支援や、宮崎カーフェ

リーの神戸港就航に伴うＰＲ等に取り組むとと

もに、東アジア地域を中心に、知名度向上対策

やホテル・旅館等におけるＷｉ―Ｆｉ環境の整

備への支援、大型クルーズ船の誘致などに積極

的に取り組んでいるところであります。

次のページをごらんください。

表の一番上、魅力ある観光地づくり総合支援

であります。

これは、市町村が行う観光拠点の整備など９

件に対して補助を行ったものであります。

それぞれの地域において、観光資源の発掘や

磨き上げの取り組みが進められ、観光地の魅力

向上が図られたところであります。

次に、下から３番目、「宮崎を知ろう！100万

泊県内観光活性化」であります。

これは、県内旅行商品の造成に取り組む地元

旅行業者等への支援を行ったほか、スマートフォ

ン利用者向け観光情報配信サービスの提供によ

り、観光客の利便性向上や観光情報の充実等を

図ったところであります。

次に、一番下の新規事業、教育旅行誘致強化

であります。

これは、宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合

と連携し、旅行会社や学校関係者に対する誘致

セールスや、招聘事業等に取り組みますととも

に、本県の教育旅行素材を紹介したガイドブッ

クの改訂等を行い、本県への教育旅行の誘致促

進を図ったものであります。

次のページをお開きください。

表の一番上、スポーツランドみやざき総合推

進であります。

これは、スポーツキャンプ、合宿誘致セール

スや企業・大学・エージェント等の訪問、さら

にはキーマン招聘事業などを実施したものであ

ります。

その結果、平成25年度のスポーツキャンプ・

合宿の受け入れ状況につきましては、データを

取り始めた平成５年度以降、延べ参加人員が過

去最高の実績となりました。

次に、表の真ん中、プロ野球キャンプ環境充

実強化であります。

これは、複数の球団が練習試合を集中的に実

施できる球春みやざきベースボールゲームズを

昨年度より１球団多い６球団開催いたしまして、

既存キャンプ球団の長期滞在と新たな球団誘致

に向けたキャンプ受け入れ環境の充実を図った

ところであります。

次に、表の一番下、新規事業「宮崎の魅力再

発見！県民総語り部化推進」であります。

これは、県民に神話やゆかりの地をより深く

知ってもらうため、リレー講座や神話のふるさ

と講演会、小・中・高校における出前授業の記

紀みらい塾を実施したものであります。

次のページをごらんください。

表の一番上、新規事業、神話のふるさとみや

ざきブランド定着支援であります。

これは、地域において県民みずからが神話・

伝説、伝統文化、史跡等を活用して企画実施す
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る取り組みに対し支援を行ったほか、神話のふ

るさとみやざきのブランド確立を図るため、首

都圏の大学と連携した講座や神話ゆかりの県と

連携したシンポジウム、ＰＲイベントを開催し

たものであります。

198ページをお開きください。

（２）県境を越えた交流・連携の推進につい

てであります。

南九州広域観光ルート連絡協議会につきまし

ては、観光情報発信や南九州への教育旅行の誘

致セールスを行ったほか、香港の旅行会社と連

携した南九州チャーターツアーの販売促進など、

国内外におきまして、南九州３県が連携した誘

客活動を行ったところであります。

また、東九州自動車道の整備進展にあわせて、

昨年、大分県と東九州広域観光推進協議会を設

立し、旅行会社等へのセールス活動を行うとと

もに、今年度はＮＥＸＣＯ西日本と連携した高

速道路の割引キャンペーンの実施や東九州観光

パンフレットを共同で作成したところであり、

今後とも、南九州３県や東九州２県の一層の連

携強化を図り、広域的な誘客促進を強化するこ

とにしております。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は以上であります。

次に、監査における指摘事項についてであり

ます。

お手元の宮崎県歳入歳出決算審査及び基金運

用状況審査意見書の42ページをお開きください。

縦Ａ４の資料でございます。

（８）県営国民宿舎特別会計に関する審査の

意見・留意事項等についてであります。

「県営国民宿舎は指定管理者制度を導入し運

営を行っているが、高千穂荘の経常収支は、宿

泊客数等が増加し、昨年度に比べ損失額は減少

しているものの引き続き損失を計上している。

このため、利用者の確保や適正な管理運営等に

ついて、引き続き指定管理者と十分連携をとり

ながら、効率的かつ安定的な施設の管理・運営

を行うことが望まれる」との意見をいただいて

おります。

平成25年度の高千穂荘については、インター

ネット予約サイトの拡大等による集客対策の強

化や記紀編さん関係の企画やＰＲ効果等により

宿泊客は増加したものの、光熱費等の高騰の影

響もあり、引き続き損失を計上することとなっ

たところであります。

このため、指定管理者においては、経費節減

に取り組む一方で、利用者のサービス向上のた

め、さまざまな取り組みを行ったところであり

ます。

県としましても、今後さらに効率的かつ安定

的な施設の管理運営を図るため、適宜、指定管

理者と協議を行うとともに、誘致宣伝活動を強

化することにより、利用者の確保に努めていき

たいと考えております。

観光推進課の説明は以上でございます。

○日下オールみやざき営業課長 オールみやざ

き営業課の平成25年度の決算につきまして御説

明申し上げます。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

オールみやざき営業課は、上から６番目の欄

でございます。一般会計予算額は２億9,492

万1,000円、支出済額は２億9,200万280円、不用

額は292万720円、執行率は99.0％でございます。

まず、（目）の不用額が100万円以上のものに

ついてでございますが、資料の20ページをお開

きいただければと思います。

ページの下ほどにございます（目）物産振興
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費でございます。不用額は177万2,806円となっ

ております。

主な理由でございますが、新宿みやざき館や

みやざき物産館等のアンテナショップを活用し

た展示・販売等を通じて、県産品の販路拡大と

定番・定着化を図っていく、県産品振興事業な

どにおきまして、修繕費などの執行残が生じた

ものでございます。

続いて、執行率が90％を下回った（目）につ

いてでございますが、こちらについては、該当

はございません。

続きまして、お手元の主要施策の成果に関す

る報告書につきまして御説明を申し上げます。

報告書のオールみやざき営業課のインデック

スのところ、ページで申しますと、199ページを

お開きください。

産業づくり、２の（２）商業・サービス業の

振興についてでございます。

ページ中ほどの施策推進のための主な事業及

び実績の欄をごらんください。

まず、伝統的工芸品振興でございます。

こちらの事業によりまして、伝統的工芸品の

維持発展を図るため、新たに日向剣道防具１名

及び都城木刀の２名、計３名を伝統工芸士とし

て認定をしたところでございます。

続きまして、その下の、みやざき工芸品産業

育成支援でございます。

こちらの事業は、工芸品についての市場のニ

ーズにマッチした新商品の開発から県外への販

路拡大に至るまで、さまざまな支援を行うもの

でございます。

具体的には、商品開発セミナーの開催や県外

アンテナショップでの実演販売に係る支援、ま

た工芸品の先進地への視察支援を行うとともに、

県外の見本市への出展を支援したところでござ

います。

続きまして、その下の海外交流駐在員設置で

ございます。

海外交流駐在員を台湾の台北及び中国の上海

に配置をいたしまして、貿易・投資等に関する

情報収集や本県企業の海外活動の支援、また観

光・コンベンションの誘致促進などに努めたと

ころでございます。

なお、昨年６月に設置した香港事務所につき

ましては、農政水産部の予算から分任を受けて

運営したものでございまして、平成26年度から

は、新たに増員をいたしました１名分の予算を

商工観光労働部において措置しております。

続きまして、200ページをお開きください。

新規事業でございます「アジアの活力をみや

ざきへ！海外展開サポート」でございます。

平成24年３月に策定をいたしました、みやざ

き東アジア経済交流戦略に基づいて、中国につ

いてはバイヤーの招聘による商談会の開催、香

港、台湾及びシンガポールにおきましては、国

際見本市への出展、現地での宮崎のＰＲプロモ

ーションなど、県産品の東アジアへの輸出拡大

に向けた総合的な取り組みを行ったところでご

ざいます。

続きまして、その下、みやざき県産品販路拡

大支援プロジェクトでございます。

こちらは、県物産貿易振興センターに委託を

いたしまして、首都圏等で行われる大規模商談

会への参加や新宿みやざき館、また、みやざき

物産館等のアンテナショップを活用した展示・

販売等を通じて、県産品の販路拡大と定番・定

着化を図ったところでございます。

続きまして、202ページをお開きください。

産業づくりの３の活発な観光・交流による活

力ある社会、（１）の観光の振興についてでござ
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います。

まず、表の一番上、改善事業、県外みやざき

応援団活動強化についてでございます。

こちらは、県外在住で本県にゆかりのある著

名人や本県に親しみを持っていただいている県

外在住者を、みやざき大使やみやざき応援隊と

して委嘱・認定し、本県の旬な情報を随時提供

することにより、口コミ等による本県の魅力発

信を図ったところでございます。

続きまして、上から２番目のオールみやざき

営業チーム活動強化についてでございます。

本県の農畜産物や特産品、観光などの魅力を

効果的にアピールするため、東京・大阪・福岡

の各都市圏におきまして、本県の魅力を集中的

にＰＲする「みやざきｗｅｅｅｅｋ！！」を実

施するとともに、本県特産品フェア等を大手民

間企業と協力をしながら開催をしたというとこ

ろでございます。

また、本県のシンボルキャラクターみやざき

犬につきましては、イベントの出演回数、イラ

ストの使用件数ともに一昨年度より大きく増加

するなど、県内外においてさらに浸透をしてき

たところでございます。

また、本県の食と旅の魅力を紹介した情報誌

Ｊａｊａを作成しＰＲするとともに、マスメディ

アを活用するなど、さまざまな機会を捉えまし

て、本県ならではの旬な情報を全国に発信した

ところでございます。

今年度も引き続きまして、「みやざきｗｅｅｅ

ｅｋ！！」を初めとした企業等とのコラボレー

ションの実施やみやざき犬を活用した県外への

情報発信に取り組んでいるところでございます。

主要施策の成果の説明は以上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しましては、特に報告すべき事項はご

ざいません。

オールみやざき営業課からは以上でございま

す。

○岩下主査 説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○太田委員 主要の成果に関する報告書の184ペ

ージ。認定職業訓練助成事業補助金の関係があ

りますが、認定職業訓練校のイメージがちょっ

とわからないものですから、実名でも上げられ

るならどういうものか。それとそういった14団

体に運営費を出されたということですが、所在

地としては、宮崎県内各地に散らばっておるも

のなのか、そのあたりはどうでしょうか。

○久松労働政策課長 認定職業訓練法人につき

ましては、一定の基準で知事が認可をする法人

がございまして、職業訓練、中小企業の団体が

集まったり、事業主が集まって法人をつくって、

一定の訓練をする基準がございますので、それ

ができるというところで認可をしております。

そういうところが県内、例えば宮崎ですと、職

業訓練法人宮崎職業訓練会とか、日南でござい

ますと、同様の職業訓練法人の日南職業訓練会

というような形で、地域ごとにいろいろ設置を

されております。

それと、あと単独の事業で、和裁とか管工事

とかというところ、単独で組合員で学校を持っ

ているというところもございますけども、県内

各地に散らばって訓練をしております。

○太田委員 はい、わかりました。

資料のほうで11ページ、労働政策課のほうで

すけど、これで基金を使ってやって、不用額が

ありましたということですが、その説明の中で

緊急雇用創出事業特例基金、若年者人材育成就

職支援というところあたりでしょうが、中途退

職というような説明がありましたが、意外と大
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きいというふうに感じましたが、こういう場合

の中途退職とかいうのはどんな事情によるもの

ですか。

○福嶋地域雇用対策室長 11ページの不用額で

言いますと、まず委託料のところ2,590万円余、

こちらに若年者人材育成就職支援事業、それと

起業支援型地域雇用創造事業の県事業分、それ

と２つ下の負担金・補助金の2,340万円余、これ

が基金事業の市町村補助金という形で、基金事

業の執行残が生じております。

説明にありました雇用者の中途退職につきま

しては、通常の基金事業でありますと、最長１

年間の雇用が可能になっておりますけれども、

本人の御都合、例えば体調を崩されたりとか、

そういったことでおやめになる方があったりと

か、あるいは基金事業の場合にありがちなのが、

雇用期間が若干おくれて、その分の空白が生じ

たとか、そういうのもあります。

退職に関しては、そこと折り合いが、ちょっ

と自分の考えたのと違ったと言ってやめる方も

いらっしゃいますし、その理由はさまざまでご

ざいます。

○太田委員 はい、わかりました。

○岩下主査 ほかにございませんか。

○宮原委員 労働政策課の中の188ページで、緊

急雇用創出事業特例基金というもので、10億円

ほど決算が出ているんですが。市町村補助事業

ということで、142件に対して500人の雇用がで

きていますということは、評価はできるんです

けど。

緊急雇用というのは、ずっと続くわけじゃな

くて、一時的に続くものということを考えたと

きに、各団体がこの事業を使って雇用をされて

いる。この予算が当然切れるということが見え

ているわけですから、今、継続して事業として

はうまく立ち上がりつつあるんだけど、この事

業がなくなると、そこの職員を解雇しなければ

ならないという状況がありますよね。そういう

状況を考えたときに、事業としては、その期間

は成果があらわれるんだけど、それがなくなる

ことで、結果的には、その事業自体がだめになっ

てしまうというような状況もありますよね。

この基金事業はいいことなんですけど、使う

に当たっては、いずれは切れるんですから自立

してくださいねというのが前提だったと思うん

ですが、そのあたりの状況というのはどうなん

でしょうかね。

○福嶋地域雇用対策室長 25年度に実施しまし

た緊急雇用事業の中にはメニューが幾つかござ

いまして。まさに緊急雇用的な震災対応事業と

いうのが、例えば震災の影響で一時的に職を失っ

た方が一時的に職をつないでいただくための事

業ですとか、あるいは継続雇用を目的とする企

業支援型というメニューも入ってございました。

短期的なものと、それからの継続を目指すも

のというのが混在していたわけですけれども、

一応短期的なものにつきましても、実施すると

ころには、その後の就職が困らないように。先

ほど産業振興課の説明で、例えばＩＣＴの研修

をしてほかの企業にとか、あるいは継続してと

いうお話がございましたけれども、これは短期

雇用という事業の中でもそういう成果があった

ということですし。企業支援型という継続雇用

を目指す事業になりますと、あくまで継続雇用

が前提ですので、事業を拡大して、収益を上げ

て、それで人を雇い続けてくださいということ

でいろんなお願いとか、指導なりをしていると。

それが短期間で、１年、最長２年というところ

で、なかなかうまくいかないというのも事実な

んですけれども、例えば基金以外のほかの事業
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でつないでいただいて、もう一頑張りして成果

を上げてくださいというようなこともございま

す。

○宮原委員 言われることはよくわかるんです

けど。観光事業みたいなところで、この雇用創

出基金を使って雇用して、大分実績も出てきて

いるんだけど、自分のところで収益はない。収

益が余りないので、整理していかなければなら

ないんだけど、いろんな部署で、また何か人件

費に充てられるようなものはないですかねとい

う相談を受けたりもするんですけど。ずっとそ

ういう事業を使ってこられているので、見つけ

ようにもそういう事業がないというような状況

になりますよね。

だけど、県の方向としては、いろんなそういっ

た観光の分野で実績がどんどん出つつあるので、

ここで切ることもできない。当然、事業として

は出せなければ出せないということになるんだ

けど。実績が伸びつつあるんだけど、うまくい

かない、お金の出どころがないということにな

りますよね。そういったようなところもあるん

ですよね。

だから、こういった事業を使うときには３年

なら３年は使えるけど、その先の計画書みたい

なのがきちっとあって、それに基づいて出して

いかないと。変な話ですけど、こういう事業が

あるから、どんどん使っていいですよ、ところ

が、その期限が来たら行き詰まってしまうとい

うことであれば、最初から出さんほうがましやっ

たのよねという感じがする部分もあるんですよ

ね。

そのあたりについては、そこまで、今の段階

になって行き詰まってきているわけですからし

ようがないんですけど、そのあたりの状況が来

るということは、想定はされていなかったのか

なと思うんですけど、どうでしょうか。

○福嶋地域雇用対策室長 事業を実施するに当

たっては、企画コンペ等で手を挙げていただい

てやっているものも多くあるんですけれども、

そういった事業終了後の雇用の継続の可能性を

聞いた上で、実現可能なものを採択をしている

ということはございます。

あとは、例えば市町村事業でしたら、市町村

からのいろんな相談に乗って、もうちょっと頑

張らないといけないという場合には、基金事業

の後継事業をお勧めしたりすることもあります。

今、地方創生ということで、また予算の新し

い姿が見えてくるような状況ですけれども、そ

の中では、１年、最長２年という事業ではなか

なか成果が出しづらいということで、少し長め

の事業をお願いしたいということですとか、雇

用ということを、地方で受け皿がふえるような

ものをお願いしているところではございます。

○宮原委員 努力されているということは十分

わかっているので。例えば最初が1,000万円出す

ような事業があるとすれば、次の年は同じ1,000

万円ではなくて、どんどん少なくなっていって、

そこで自分たちで回していかなければなりませ

んよという形を組んでいかないと。３年なら３

年間は何とかもてるけど、それから先、その財

源というのがなくなれば一巻の終わりというこ

とになりますので。そのあたりは逆に、お金が

あるからということだけではなくて、知恵も絞っ

ていただいて、その先を考えたことをやってい

ただければありがたいなと思いますので。これ

をどうこうというところはありませんが、そこ

はお願いをしておきたいなと思います。よろし

くお願いします。

○渡辺副主査 報告書の187ページ、労働政策課

の「出会い応援！県内就職サポート事業」につ
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いてお伺いしたいんですが。このサポート事業

に含まれる事業内容は、ここに記載のあるイン

ターンシップとバスツアーの２つのみというふ

うに考えてよろしいでしょうか。

○福嶋地域雇用対策室長 主な実績内容等に上

げられておりますインターンシップ、バスツア

ーのほかに、県内就職説明会の開催事業ですと

か、企業冊子、紹介冊子の事業なども含まれて

おります。

○渡辺副主査 インターンシップ事業とバスツ

アーのそれぞれの決算額を教えていただいてよ

ろしいですか。

○福嶋地域雇用対策室長 インターンシップと

バスツアーを１つの団体に委託という形で実施

しておりまして、個別の決算額というのは出な

いんですが、総額で482万5,000円で実施をして

いるということでございます。

○渡辺副主査 ということは、約4,000万円弱の

事業のうちで言うと、重立ったもので２つが出

ていますが、実はほかの事業に圧倒的に予算を

使っているという理解でいいということでしょ

うか。

○福嶋地域雇用対策室長 額の問題でいきます

と、一番大きいのは雇用推進員の設置費でござ

いまして、雇用推進員13名の人件費が2,490万円

ほど入っております。

○渡辺副主査 はい、わかりました。インター

ンシップにしては予算がすごいなと思ったので

伺ったんですが、それは理解ができました。

その上で、このインターンシップ事業ですが、

あくまでも県内での就職のサポートということ

になると、インターンシップも大学生向けのも

の、いろいろあるかと思うんですが。３年生の

段階で実施をしているというと、いわゆる職業

人としての意識を持つきっかけにするためのよ

うなインターンシップとこういう分野でこうい

う仕事がしたいからこういうインターンシップ

に行くと、大まかに２種類あるかと思うんです

けれども。

本来であれば、この事業の狙いからいえば、

県内就職に導かせるという、就職と直結とまで

は言わないでしょうが、かなりの結びつきを持っ

たほうが望ましいんだろうと類推しますが、事

業の実態として、16大学の方が参加されるとい

うことは、県内大学だけではなくて、その中に

は県外の大学も入っているんだろうと思うんで

すけれども、実際、追跡した調査の結果とかで、

どういう企業が窓口になっているかわかりませ

んが、実際に県内企業に就職に結びついたとか、

インターンで経験した企業に就職をしたとか、

そういう例があるんでしょうか。

○福嶋地域雇用対策室長 このインターンシッ

プ事業が24年度から実施をしておりまして、24

年度に３年生だった人がようやく卒業したとい

う状況ですので、初めてその後の追跡調査をい

たしました。その結果、インターンシップを経

た人が内定したというのが６割おりまして、そ

の中に県内が４割、ほかが県外となっておりま

す。

それと、バスツアーのほうに参加したという

方のうち、86％が内定を得たと。そのうち県内

が78％という結果でございました。

○渡辺副主査 今の６割という数字は、体験し

た学生さんが行った先とか、宮崎県内かどうか

は別として、無事就職をされたというのが６割

と理解をしたらいいんでしょうか。

○福嶋地域雇用対策室長 インターンシップ

の107名のうち65名が内定を得たということで６

割という回答をしたんですけれども、その６割

の方の行き先が、県内が４割であったというこ
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とでございます。

○渡辺副主査 まだ２カ年ということ、今年度

も含めれば３カ年ということかと思うんですが、

３カ年の中で分析というか、成果の評価という

のは難しいかと思うんですけれども。県内就職

サポートという、県外に出ていらっしゃる学生

さんも含めて、できるだけ宮崎の企業に就職し

てもらいたいという理念を持って取り組まれて

いる制度として―いろんなところにインター

ンシップの主体となっているものがあるかと思

うんですけれども、そういうのと比較したとき

に、職業意識の向上とか、働くことの意味を学

ぶということの面よりも、県内の企業に若い人

材を持ってくるという制度の目的を考えたとき

に、そういう狙いに近づきつつある、成果が出

つつある事業だというふうに執行部としては考

えていらっしゃるのか、そこはいかがでしょう

か。

○福嶋地域雇用対策室長 インターンシップを

見てみますと、都会では企業が学生を囲い込む

ためにやっている状況です。

ただ、本県の場合は、企業さんがそこまでの

人材獲得という意識がまだございませんで、ボ

ランティア的に、勉強の場、地域貢献的に学生

さんを受け入れているというのが実情であると

感じております。

私たちとしては、県内の中小企業を少しでも

知っていただいて、学生さんたちに魅力を感じ

てほしいということでこの事業をやっておりま

すので、そういう趣旨が伝わるようにやってい

きたいと。

今回の結果を受けまして、直接その企業に就

職したということではないんですけれども、あ

る程度高い率が出れば、就職意識の涵養に役に

立ったのかなということがわかりますので、イ

ンターンシップを受け入れる企業さんの意識の

改革も含めて、今後取り組んでいく必要がある

と考えています。

○渡辺副主査 オールみやざき営業課にお伺い

をしたいんですが。202ページにありますように、

県外でのみやざき応援団の活動の強化を図る必

要があるということで、情報共有等がより図ら

れやすいようにという取り組みをされていると

いうことでした。

その中で、課題としても203ページに書いてあ

りますが、例えば「みやざきｗｅｅｅｅｋ！！」

のメディア露出が十分ではないとか、ひぃむぅ

かぁの県外認知度は十分ではないというふうに

自己分析といいますか、整理がされているかと

思います。

その中で、別に一企業のを言う必要はありま

せんが、フジテレビさんのやつは、ゆるキャラ

グランプリは、今回は不出馬と。知名度は十分

ではないという分析はされているけど不出馬と

か、ちょっとわかりづらいなと思うところもあ

るんですけれども。昨年とか、ここまでを見る

と、それこそＪａｊａでも、東村アキコさんと

一緒に冊子をつくったりとか、球を打ち続ける

ということで、話題をつくり続けるという努力

をずっと続けていらっしゃるかと思うんですが。

そこについての今後の考え方等、今、具体的に

言うと問題があるのであれば、中身は結構です

けれども、これからも何か球を打ち出し続ける

策というか、お考えがいろいろあるのかどうか、

ちょっとお伺いできればと思うんですが。

○日下オールみやざき営業課長 おっしゃると

おり、みやざき犬の認知度というのを維持する

とともに、さらに高めていくためには、いろい

ろな取り組みをやることで、特に首都圏を初め

として、県外に露出をしていくということが大
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事だと思っています。

みやざき犬については、御指摘のとおり、ゆ

るキャラグランプリには参加していないわけで

すけれども。こちらについては御存じのとおり、

昨年度、ゆるキャラのダンス選手権で二連覇を

するという形で、ほかのキャラクターとは違う

ダンスという特技を生かした認知度というのが、

ある程度県外でも高まったのかなというふうに

は思っています。

こちらでは十分でないというふうに書かせて

いただいておりますけれども、やはりこういっ

たゆるキャラについては、全国で存在している

中で、そういった特技というか、個性を生かし

た露出というのを今後とも続けていきたい、さ

らにそれを生かして取り組みというのをやって

いきたいと思っています。

また、先ほどＪａｊａ、東村アキコさんとの

コラボレーションという例をおっしゃっていた

だきましたけども、おっしゃるとおり、そういっ

たいろいろな取り組みを通じて、先ほど申した

ような露出が必要だと思っております。

今、来年度に向けまして、まずこの宮崎とい

うのがどういう特徴を持っているのかというこ

とで、先日、宮崎の県内または県外の人を含め

たアンケートを行って、まずは宮崎の今後のＰ

Ｒに当たってどういったイメージを持って打ち

出していくべきか、我々のほうでもしっかりと

把握するためのアンケートを行ったところです。

今後は、そういったアンケート結果なども踏ま

えながら、どういったプロモーションというの

が効果的かというあり方をしっかりと考えてい

きたいなと考えています。

○新見委員 先ほどの副主査の質問と関連です

けども、187ページのインターンシップ関係です

が、参加大学等が16大学等ということで、大体

何校ぐらいに声をかけられた結果、16大学等が

それにのっかってくれたかわかりますか。

○福嶋地域雇用対策室長 県内の大学、専門校、

それと県外の大学にも周知は行っておりますけ

れども、その正確な数字については、今ちょっ

と手元に資料がございません。

○新見委員 では、また後でお願いします。

それと、193ページ、観光推進課関係ですけど

も、一番上の、魅力ある観光地づくり総合支援

で、先ほど市町村が行う観光地づくりの取り組

みに対して補助をされるということでしたけど

も、この９件の内訳と、どういった内容なのか

を教えていただきたいです。

○孫田観光推進課長 魅力ある観光地づくり支

援事業といいますのは、補助率２分の１以内で、

市町村が誘客に対する取り組みを行うことに対

して助成を行うということでございますけれど

も、そのうち観光地づくり推進事業というメニュ

ーがありまして、こちらが観光資源の発掘や磨

き上げの取り組みに対して支援をするというこ

とになっております。

25年度の実績でまいりますと、事業費等、補

助金等で、一番大きな事業といたしましては、

日向市が取り組みました郷土食、ハマグリを使っ

たメニューの開発、あるいは、お船出海道モニ

ターツアーの実施、観光案内板の整備といった

複合したものに対して助成をするという制度に

なっております。こちらのほうが、事業費830万

円余に対して補助金を350万円程度というような

形で助成をしております。これらを含めまして、

全体で25年度は８市町村の事業に対して助成を

行っているところでございます。

○新見委員 最後ですが、オールみやざき営業

課。199ページですけども、一番上の伝統的工芸

品の振興で、昨年度、県の伝統工芸士認定３名
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ということでしたけども、結果、全県的には何

名の伝統工芸士が今いらっしゃるんでしょうか。

○日下オールみやざき営業課長 現状では144名

いらっしゃいます。

○新見委員 この認定を受けた後の宣揚という

か、皆さんに知ってもらうための取り組み。直

接この決算とは関係ありませんが、どういった

ことをやられるか、ちょっと教えてください。

○日下オールみやざき営業課長 伝統工芸士に

つきましては、認定に当たってはいろいろなメ

ディアに取り上げられるということで認知され

るというのもございます。伝統工芸品に関しま

しては、伝統工芸品などを集めたみやざきの工

芸品展というのを毎年度開催をしているところ

でございます。空港のビルの真ん中のオアシス

広場というところで、今年度で30回目を迎える

わけですけれども。そういった場を通じて伝統

工芸品の周知というか、実際に販売を図りなが

ら、県民または県外の人にも認知してもらう取

り組みというのを進めているところでございま

す。

○後藤委員 193ページ。観光推進関係なんです

が、まず１つは、えびの高原の山ガールイベン

ト、ヒルクライム、トレッキングツアー。その

２つ下ですけどチャレンジ観光、体験型観光。

次のページの波旅では、ダイビングと。

宮崎ならではの観光ブランドの確立、あるい

は常に新しい施策目標に沿って実施されたんで

すが、アウトドアスポーツというくくりの中で

の成果はどのように見られているか。

○孫田観光推進課長 いわゆるアウトドアスポ

ーツといいますと、野球やサッカーもアウトド

アになりますので、委員のおっしゃっているの

は、山に登ったり海に潜ったりという意味のア

ウトドアということだと思われます。ここにあ

りますように、ヒルクライム、トレッキング、

スキューバダイビング、あるいはサーフィンと

いったものは、体験型観光という形で、今、非

常に大きな力をつけてきて、注目をされている

部分でありまして。これに適した条件を持つ場

所が宮崎にはたくさんあるということで、特に

名前をつけております波旅というような形での

マリンスポーツを重点的に取り組んでいるとい

うことで。これは宮崎市だけでなくて、延岡、

県北も大きな資源を持っておりますし、このア

ウトドアという言葉に対しては、宮崎としては

非常にポテンシャルを持っていると考えており

ます。

○後藤委員 トレンドで、施策的に非常にマッ

チングしていると思うんです。海、山、川、そ

してスカイスポーツという空、この４点セット

で、県外からのお客さんが結構来ているもので

すから。

目標と施策がいいなと思うものですから、ス

ポーツランドみやざきに―さっきおっしゃっ

たようにアウトドアの中に入るスポーツがある

ものですから―このくくり、ゾーン、カテゴ

リーというか、アウトドアというとらえ方で特

記していくような考えはないのか。

○孫田観光推進課長 広いアウトドアになりま

すけど、スポーツランドみやざきの推進の中で

は、どちらかというと、あれは競技スポーツを

スポーツランドみやざきというような形でやっ

ておりまして、いわゆるレジャーの部分は、ス

ポーツランドみやざきとは少し路線が違う形に

なっております。

トレッキング、サーフィンも、競技会がある

ほうはスポーツランドの部分になるかと思いま

すけれども、楽しんでいらっしゃる方々はまた

別で、若干色合いは異なりますけれども。いず
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れにしろレジャースポーツを含めて、スポーツ

を行う非常にすぐれた環境ということで、広い

意味でのスポーツランドという部分に入ってく

るかと思います。施策的には、若干色づけを異

なった形でやっていると思っております。

○茂商工観光労働部長 今、答弁がありました

けれども、私は、見るスポーツと自分が参加す

るスポーツとあると思うんです。従来は見るス

ポーツというか、そちらのほうにかなり力を入

れてきたような気がするんですが、宮崎県の場

合は、山、海、川、全部そろっていますので、

これからは、いろんな体験型のスポーツを進め

ていく必要があるかなと思っています。

今、観光審議会で、次の観光振興計画をどう

するか、宮崎はどうあるべきかということで、

いろんな議論をしていますので、委員が言われ

たようなことも、大きな材料の一つになるだろ

うと思います。そのあたりは、また十分議論さ

せていただきたいというふうに思います。

○外山委員 198ページの施策の成果等の①のと

ころに、南九州広域観光ルートで、南九州３県

が連携し、一層の強化を図っていくと。南九州

３県というのは、宮崎、鹿児島、熊本のことで

すよね。下のほうには、今度は、東九州広域観

光推進協議会をつくったと。これは大分と宮崎

でしょう。

来年に佐伯―蒲江間の道路が完成すると、大

分と宮崎の連携が、物流の流れが大きくなって

くる。そういう中で、今まで県議会も観光議員

連盟、鹿児島、宮崎、熊本の３県でやってきま

した。今後、大分県がどうだろうかという話は、

当然出てくると思うんです。個人的には、ぼち

ぼち出てきております。

そういうことを考えたときに、南九州じゃな

くて大分も一緒に入った連絡協議会というのを

つくりませんかとか、大分のほうからそういう

アプローチはないんですか。今どうなんですか。

○孫田観光推進課長 南九州３県で誘致をする

というのと、東九州の２県が誘致をするという

のは、若干ターゲットの絞り方等が、組み合わ

せ方によって変わってくるのではないかという

気もいたします。

現在のところ大分県から、特にそういった南

九州３県の中に入ってきたいというようなお話

は、聞いてはおりません。今後どういうセール

スプロモーション等の展開をしていくかといっ

たときに、ある意味で、南九州と東九州は別々

でやるのがいいのかどうか、また今後そういっ

た話が出てきた場合にはじっくり検討していか

ないといけないなというふうには思いますが、

余り全部つながっていきますと、九州観光推進

機構と同じ範囲になってしまうかなという部分

もありまして、そこのところはなかなか難しい

ところがあるのかなというふうに思います。

○外山委員 高速が完成したら、流れが相当変

わってくると思う。特に、阿蘇から別府に来て、

宮崎に入ってくる。逆のコースもあるし、高千

穂経由もあるんですが。今から大分との連携も

模索しながら。

ポイントは、宮崎にお客さんがどうやったら

来てもらえるかですから。あっちはあっち、こっ

ちはこっち、流れが違うという部分も一部ある

かもわからんけど、近い将来ですから、やっぱ

り一つの大きなエリアとしてそこまで考えてお

く必要があると思いますから。ぜひ今後のこと、

直近のこととして検討していただきたいと、以

上申し上げておきます。

○金子観光物産・東アジア戦略局長 今、観光

推進課長が申し上げましたのは、大分県との協

議会、今年度は宮崎県が当番県ということで、



- 35 -

平成26年10月１日(水)

私が会長を務めさせていただいております。南

九州の場合ですと、例えば共通のインフラとし

て航空便とか新幹線とかを生かせると、広域周

遊というような形での展開が今のところ可能に

なっているわけですが。

大分との場合は、御指摘のとおり、東九州自

動車道というのが一つの大きな観光のインフラ

になると思われます。ターゲットとしましては、

中四国とか、そういったところ。北部九州、そ

こらを中心に。西に比べると、これまでインフ

ラが弱かったところがようやくできたわけです

から、東九州というのを一つの基軸に打ち出し

て、そして将来的にはおっしゃるとおり、南九

州とか西九州との連携とか、さまざまな選択肢

として広がりが出てくるかなと、そんな認識を

しているところでございます。

○岩下主査 それでは、以上をもって、労働政

策課、観光推進課、オールみやざき営業課の審

査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時46分休憩

午後３時48分再開

○岩下主査 分科会を再開いたします。

前半、後半の説明及び質疑が全て終了しまし

たので、総括質疑に移ります。

商工観光労働部の決算全般について、何か御

質疑はありませんか。

○福嶋地域雇用対策室長 先ほど新見委員の御

質問にお答えできていなかった部分がありまし

たので、お伝えしたいと思います。

主要施策の成果の187ページの「出会い応援！

県内就職サポート事業」。右の実績内容でインタ

ーシップが16大学等とあるというところなんで

すけれども、一応県内の大学と専門校には全て

声をかけたと。さらに、九州管内の大学、短期

大学等には九州広域インターンシップという九

州各県で連携をとってインターシップを行って

いる協議会がございまして、そちらを通じて九

州管内の大学、短大等にも声をかけたと。結果、

県内のインターンシップに参加したのが16校で

あったということでございます。以上です。

○宮原委員 総括的ということで、直接という

ことではなく、観光という部分で。

というのが、先日、博多駅で見たので話をさ

せていただくんですが。壇蜜さんという方がス

クリーンで出て、どっちに行くかという宣伝を

しているんですよね。こちらには大分県、こち

らには鹿児島県、どっちも温泉、それから黒豚

であったり、牛肉であったり。ああいったものっ

て、宮崎県も特別に何かやっておられるのかな

というのを感じたものですから、そういったも

のはやっておられるんですかね。物すごくイン

パクトがあったものですから、多分見られた方

はたくさんいらっしゃるんだろうなと。

○孫田観光推進課長 どちらか選ばなくちゃい

けないのと問いかけてくるやつですね。あれは、

ＪＲ九州さんがおやりになっているようです。

ＪＲ九州さんが、特定の県を選んで、デスティ

ネーションキャンペーンをやっていく前振りと

して、ことしは大分県さんがやられていて。そ

ういった関係で、今、来年に向けてやられてい

るようです。

これをやるに当たっては、かなり大きな負担

金が必要になっておりまして、ＪＲ九州さんと

いつやるのかといったお話をしながら、もし宮

崎県が行うということになれば、そのあたりの

協議をしていくということになるかと思います。

○宮原委員 今言われるように、どっちか選ば

なならんような感じの仕掛けになっているので、
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ここに宮崎県がないのは残念だったなと思った

のと。

実はちょっと用事があって、きのう大阪に言っ

たんですけど、今度は大阪の鉄道の車両を見た

ら、新幹線を利用してという形で金額が全部表

示されているんですけど、そこに書いてあった

のが、福岡、熊本、鹿児島、大分、長崎。要は、

佐賀と宮崎だけがなかったんですよ。それもＪ

Ｒなり、そういった関係なんだろうと思います。

大分は新幹線で途中まで入ってきて、何とかと

いう車両がありますよね。あれで、大分まで入

りましょうというような形での金額設定が書か

れていたんだけど、宮崎がないんですよ。そう

なると、高速バスを利用してでも、そこに載っ

てていいのかなという気がしたものですから。

そういうところで戦略的にこっち側もやって

いかないと、たまたまその車両を見たときに宮

崎がないなというふうに思ったものですから。

負担金も相当かかるということもよくわかるん

ですけど、そこに宮崎がないのは非常に残念だっ

たなという思いがありましたので。さっきの大

分、鹿児島、博多のあれを見てもそういう感じ

がしましたので、ぜひ力を入れてほしいなとい

うふうに思ったところです。直接的なあれでは

ないんですけど、せっかく予算を使うとすれば、

実のあるような形、インパクトのあるものがい

いのかなという気がしましたので、よろしくお

願いをしたいと思います。

○太田委員 187ページの労働政策課のほうで、

シルバー人材センターへの支援というのがあり

ますが。これは連合会への支援ですから、県の

本部のほうに補助をされているんだろうなと思

います。

質問としては、金額的な問題ではないんです

が、公のほうからシルバー人材センターに対す

る関与ができるのかどうかということでの質問

なんですが。というのは、最低賃金を下回った

額で契約というか、雇用契約というんですか、

何かそういう形に各支部でなっている部分が

あって、そのシルバー人材の業務については、

最低賃金には縛られないというような見解もあ

るようで。ただ、厚生労働省あたりでは、でき

るだけ最低賃金は守ってほしいというような意

向もあるようです。

臨時的な仕事については、最低賃金を下回る

こともあるのかな、あらざるを得ないのかなと

思いますが、継続的に長期間、シルバー人材で

やっている場合は、せめて最低賃金ぐらいはあ

るべき、上回るべきではないかなという気はす

るんですが。そのあたりは県のほうとして、こ

ういう支援金を出している立場上、どうでしょ

うかというようなことは何かできるんでしょう

か。

○岩下主査 ここで、答弁の前でございますが、

委員の皆様にお諮りいたします。本日の日程で

は午後４時までとなっておりますが、このまま

継続してよろしいでしょうか。よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、引き続き委員会質疑を

続けます。

○久松労働政策課長 シルバー人材センターに

つきましては２つ業務のやり方がございまして、

１つは、労働者派遣法に基づいた派遣がござい

ます。これにつきましては、基本的には労災保

険等、最低賃金等も適用されるということでご

ざいます。

もう一方で、請負という形がございます。請

負につきましては、特に労働基準法等の適用が

ないという形で整理されておりますので、賃金

につきましても、最低賃金以下ということでは
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できるということになっておりますけども、セ

ンターとしては可能な限り近づけた金額でいた

だくような形でお願いしていると思っておりま

す。

○太田委員 はい、わかりました。何か聞くと

ころによると、恐らく請負だろうと思いますが、

そこで働いている人、組合費というか、経費み

たいなものを別途ちょっと引かれたりすると、

また下がるということでありました。短期的な

仕事については、そういうのはやむを得ない、

請負としてあるのかなと思いますが。できるだ

け最賃に近づくような姿勢でお願いしたいとい

うようなことでも、何かメッセージを発せられ

るといいのかなと思いまして。

○久松労働政策課長 委員おっしゃるとおり、

シルバー人材センターにつきましては、一応基

準が国から示されておりまして、月におおむね10

日程度、それから週は20時間を超えないという

ような制限が設定されております。

しかしながら、センターの希望としても、な

かなかそれだと収入が少ないというような状況

もございますので、センターのほうからも、こ

の制限の撤廃というか、制限の緩和というよう

なこともございますので、国に対しては、こち

らのほうからも要請は行っておるという状況で

ございます。

○太田委員 わかりました。

○外山委員 コンベンションの数が、誘致が減っ

ていますね。さっき言われたかもわかりません

が、コンベンションの誘致の数が25年に減って

きておる。理由はどういうことなんですか。197

頁。24年が200件で、25年が176件でしょう。

○孫田観光推進課長 24年がかなりふえており

ますのは、実は特殊要因がございまして、口蹄

疫被害等があったことによりまして、全国で宮

崎を支援しようという動きがございまして、あ

えて宮崎で開催を決めていただいたところがた

くさんあったと。その結果として、この年に200

件というような実績が上がっているということ

でございます。

○外山委員 その前の21年、22年、23年。22年

はちょっと少ないんだけど、21、23と比べても

ちょっと少ないですよね。そこ辺のところは何

か全国的に少なかったのか、こちらの努力が足

りなかったのか、いろいろあると思うんですが。

○孫田観光推進課長 このＭＩＣＥにつきまし

ては、非常に高い経済効果があるということで、

全国のさまざまな地域での取り組みがだんだん

激しくなって、いわゆる競争の状態になってき

ております。現在も九州各県で、すぐ隣県あた

りでも新しいＭＩＣＥのための施設が整備され、

あるいはさまざまな誘致策で補助制度等も次々

と充実されている状況にあるというのが客観的

情勢になっております。

宮崎県といたしましても、ＭＩＣＥは非常に

経済効果が大きいということで取り組んでおり

ますけれども、この競争の関係で、なかなか思っ

たほど数が伸びるのが難しいという状況にある

というのが実情でございます。

○外山委員 何でこのことを聞いたかというと、

受け入れる場所。宮崎で言うと、大型のコンベ

ンションは、宮崎観光ホテルとシーガイアしか

ないでしょう。そこ辺のところを考えたときに、

場所が限定されるという弱みがあるような気が

するものだから、そこ辺のところを一つ聞きた

いんですよ。

○孫田観光推進課長 ある程度の規模でＭＩＣ

Ｅを開催できるとなりますと、いわゆるシーガ

イアと宮崎観光ホテルにかなり限定される部分

はございます。
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ただ、例えばシーガイアそのものは全国でも

トップクラスの開催条件を持っている施設であ

りますので、そういったものに対しては、対応

はかなりできると思っております。

○外山委員 気になるのが、１つは、サンホテ

ルが今度閉鎖しますよね。そういうところもブ

レーキになるんじゃないか。

それからもう一つ、最近よく聞くのは、宿泊

施設が足りないと。ビジネスはありますよ。と

ころが、常時じゃなくても、そういう大会等で

来たお客さんがちゃんとしたところに泊まりた

いという場合、宿泊施設がどうも足りないと、

そういう声をよく聞くんですよ。今、県のほう

では、そこ辺の宿泊施設の数が充足されておる

のか、どういう認識ですか。

○孫田観光推進課長 宿泊キャパシティーにつ

きましては、委員おっしゃるとおり、最盛期に

比べると、減少をしているというのが実情でご

ざいます。

したがいまして、非常に大規模なものになり

ますと、宿泊キャパシティーについては受け入

れが難しいこともたしかにあるというふうに考

えておりますけれども、一般的なものでしたら、

宮崎で十分対応できるんですが、極端に大きい

ものはなかなか難しいという現状ではございま

す。

○外山委員 これから香港便が飛ぶし、外国観

光客も入ってきますよね。行政が宿泊施設をつ

くるというわけにもいきませんので、民間に呼

びかけてつくっていくとか、何かそういう展開

を考えていかないと。行政、民間も努力して、

いろんな誘致をしてきても泊まるところがない

ということになれば。例えば青島太平洋マラソ

ンでも、宮崎では目いっぱいでしょう。泊まり

きらずに、都城やあっちこっちに散らばす。

だから、どうかね。そこ辺のところが抜けて

おったら、せっかくの皆さん方の努力が何もな

らんということになりますから、少しそこ辺も

宿泊施設もどうしたらいいのかということも、

今後の大きな問題点として検討していく必要が

あると思いますから、よろしくお願いします。

○孫田観光推進課長 宿泊施設がさらに拡張、

充実されるということは、宮崎県の観光の将来

に対して大変重要なことであると考えておりま

す。そのためには現状のホテルの宿泊率等が十

分上がって、利益が上げられるという見込みが

立てば、事業者さんが新たな投資を行っていた

だけるということで。鶏が先か卵が先かという

部分はありますけれども、そういったことで、

できるだけ年間を通じてたくさんのお客様が宮

崎に来ていただけるように、行政としてさまざ

まな取り組みをしてまいりたいと考えておりま

す。

○岩下主査 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、以上をもって、商工観

光労働部を終了します。

執行部の皆様、御苦労様でした。

暫時休憩します。

午後４時６分休憩

午後４時８分再開

○岩下主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

あすの分科会は、午前10時に再開し、県土整

備部の審査を行うことといたします。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、何もないようですので、

以上をもって、本日の分科会を終了いたします。
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委員の皆様、お疲れさまでした。

午後４時８分散会
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午前10時０分再開

出席委員（７人）

主 査 岩 下 斌 彦

副 主 査 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

県土整備部次長
鈴 木 一 郎

（ 総 括 ）

県土整備部次長
坂 元 政 嗣

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
東 憲之介

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 直 原 史 明

部参事兼管理課長 福 嶋 幸 徳

用 地 対 策 課 長 林 睦 朗

部参事兼技術企画課長 髙 橋 利 典

工 事 検 査 課 長 永 野 広

道 路 建 設 課 長 大 坪 憲 男

道 路 保 全 課 長 馴 松 義 昭

河 川 課 長 大 谷 睦 彦

ダ ム 対 策 監 秋 山 克 則

砂 防 課 長 土 屋 喜 弘

港 湾 課 長 蓑 方 公

空 港 ・ ポ ー ト
川 野 福 一

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 瀬戸長 秀 美

建 築 住 宅 課 長 森 山 福 一

営 繕 課 長 上別府 智

施設保全対策監 山 下 幸 秀

高速道対策局次長 原 拓 実

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 沖米田 哲 哉

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

○岩下主査 分科会を再開いたします。

それでは、県土整備部の審査を行います。

まず、部長より平成25年度決算の概要につい

て説明をお願いいたします。

○大田原県土整備部長 県土整備部でございま

す。

説明に入ります前にお礼を述べさせていただ

きます。おとといの９月30日、それと本日、宮

崎港で行われました宮崎カーフェリーの神戸航

路初便入出港式典におきまして、県議会の皆様

に多数御出席を賜りました。この場をお借りし

ましてお礼を申し上げます。

今後ともカーフェリーを初めとしました物流

ネットワークを支援するため、宮崎港を初めと

します県内港湾の整備、利用促進に努めてまい

りますので、県議会の御支援・御協力のほどよ

ろしくお願いいたします。

それでは、当分科会で御審議いただきます平

成25年度決算の認定について、概要を御説明い

たします。申しわけありませんが、座ってから

御説明させていただきます。

提出しております決算特別委員会資料の１ペ

ージをお開きください。

平成26年10月２日(木)
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まず、主要施策の成果について、宮崎県総合

計画の分野別施策体系表により御説明いたしま

す。表は、左から分野、将来像、施策の柱となっ

ております。

まず、１つ目の分野、くらしづくりについて

であります。

中央の将来像の一番上の自然と共生した環境

にやさしい社会では、建設工事のリサイクルを

支援することで、低炭素・循環型社会への転換

を図りますとともに、県民との協働による河川

・海岸の環境保全活動の推進や公共下水道整備

促進のための財政支援を行うなど、良好な自然

環境・生活環境の保全に取り組んだところであ

ります。

続きまして、将来像、２段目の安心して生活

できる社会では、沿道修景美化推進対策や都市

公園等の整備による良好な景観と調和した地域

づくりを進め、快適で人にやさしい生活・空間

づくりに取り組みますとともに、街路整備や土

地区画整理などにより、まちづくりと一体となっ

た道路の整備を進め、地域交通の確保に努めた

ところであります。

また、多くの団体や県民の皆様に参加いただ

き、道路愛護活動を県内各地で展開しまして、

連携・協働による魅力ある地域づくりにも取り

組んだところです。

さらに、将来像の３段目の安全な暮らしが確

保される社会では、緊急輸送道路の防災対策や

河川の改修、急傾斜地の崩壊対策など、風水害

等の自然災害を未然に防止・軽減するための対

策を実施しまして、安全で安心な県土づくりに

取り組みますとともに、通学路などの歩道の整

備や区画線・ガードレールの設置など、交通安

全対策の推進にも努めたところであります。

次に、分野の２つ目、産業づくりについてで

あります。

中央の将来像、経済・交流を支える基盤が整っ

た社会では、県政の最重要課題であります高速

道路網の整備促進やインターチェンジと国道を

結ぶバイパスの整備、細島港における埠頭の整

備など、交通ネットワークの整備・充実に取り

組んだところであります。

次に、平成25年度決算の状況について御説明

いたします。

お手元の別紙資料、１枚紙でございますが、

平成25年度県土整備部決算概要をごらんくださ

い。

まず、一般会計についてでございます。

前年度からの繰越予算を含む一般会計の予算

措置状況は、予算額1,009億903万8,487円、これ

に対します執行状況は、支出済み額が739億3,976

万8,367円、翌年度への繰越額が262億728万9,000

円、不用額が７億6,198万1,120円となっており

ます。執行率は73.3％で、翌年度への繰越額を

含めますと99.2％となっております。

なお、翌年度への繰り越しの主な理由といた

しましては、関係機関との調整や用地交渉に日

時を要したこと、さらには、国の経済対策の実

施に伴う補正の関係などにより、工期が不足し

たことによるものであります。

次に、特別会計についてでございます。

まず、宮崎県公共用地取得事業特別会計であ

りますが、予算額１億4,477万8,953円、これに

対する執行状況は、支出済み額が１億4,417万398

円、不用額が60万8,555円であります。執行率

は99.6％となります。

次に、宮崎県港湾整備事業特別会計について

でありますが、予算額20億7,453万6,000円、こ

れに対する執行状況は、支出済み額が16億771

万1,752円、翌年度への繰越額が４億5,228万円、
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不用額が1,454万4,248円であります。執行率

は77.5％で、翌年度への繰越額を含めますと99.3

％となります。

なお、翌年度への繰越理由は、関係工事のお

くれ及び関係機関との調整に日時を要したこと

によるものであります。

次に、監査における指摘事項についてであり

ます。

指摘状況を一覧にしたものを裏面にまとめて

おりますので、裏のほうをごらんください。

平成25年度県土整備部に係る監査では、指摘

事項が３件、注意事項が13件、合計16件の指摘

を受けております。

このうち指摘事項３件につきましては、改善

状況とあわせまして、後ほど関係課長から説明

いたします。

以上、平成25年度決算状況等について説明い

たしましたが、決算の詳細につきましては、そ

れぞれ担当課から説明させますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

○岩下主査 部長の概要説明が終了いたしまし

た。

これより管理課、用地対策課、技術企画課、

道路建設課、道路保全課、高速道対策局の審査

を行います。

平成25年度の決算について各課の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は６課の説明が全て終了し

た後にお願いいたします。

○福嶋管理課長 管理課でございます。

それでは、まず、県土整備部に係る共通資料

について私のほうから御説明をいたします。

委員会資料の２ページをお開きください。

平成25年度歳出決算事項別明細総括表課別内

訳でございます。

この表は、ただいま部長が説明いたしました

予算額、支出済み額、翌年度繰越額等を各課別

に整理したものであります。

次の３ページから４ページをお開きください。

この表は、２ページの表を款・項・目の科目

別に集計したものでありまして、説明について

は省略をさせていただきます。

それでは、次に、管理課の決算について御説

明をいたします。

同じく委員会資料の７ページと８ページでご

ざいますが、まず、８ページの一番下の段をご

らんいただきたいと思いますが、管理課計をご

らんください。

平成25年度の決算額は、予算額19億6,989

万3,000円、支出済み額18億8,623万9,274円、不

用額8,365万3,726円で、執行率は95.8％となり

ます。

次に、（目）の執行残が100万円以上のもの、

また、執行率が90％未満のものについて御説明

をいたします。

７ページにお戻りいただきまして、７ページ

の３段目、土木総務費であります。

不用額は7,822万8,819円、執行率は95.6％で

ありまして、主に県費職員の給料、職員手当等

の人件費であります。

これは、県費で支出を予定していた人件費を

補助公共事務費に振りかえたことによるもので

あります。

次に、８ページをごらんいただきまして、３

段目、建設業指導監督費であります。

不用額は542万4,907円、執行率は97.3％であ

りまして、不用額の主なものは、下から３行目

の負担金補助及び交付金であります。

これは、新分野に進出を図ろうとする建設業

者に交付している建設産業経営基盤強化支援事
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業補助金におきまして、申請のあった個別事業

の経費の額が確定したことに伴いまして、執行

残が生じたことなどによるものであります。

次に、資料のほうは、主要施策の成果に関す

る説明をごらんいただきますが、主要施策の成

果について御説明をいたします。

報告書の管理課のインデックスでございま

す。269ページをお開きください。

県の長期計画の施策体系区分上は、安全で安

心な県土づくりでございます。中ほどの施策推

進のための主な事業及び実績の表をごらんくだ

さい。

建設業指導事業について書いておりますが、

右側の主な実績内容等の欄をごらんください。

この事業では、建設業法に基づき、建設業者

の建設業許可や経営事項審査を実施したほか、

県内各地で建設業者研修会を開催し、1,831人の

建設業者等に対して建設業法の許可制度等につ

いて説明を行ったところであります。

また、建設業者に対する経営相談窓口を設置

し、延べ88件の相談に応じたほか、新分野進出

に取り組む建設業者の支援として７件の補助を

行うとともに、建設事業協同組合等への融資原

資の貸し付け等を実施するなど、経営基盤の強

化に取り組む業者への支援を行ったところであ

ります。

表の下の施策の成果等でありますが、研修会

の開催を初め、経営相談や新分野進出に対する

補助金などの支援を行うことにより、建設業者

への法令遵守の周知・啓発や経営基盤強化の環

境整備が図られたと考えております。

また、建設業就業者の減少や高齢化が進んで

おりますことから、県建設業協会が県内の工業

系高校と連携して実施いたします出前講座や現

場見学会を支援することにより、将来の建設業

を担う若年者に対して建設業の役割や重要性に

ついて理解や関心の促進が図られたと考えてお

ります。

次に、監査報告についてであります。

委員会資料にお戻りいただきたいと思います。

恐れ入りますが、委員会資料のほうにお戻りく

ださい。

５ページから６ページに監査の指摘事項をま

とめております。管理課の指摘事項はございま

せんでしたが、土木事務所において当課に関連

する事項で１件の指摘を受けておりますので、

その指摘内容を説明いたします。

６ページをごらんください。

中ほどより少し下の（４）物品の管理であり

ます。日向土木事務所の、物品の処分について

売り払い代金の収納前に引き渡しを行っている

ものがあったとの指摘であります。

今後は、財務規則等の諸規定に従いまして適

正な処理を行いますとともに、複数の職員で事

務処理の内容確認を行うなど、再発防止に努め

るよう指導したところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

管理課につきましては、以上でございます。

○林用地対策課長 用地対策課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

恐れ入ります。委員会資料、青のインデック

スでございますが、９ページから11ページをお

開きください。

まず、９ページでございますが、当課の予算

は、一般会計と特別会計ございます。まず、一

般会計から御説明いたします。

９ページの一番下の段でございます。一般会

計、計の欄をごらんください。

平成25年度の決算額は、予算額１億1,407
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万8,000円、支出済み額１億1,358万7,693円、不

用額49万307円となっておりまして、執行率

は99.6％となります。

（目）の執行残が100万円以上及び執行率が90

％未満のものはございません。

次に、10ページをごらんください。

公共用地取得事業特別会計についてでありま

すが、決算額につきましては、先ほど部長が御

説明申し上げましたので省略をさせていただき

ます。

（目）の執行残が100万円以上及び執行率が90

％未満のものはございません。

用地対策課の一般会計、特別会計を合わせま

した決算につきましては、一番下の段でござい

ますが、用地対策課、計の欄をごらんください。

予算額２億5,885万6,953円、支出済み額２

億5,775万8,091円、不用額109万8,862円となっ

ておりまして、執行率は99.6％となります。

次に、特別会計の歳入についてであります

が、11ページの一番下の段、歳入合計の欄をご

らんください。

予算現額１億4,477万8,953円、収入済み額１

億4,478万428円となっておりまして、収入未済

額はございません。

次に、主要施策の成果のほうの冊子をごらん

ください。主要施策の成果の報告書のインデッ

クス、270ページ、用地対策課でございます。

公共事業用地取得の推進についてでございま

す。

これは、公共事業を円滑に推進するために、

特別会計において公共事業用地の先行取得を行

うものでございます。

平成25年度は、仲町広原線地域自主戦略交付

金事業につきまして、平成24年度に先行取得し

た用地を事業課のほうに引き渡したところでご

ざいます。

次に、監査結果報告書の指摘事項についてで

あります。

恐れ入りますが、委員会資料にお戻りいただ

いてよろしいでしょうか。委員会資料の６ペー

ジをお開きください。

６ページの（３）契約事務の１段目でござい

ます。延岡土木事務所の補償契約事務について

でございますが、「立竹木の補償契約書について、

対象物件の所在地の表示が適切でないものが見

受けられた」との指摘がなされたところでござ

います。

これは、補償契約書に立竹木の所在地の地番

が記入漏れとなっていたものでありますが、今

後は、契約書の記載内容につきましてチェック

を強化し、適切な事務処理に努めるよう指導を

行ったところでございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

用地対策課につきましては、以上でございま

す。

○髙橋技術企画課長 技術企画課であります。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の12ページをお開きください。12

ページでございます。ページの一番下の段の技

術企画課、計の欄をごらんください。

当課の平成25年度決算額は、予算額３億1,965

万6,000円に対しまして、支出済み額３億1,876

万1,520円でございます。不用額は89万4,480円

で、執行率99.7％となります。

なお、（目）の執行残が100万円以上及び執行

率が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の技術企画課のインデックスをお開き
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ください。271ページをごらんください。

（１）施策、低炭素・循環型社会への転換で

ございます。

この施策は、暮らしや産業などのあらゆる場

面で、いわゆる４Ｒの取り組みが実践されると

ともに、廃棄物の適正処理や不法投棄対策が進

んだ社会を目指すものであります。

ここで、４Ｒの取り組みといいますと、下か

ら２行目に書いてございますが、ごみになるも

のを買わないリフューズ、ごみを減らすリデュ

ース、工夫しまして再度使用するリユース、資

源として再度利用するリサイクルの取り組みの

ことでございます。

技術企画課では、このうち建設副産物のリサ

イクル推進に取り組んでおります。

中ほどの表、施策推進のための主な事業及び

実績の表をごらんください。

建設工事リサイクル支援におきましては、建

設発生土情報交換システムを活用した建設発生

土の有効利用や副産物を土木資材に活用する研

究を行うなどの官民一体となったリサイクルの

推進を図ったところであります。

また、宮崎県新技術活用促進システムを活用

いたしまして、リサイクルに関する新技術の登

録と利用の促進を図ったところであります。

施策の成果等につきましては、コンクリート

やアスファルトなどの建設副産物につきまして

はリサイクル率が９割を超えるなど、分別解体、

再資源化が着実に進められたところであります。

今後とも環境への負荷の少ない循環型社会を

構築するための取り組みを推進してまいりたい

と考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

技術企画課につきましては、以上でございま

す。

○大坪道路建設課長 道路建設課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の13ページから14ページでありま

す。14ページの一番下の段、道路建設課の計の

欄をごらんください。

平成25年度の決算額は、予算額が292億1,727

万7,000円、支出済み額が202億9,007万278円、

翌年度への繰越額が87億7,611万円、不用額が１

億5,109万6,722円で、執行率が69.4％、翌年度

への繰越額を含めますと99.5％となっておりま

す。

次に、（目）の執行残が100万円以上及び執行

率が90％未満のものにつきまして御説明いたし

ます。

13ページに戻っていただきまして、下から３

段目、（目）道路新設改良費でありますが、不用

額が１億5,104万3,000円となっております。

これは、主に国庫補助、交付金事業費が確定

したことに伴う不用額でございます。

また、執行率が67.3％となっておりますが、

翌年度への繰越額を含めますと99.4％となって

おります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書のインデックス、道路建設課のとこ

ろ、272ページをごらんください。

（１）の交通ネットワークの整備・充実につ

いてであります。

主な事業及び実績について御説明いたします。

まず、公共道路新設改良でありますが、この

事業は、国の補助金や社会資本整備総合交付金

等を受けて、県内国県道の拡幅整備等を実施す

るものでございまして、一般国道では、国道219
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号外10路線24工区で事業を実施し、部分供用も

含めまして5,080メートルを供用したところであ

り、また、地方道では、飯野松山都城線外38路

線46工区で事業を実施し、8,179メートルを供用

いたしました。

次に、直轄道路事業負担金であります。

これは、国が整備する国道10号外２路線の道

路改築事業に対する県の負担金であります。

次に、右の273ページをごらんください。

施策の進捗状況でありますが、地域高規格道

路の整備につきまして、実績を記載しておりま

す。

現在、宮崎東環状道路、宮崎環状道路及び都

城志布志道路の３路線において整備に取り組ん

でおりますが、平成22年度末の整備率49％に対

し、平成26年度末の目標整備率を59％としてお

りまして、平成25年度末の実績としましては51.1

％となっております。平成25年度におきまして

は、道路用地の取得や工事の進捗を図るなど、26

年度末の整備目標に向け、計画的に取り組んで

いるところでございます。

次に、施策の成果等であります。

①から⑤に掲げておりますように、地域連携

や都市部の渋滞緩和に資する道路整備、高速道

路に接続するインター線等の整備を重点的に進

めており、主な完成工区としましては、東九州

自動車道日向都農間の開通に合わせて、日向イ

ンターチェンジと国道10号を結ぶ国道327号日向

バイパスが開通しております。

今後とも計画的・効率的な事業の推進に努め

ることとしております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

道路建設課は以上でございます。

○馴松道路保全課長 道路保全課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の15ページから18ページでござい

ますが、18ページをお開きください。一番下の

段、道路保全課、計をごらんください。

当課の平成25年度決算額は、予算額227億227

万2,000円、支出済み額168億125万4,000円、翌

年度繰越額56億3,370万8,000円、不用額２

億6,731万円となっておりまして、執行率は74.0

％ですが、翌年度繰越額を含めますと98.8％で

あります。

次に、（目）の執行残が100万円以上のもの、

執行率が90％未満について御説明いたします。

16ページにお戻りください。

中ほどの（目）道路維持費の不用額２億6,731

万円でございます。これは、国庫補助・交付金

事業費の確定によるものであります。また、執

行率は72％ですが、翌年度繰越額を含めます

と98.6％であります。

次に、17ページをごらんください。

下のほうにあります（目）橋梁維持費であり

ます。執行率は70.9％ですが、翌年度繰越額を

含めますと100％であります。

続きまして、主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

報告書の道路保全課のインデックス、274ペー

ジをお開きください。

まず、（１）快適で人にやさしい生活・空間づ

くりの沿道修景美化推進対策についてでありま

す。

表の右、主な実績内容等でありますが、沿道

修景地区の樹木の維持管理や草花の植栽を行っ

たところであります。

施策の成果でありますが、宮崎県沿道修景美

化条例で指定された地区を重点に花木の植栽や
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樹木管理を行っておりますが、樹木の高木化・

老木化により管理費の増大が課題となっており

ます。

このため、樹木管理方法の見直しや植栽花を

多年草へ移行するなどのコスト縮減を行うこと

によりまして、良好な道路環境の創出と保全に

努めているところであります。

続きまして、276ページをお開きください。

（１）安全で安心な県土づくりであります。

表の上、公共道路維持であります。主な実績

内容等にありますように、交通安全施設の整備

を初め、橋梁の補修や防災対策、舗装の補修等

を行ったところであります。

続きまして、277ページをごらんください。

施策の成果等でございますが、歩道等の整備

につきましては、通学路の緊急合同点検を踏ま

え、25年度も順次、対策を実施しておりますが、

今後は、市町村が策定する通学路交通安全プロ

グラムに基づく対策を実施することとしており

ます。

橋梁等の道路施設の補修工事につきましては、

老朽化と工事費の増加が課題となっているため、

引き続き点検等を実施するとともに、維持管理

計画を策定し、効率的な施設の補修を行ってい

くこととしております。

なお、橋梁につきましては、22年度に策定し

ました修繕計画に基づき、点検・補修工事を実

施しているところでありますが、これまでの点

検結果を踏まえ、修繕計画を改定することとし

ております。

緊急輸送道路の防災対策につきましては、23

工区の整備を行ったところでありますが、未対

策箇所も残っており、引き続き計画的に対策を

実施することとしております。

続きまして、278ページをお開きください。

（２）の交通安全対策の推進についてであり

ます。

まず、表の上、人にやさしい沿道環境整備で

あります。主な実績内容としまして、簡易歩道

の整備や区画線・ガードレール設置等を行った

ところであります。

次に、その下の県単道路維持であります。主

な実績内容等としまして、県が管理する国道16

路線、県道199路線におきまして、路面、のり面

等の日常的な維持補修を行ったところでありま

す。

279ページをごらんください。

施策の成果等でありますが、歩道等の整備に

つきましては、通学路の緊急合同点検を踏まえ、

応急的に行える簡易歩道の整備など、順次対策

を実施したところであります。

道路の維持補修につきましては、道路パトロ

ール等を行うなど、日常的に維持管理を行い、

道路利用者の安全確保に努めているところであ

ります。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

道路保全課につきましては、以上でございま

す。

○直原高速道対策局長 高速道対策局でござい

ます。平成25年度決算について御説明いたしま

す。委員会資料44ページでございます。

一番下の段をごらんいただきますと、予算額21

億857万4,000円、支出済み額21億854万5,018円、

よりまして、不用額が２万8,982円の、執行率

は99.9％となっております。

（目）の執行残が100万円以上あるいは執行率
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が90％未満のものについては、該当はございま

せん。

続きまして、報告書でございますが、こちら

も飛びまして、308ページ、高速道対策局のイン

デックスをごらんください。

主要施策の成果について御説明いたします。

経済・交流を支える基盤が整った社会の（１）

交通ネットワークの整備・充実についてです。

施策推進のための主な事業及び実績ですが、

まず、１段目の高速道路網整備促進は、高速道

路網の早期整備に向けて、各種大会、シンポジ

ウム等の開催や、国、関係機関等への要望活動

を実施するもので、平成25年度は各種大会を43

回、要望活動を34回実施いたしました。

２段目の直轄高速自動車国道事業負担金は、

新直轄方式で整備するごらんの３区間の整備に

係る当県の負担金でございます。

施策の進捗状況については、東九州自動車道

の整備で、平成25年度末、68％の整備率となっ

ております。

続いて、309ページをごらんください。

施策の成果等についてですが、平成25年度は、

東九州自動車道におきまして、北浦須美江、日

向都農間がそれぞれ開通し、県民の悲願であり

ました延岡宮崎間が高速道路でつながるなど、

成果を上げたところでございます。

今後とも引き続き、隣県や市町村等と連携し、

事業中区間の早期完成、未事業化区間の早期事

業化を、国や関係機関に対してさらに強く訴え

てまいりたいと考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書についてですが、こちらは特に報告すべ

き事項はございません。

高速道対策局は以上でございます。

○岩下主査 説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○太田委員 主要施策の成果に関する報告書

の269ページ、管理課のほうですが。建設業の指

導を行ったということで、この表に新分野進出

が７件とありますが、どういった分野になって

ますか。

○福嶋管理課長 25年度は７件ということで、

これにつきましては、数字的には若干24年度ま

でと比べると少ない数字でございますけれど

も、25年度の７件の内訳といたしましては、農

林業が１件、小売業が２件、飲食サービス業が

２件、福祉分野が２件で、合計７件でございま

す。

○太田委員 わかりました。福祉分野っていう

ところも特徴的にだんだん出てくるのかなと思

いますが、いいでしょう。

じゃ次に、271ページの技術企画課のほうです

が。建設工事のリサイクル支援ということで、

発生土の有効利用とか、いろんなリサイクルと

いうことでされてると思いますが、285万円、こ

れは費目、款項目節の表現でいうと、これは何

費で出してるんですかね。例えば委託料とか、

何かそんな感じのものなんですか。

○髙橋技術企画課長 285万円の主な中身は、新

技術活用促進で100万円程度、それから建設リサ

イクルのＰＲのリーフレットの作成費が50万円

程度になっておりまして、委託費が半分程度、

それからリーフレットの作成費、需用費等が４

分の１とか３分の１程度になっております。

○太田委員 いいことだと思いますので、イメ

ージを確認するためにですが。

県内でいろんな建設工事の発生土が生じた場

合に、有効に回していくといいますか、ここが

必要なんだよっていう情報を管理していくシス

テムみたいなものなんですかね。どこが管理を
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してどういう指示をするのかとか、イメージは

どんなものなんですかね。

○髙橋技術企画課長 今、おっしゃられたよう

に、各現場で土が出るとか、土が足らないとか、

そういうような情報をシステムとして一括に情

報提供するということで、各発注機関あるいは

各現場でやられている工事間の土の流用とかが

スムーズになるような目的でシステムを運用し

ているところでございます。

○太田委員 どこかの委託会社で管理をさせて

るのか、県で直接、情報の管理をされてるんで

すか。

○髙橋技術企画課長 システムとしましては、

国の日本建設情報総合センターのシステムを利

用してます。各地区で連絡会を催しまして、活

用の促進とか、年一回程度集まって、新たな情

報提供をお願いするという会議もやっておると

ころです。

○太田委員 わかりました。何とかセンターで

管理をして、その情報を有効活用してるという

ことですね。わかりました。

最後に、決算特別委員会資料のほうの６ペー

ジの管理課のほうでしたか、売払代金の収納前

に引き渡しを行っておるということですが、こ

れ、例えば品物はどんなものだったんですかね。

○福嶋管理課長 少し詳しく説明させていただ

きたいと思います。

この指摘された収入事務でございますけれど

も、重要備品に区分されます公用車の廃棄処分

に関して、本来、廃棄する場合につきましては、

処分伺の決裁を受けた後に、売却相手方の決定

とか契約手続を行うとともに、収納のための調

定調書を作成して代金の収納を確認した上で、

公用車を相手方に引き渡すというような規定と

なってるところでございます。

今回の事案につきましては、引き渡し前に作

成すべき調定調書が作成されてなくて、売却代

金が収納されないままに引き渡しと処分が行わ

れていたということで指摘を受けたものでござ

います。

○太田委員 わかりました。今、重要備品とい

うふうに言われましたが、備品の中でも重要な、

いわゆる代金をもらうべきものと、消耗品みた

いな単に処分してしまうものとの分け方の考え

方、内部規定みたいなものがあるわけですね。

○福嶋管理課長 重要備品として位置づけられ

ているものは、100万円以上のものと公用車とい

うような形で規定されるところでございます。

○太田委員 わかりました。調定を上げてなかっ

たということで、向こうの業者のほうは既に支

払ってはいたということもあるんですかね。調

定を上げることがおくれて、銀行にはもう入っ

てたということですか。それとも、調定を上げ

なければ収納っていうのはあり得ないことなん

ですかね。

○福嶋管理課長 実際は、公用車の抹消手続を

行う段階で気づいたということでございまして、

実際の収納については、後であったということ

です。引き渡しと処分が先に行われ、その後で

気づいたということでございます。

○太田委員 使わない備品類があっては邪魔に

なるから早くやりたいっていうのはあるのかな

と思ったりもして。早く持っていってくださいっ

ていうようなこともあったのかなと思いますが、

調定の云々っていうことであれば、早く調定を

上げられればいいんだがなと思って質問させて

もらいましたけど、わかりました。

○外山委員 271ページのリサイクルに関する新

技術の登録と利用っていうのがありますが、単

純なことを聞きます。この新技術というのは具
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体的にどんな技術なんですか。リサイクルに関

する新技術の登録と利用の促進とありますよね。

この新技術というのはどんなものか全然わから

んものだから、ちょっと説明をお願いします。

○髙橋技術企画課長 この宮崎県新技術活用促

進システムというのは、推進機構で運営してお

りますシステムの中に、県内で開発された技術

とか工法、資材、そういう情報を取り入れまし

て、その情報を県内で発信、共有することで建

設工事に利活用させていただくというようなシ

ステムをつくっているところでございます。

○外山委員 いや、この言葉はわかるんだけど、

具体的に、例えばこうやってするという、どう

いうのが新技術なのかを知りたいんですよ。

○髙橋技術企画課長 例えば、一番わかりやす

いのが、リサイクルにもなるんですけど、新燃

岳の爆発によりまして多量に出た降灰を都城市

周辺で集めまして、何とかそれがうまいこと利

用できないのかということで、れんがの材料、

資材の一部として、新しい素材のれんがをつくっ

たと。そういうものが最近では一番なのかなと

思っております。

○外山委員 わかりました。

高速道路の対策についてお尋ねしたいんです

が、これも基本的な質問になるんですが、新直

轄で工事をある分をやりましたよね。ところが、

利用する方が高速道路は当然お金を払って乗る

もんだと思っておったところ、東九州のある区

間が無料で、ある区間は有料と。事業主体が違

うもんだから、そうやってなるわけだけど、わ

かる人はわかっておるんでしょうけど、一般の

方に新直轄という意味もあんまりわからんだろ

うし。何でこっちが有料で、こっちが無料か。

そこあたりの啓蒙っていうか、ＰＲ。多くの方

はわかってないですよ。何か具体的にそういう

啓蒙なり、ＰＲはしておられるんでしょうかね。

○直原高速道対策局長 まず、一般の方に新直

轄方式だっていうことをそんなにお知らせはし

ていないものでして、恐らく利用される利用者

の方は、開通してみてその道路が無料だってい

うことを初めて知るんだと思います。

それで、一番わかりやすい例でいいますと、

高速道路のインターチェンジを案内する一般の

平場での標識に、ここは無料の区間ですという

ようなことを書くことが利用者の方にお知らせ

をする一般的な方式と認識しております。以上

です。

○外山委員 無料区間があるんだったら有料の

区間も無料にならんのかということを言われる

んですよね。新直轄を取り入れたときまで戻る

話になるかもわからんけど、有料区間を無料に

することはできないんですかね。法を変えんと

いかんということまで含めて、どうなんですか

ね。参考のためにちょっと聞きたいんですが。

○直原高速道対策局長 できるかできないかと

言われれば、できると思いますが、今、高速道

路の建設費を借金でつくっておりますので、そ

の借金を片づけなければ無料にはできないとい

う認識でございます。宮崎県内だけの借金を返

せばいいわけではなくて、全国がもう今、プー

ルで借金になってますので、その借金を全て返

さないと無料にならないという、理屈上の仕組

みはそうなってますので、かなり難しいのでは

ないかなと思っております。以上です。

○外山委員 非常に難しいことは、よく私もわ

かるんですけど、短い区間から無料にしていく。

例えば、国の財政状況がよくなってきた段階で、

その借金を国のほうが肩がわりすればそこは無

料になりますね。ただ、そういうことが将来可

能かどうか。それは不可能じゃないと思うんで
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すが。

それから、利用者にしてみたら非常に何てい

うか、おかしいなという単純な、率直な意見な

んですね。ですから、今ここでこれ以上議論し

ても、これは法律を変えんといかんところも出

てくるでしょう。そこ辺のところを、ちょっと

局長に所感をお聞きしておきたかったんです。

○岩下主査 ほかに質疑はございませんか。

○宮原委員 道路保全課のところで、274ページ

です。沿道修景美化の推進対策ということで経

費が、予算額、決算が出てるんですが。この条

例に基づいて、宮崎県は観光でということで力

を入れてる部分でもあるかなと思うんですけど、

予算っていうのはピーク時からするとどんな状

況になるんでしょうか。

○馴松道路保全課長 沿道修景美化推進対策費

ですね。今、手元に数年、５年分ぐらいあるん

ですけど、ほぼ予算は変わっておりません。

○宮原委員 予算が変わってないということで、

ここに樹木の高木化とか老木化、特に高木にな

れば当然高所作業車とかを使ってやるんだと思

うので、高くなればなるだけコストはかかると

いうことになるんだと思うんですけど。そうし

たときに、逆に予算は伸びていかないと沿道の

修景は保てないということになるんだろうと思

うんですけど、その辺はどうなんでしょうかね。

○馴松道路保全課長 委員、御指摘のように、

木が大きくなって高所作業車が必要になる、ま

た、道路整備が進んで植栽地区がふえる。こう

いった観点から、道路維持費、特にこの植栽と

かも、道路の延長とかに合わせても伸びていく

必要がある、予算もふえて伸ばしていく必要が

あるとは思ってます。ただ、県内の予算が厳し

いということで、今のところ現状維持の状況に

なってるところです。

○宮原委員 あと、今度は草が茂るんですけど、

物すごく丁寧に集めて、そして持ち出しされて

ますよね。あれ、逆に物すごくコストがかかる

んだろうなと思うので、今、年間に１回しか刈っ

てないのかな、場所によっては２回なのかなっ

ていうふうに思うんですけど、できればその回

数を多くしたほうが、変な話だけど、持ち出す

必要もないのかなというような時点で刈ってし

まえば自然消滅をしてしまうというような状況

もありますよね。そういうことはなかなかでき

ないんでしょうかね。

○馴松道路保全課長 一つは、何回も刈ると、

かえって一回で出る草の量が少ないので安くな

るのではないかということ。それは、やっぱり

刈る手間というのが要りますので、一回刈ると

きには交通誘導員をつけて払うので、やっぱり

回数がふえると、２回やると倍になるわけじゃ

ないかもしれませんけど、そういった観点から

やっぱりお金はふえていきます。

それともう一つは、刈った後の草の処理、運

搬費であるとか、あとは草の処理としては堆肥

化の処理とか、そういった観点で見てるんです

けど、刈った草っていうのはどうしても廃棄物

の扱いになりますので、現場にずっと残してお

くというのは、ちょっと厳しいのかなと思って

ます。

○宮原委員 厳しいね。よく理解はできるんで

すけど、自分たちも田んぼをつくってると、ちっ

ちゃいうちに刈っちゃえばなくなるんですよね。

大きくなるとやっかいなのでっていうことで、

しょっちゅう刈ってるんですけど。

物すごくきれいにされてるので、きれいにし

た直後はいいんですけど、すぐ伸びてくるので。

逆に言うと何回かしたほうがコスト的には下が

るんじゃないかなという思いですけど、今言わ
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れるように、あれだけきれいにしようと思えば

やっぱり手間が要るということですよね。条例

に基づいて、どうもやっぱりなかなか厳しいで

すよね。昔からすると何かきれいになってない

ような感じがするもんですから、限られた予算

でしょうから、その中で最大限、努力をしてい

ただきたいと思います。

○新見委員 報告書の269ページ、管理課の部分

ですけども、出前講座現場見学会が実績内容と

して掲げてあります。出前講座の部分を読むと、

私、県の建設業協会の方が工業系の学校に行か

れるのかなと思ったんですけど、この記載の表

現を見ると、建設業協会の職員と工業系の高校

の先生が一緒になってどこかの企業に出前講座

に行かれるのかなというふうにもとれたんです

が、どっちでしょうかね。

○福嶋管理課長 この事業につきましては、25

年度から開始をしたものでございまして、建設

業協会が県内の工業系高校のほうに出向きまし

て生徒さんに出前講座をやったりとかというこ

とをまずやってます。それから、一緒になって

現場見学をして、建設業のすばらしさっていう

んでしょうか、こういうものづくりをしてるん

ですよっていうようなことをやってる事業でご

ざいます。

○新見委員 ということは、ここに記載の196名

とは、あくまでの生徒さんの数っていう意味で

すね。

○福嶋管理課長 はい、そうでございます。

○新見委員 何校ぐらいがこの対象になったん

でしょうか。

○福嶋管理課長 これは、県内の５校の工業系

の高校で実施をいたしたところでございます。

○新見委員 続きまして、技術企画課ですけど

も、271ページです。ここに、県の新技術活用促

進システムのことが書いてありますが。この中

身は、いろんな分野に、いろんな企業が登録さ

れますよね。その中に、リサイクルに関する新

技術の新しい分野がそこに追加になったってい

う意味なのか、今まであった部分に、さらにリ

サイクルに関する新技術をたくさん登録するよ

うに仕向けたのか。そのどっちでしょうかね。

○髙橋技術企画課長 新技術システムでござい

ますので、県内で開発された技術、工法を登録

するようになってまして、その中にリサイクル

関係のやつも入ってくるということになってお

ります。

○新見委員 登録した後、やっぱり登録したも

のを利用してもらうことが大事な部分じゃない

かと思うんですが、じゃ、これを使ってみよう

かっていう、そういう状況は今どういう感じで

しょうかね。このシステムの利用状況、採用状

況。

○髙橋技術企画課長 年に二、三十件、新たに

登録されてるんですけど、それの発表会みたい

なものを年に１回やっておりまして、そこで新

しく登録されたやつをＰＲしていくというふう

な活用をしております。

○新見委員 じゃ、最後にもう一点。277ページ

ですけども、道路保全課の部分ですが、通学路

の緊急合同点検を踏まえた上で、いろんな整備

をされておりますけども。この成果のところの

上から３行目、今後のことですが、市町村が策

定する通学路交通安全プログラムに基づく対策

というふうにありますが、ここの部分もちょっ

と詳しく教えていただきたいなと思います。

○馴松道路保全課長 一つは、一番上に書いて

ます緊急合同点検は、24年度に全国的に通学生

の事故があったということで行ったものですけ

ど、これと似たような取り組みでして。24年度
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のときには緊急ということで突発的なものだっ

たんですけど、今後は、この通学路交通安全プ

ログラムというのは、何ていいますか、定期的

にやっていこうというものでして、例えば、警

察、教育委員会、学校、ＰＴＡと、あと道路管

理者が皆合同で、その通学路のどこが危険かと、

何を、どういう対策をするのがいいのかという

のを現地で一緒に点検をして、対策をこのプロ

グラムに盛り込んでいく、それを公表していく、

そういったことになります。それは歩道の整備

だけでもなくて、例えばガードレールであった

り、例えば立ち当番、ソフト対策ですね、こい

うったやつも入ってきます。

そういったプログラムを作成して公表するこ

とによって、国からの補助金っていいますか、

交付金も重点的に配付されるというふうにお聞

きしてるので、ぜひ、ことしは、26年度に全て

の学校と協力しながらこれをつくっていこうと

いうことで取り組んでいるものです。

○新見委員 各市町村がプログラムを策定中と

いうことですかね。

○馴松道路保全課長 委員が言われるように、

現在、夏休みとかから、かなりふえてきており

まして、今年度いっぱいで全部つくっていきた

いなと思ってるところです。

○後藤委員 今、それに関連してなんですが、

道路管理者、警察、学校関係者の立ち合いを緊

急合同でやってきまして、いつも路側帯ってい

うか、白線の不備がよく見られます。白線を引

いてくれとか、よく警察のほうに要望が行くん

ですよ。その道路管理者が国、県、市町村道と

かありまして。私も何回か立ち会いしたことあ

るんですけど、その場で、責任区分っていうか、

白線は市町村ですよとか、そこら辺をはっきり

しないと、毎年毎年、いつも点検して、かなり

の件数していただいてるんですが。

委員長も今回の議会でも質問しましたけど、

今、路側帯及び白線が非常に不備だっていう指

摘を受けてるんですよ。やはりあれだけ通学点

検して、皆さん方が児童の安全を願ってる中で、

なかなか予算の手当てがついてないというのが、

非常に県も含め、市町村も悩ましい部分が、こ

の通学路の安全対策のもととなる白線、路側帯、

簡易歩道整備なんですけど。

今、新見委員も言われましたけど、安全プロ

グラムの中にやっぱり県も十分お入りいただい

て、御指導いただきたいなという点があるもん

ですから、よろしく。要望ですけど、お願いし

ておきます。

○渡辺副主査 １点だけ伺います。報告書の275

ページ、道路保全課の分ですが、クリーンロー

ドみやざき推進事業、これ、地域の方々がいろ

いろと道路の管理、自分たちでできることをや

ろうという面も含めてある取り組みだというふ

うに思ってますけれども。

基本的な考え方として、これはまだ、これか

らもふやしていけるものなのか、それとも、も

うこのぐらいで大体いいんですっていう話なの

か、その辺は、基本的な考え方はどうなんでしょ

うか。

参加者数とかはふえていってると、団体もふ

えていってる傾向になってるかと思うんですが、

今後の見通しというか、考え方をお伺いできれ

ばと思うんですが。

○馴松道路保全課長 副主査が言われたよう

に、275ページの下のほうに年度別の延べ活動参

加人数を書いていて、これは現在、ふえてきて

ます。これはやっぱりＰＲとかをして、ホーム

ページとかにも載せたり、土木事務所でもＰＲ

していただいて、ふやすよう取り組みをしてる
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ということで、基本的な考え方は、ふやしてい

きたいと考えているところです。

それはなぜかというと、やっぱ道路の、自分

の住んでるとこの環境といいますか、環境を改

善することによって道路に対する愛着とかも、

草刈りだけじゃなくて、ごみの問題とか、そう

いったものも少なくなるといいますか、道路に

対する愛着を持っていただくような観点でも、

これをふやしていくのがいいと思っております。

○直原高速道対策局長 先ほど外山委員から御

質問のありました、高速道路の有料、無料の話

についてなんですが。むしろ宮崎県内では無料

の高速道路が各地にありますので一般的のよう

に見えるんですが、高速道路が無料であるって

いうのは、かなり全国的に見ると、そこには恵

まれた措置をしているという、要は特別扱いを

しているものでございます。その特別扱いが当

たり前なんだと、要は、今でいいますと、延岡

から宮崎、それとえびのまで向かう区間も無料

にすべきなんだという話になってくると、それ

が、これからもまた日南や志布志に向かってい

く道路についても恐らく特別扱いがなされるん

でしょうけども、それまで見失ってしまうよう

な結果になりかねないとちょっと心配になった

ものですから。

もし一般の御利用の方が、何でここは無料で、

ここは有料なんだろうというような、無料のと

ころを乗ってるときに疑問に思われたときには、

そこは国から宮崎県に対して、さらに手厚い措

置が加えられた結果なんだというふうに御理解

いただけるように、委員の皆さんも含めまして、

そういった事情なんだということを、全国的に

見ますとあるということをちょっとつけ加えて

御説明させていただきました。

○外山委員 せっかく今、説明いただいたもん

ですから、もうちょっと、後で総括のときにお

聞きしようと思ったけども、ここで聞いたほう

がいいと思って。

今度、日南から串間のほう、それから九州自

動車道、これは新直轄でいくのか、それともＮ

ＥＸＣＯのほうでするのか、そこ辺はもう決まっ

てるんですか。

○直原高速道対策局長 まだ、未定です。どん

な事業方式でいくかは未定ですが、全国的な流

れを見ましたときに、有料方式でやるという可

能性は極めて薄い、もうほとんどないと思って

おります。

○外山委員 新直轄の地元の負担金とＮＥＸＣ

Ｏがやるときの地元の負担金は違うんですかね。

○直原高速道対策局長 ＮＥＸＣＯがやる場合

は、地元の金銭的な負担はございません。それ

に対しまして、例えば新直轄方式ですと、県の

負担が今年度ですと11.5％あったりと、大体１

割強ぐらいあったりいたします。

○外山委員 ということは、ＮＥＸＣＯにやっ

てもらうほうが県持ち出しがないから助かるわ

けですね。さっきの話だと、もうほとんど新直

轄でいくということだけど、工事を早く進捗す

るということもあるのかもわからんけど、でき

たらＮＥＸＣＯにやってもらうほうが宮崎県と

してはいいと思うんだけど、国のほうにそこ辺

の要請はできないんですか。

○直原高速道対策局長 ちょっと話を戻します

と、10年ほど前に道路公団の民営化がございま

した。そのときには道路公団は―その後で継

承するＮＥＸＣＯが結局やることになるんです

が―採算のとれる線しかつくらない、ほかの

路線はもうやらないという、整理が一旦ありま

した。

それで、その後で、それじゃこれからつくら
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れない路線は余りにもかわいそうだろうと。そ

れと、国がその前に、もう何十年も前ですけど

も、国土開発計画などで、例えば本県ですと、

佐伯と延岡の間をつくるという約束をしたのに、

道路公団ではもう採算のとれる線しかつくらな

いという、また別の決定をしてしまうと、その

空白のところを何にもならなくなる。それを国

や県の財政も入れて特別としてつくるというの

が、敗者復活みたいな措置でやられてるという

ような形がございます。

それもありますので、ひょっとするとですけ

ども、宮崎から日南、それと志布志に向かう路

線で採算がとれるような方法があるのかもしれ

ませんけども、それはちょっと今のところはま

だ見出せてないということもありますので、可

能性が相当薄いのではないかというふうに、申

し上げてるのはそういったところでございます。

○外山委員 非常に核心部分をきちっと説明し

ていただいてよくわかりました。

○岩下主査 それでは、以上をもって、管理課、

用地対策課、技術企画課、道路建設課、道路保

全課、高速道対策局の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時14分休憩

午前11時16分再開

○岩下主査 分科会を再開いたします。

これより、河川課、砂防課、港湾課、都市計

画課、建築住宅課、営繕課の審査を行います。

平成25年度の決算について、各課の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、６課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○大谷河川課長 河川課でございます。

当課の決算について御説明をいたします。

まず、委員会資料の19ページからでございま

すが、まず、24ページをお開きください。

一番下の段の河川課の計をごらんください。

当課の平成25年度決算額は、予算額が192

億6,656万7,000円、支出済み額が142億2,821

万4,674円、翌年度繰越額が49億8,556万8,000円、

不用額は5,278万4,326円で、執行率は73.8％、

翌年度繰越額を含んだ執行率は99.7％となって

おります。

次に、（目）の執行残が100万円以上、それと

執行率が90％未満のものにつきまして御説明を

いたします。

戻っていただきまして、19ページをお開きく

ださい。

まず、３行目の（目）河川総務費であります

が、執行率は79.1％となっております。

これは、ダム施設整備事業の翌年度への繰り

越しによるものであります。

次に、20ページ、４行目の（目）河川改良費

でありますが、不用額が220万4,111円、執行率

は72.9％となっております。

不用額の主なものといたしましては、国の直

轄事業における事業費の確定に伴う執行残であ

ります。

また、執行率につきましては、広域河川改修

事業などの翌年度への繰り越しによるものであ

ります。

次に、21ページをお開きください。

中ほどの（目）海岸保全費でありますが、不

用額が629万4,000円、執行率は71.9％となって

おります。

不用額の理由といたしましては、海岸漂着物

地域対策推進事業における事業費確定に伴う執

行残でございます。

また、執行率につきましては、公共海岸事業
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の翌年度への繰り越しによるものであります。

次に、22ページの（目）水防費であります。

不用額が467万6,014円、執行率は86.3％となっ

ております。

不用額の主なものといたしましては、県内13

ダムにおける施設の維持管理費等の執行残でご

ざいます。

執行率につきましては、ダム施設管理事業の

翌年度への繰り越しによるものであります。

次に、23ページをお開きください。

３行目の（目）土木災害復旧費でありますが、

不用額が3,960万9,551円、執行率は70.6％となっ

ております。

不用額につきましては、事業費確定に伴う執

行残でありまして、執行率につきましては、翌

年度への繰り越しによるものであります。

次に、主要施策の成果について、主なものを

説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の河川課のイ

ンデックスの280ページをお開きください。

（２）良好な自然環境・生活環境の保全につ

いてであります。

主な事業及び実績でありますが、表の一番上

の改善事業「次代へつなげよう！魅力ある川・

海づくり」では、宮崎の川と海の自然環境の保

全活動を行う56団体に対しまして、資材の支給

などの支援を行うとともに、河川愛護に関する

シンポジウムを２回、開催をいたしました。

また、水難事故防止のための安全教室にライ

フセーバー団体等による講師をサポーターとし

て派遣をしたところでございます。

次に、281ページをごらんください。

施策の成果等であります。

河川や海岸の美化清掃を行う愛護ボランティ

ア活動の延べ参加人員につきましては、下のボ

ランティア活動状況の表にありますとおり、平

成25年度は7,575人の参加がありました。

さらに、県民と行政が協働して堤防の草刈り

を行う河川パートナーシップ事業への参加団体

数につきましては、その下の表にありますよう

に、534団体と大幅に増加をいたしました。これ

は、一番上の施策の進捗状況の表にあります平

成26年の目標値460団体を大きく上回っておりま

す。

また、河川愛護に関するシンポジウムなどを

開催することで、県民の河川愛護の意識向上が

図られたところであります。

これまでの官民協働による河川・海岸の環境

保全の取り組みにより、県民の河川・海岸愛護

意識は着実に高まってきておりますが、なお一

層の愛護意識の醸成を図るため、引き続き、県

民の皆様とともに魅力ある川づくり、海づくり

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、282ページをお開きください。

（１）安全で安心な県土づくりであります。

まず、表の広域河川改修であります。

これは、平成17年の台風14号などにより浸水

被害を受けました耳川外８河川におきまして、

河道掘削や築堤などの整備に取り組んだところ

であります。

次の、水防災対策であります。

同じく台風等で浸水被害を受けました五ヶ瀬

川外４河川におきまして、輪中堤の整備や宅地

のかさ上げなどを行うことにより、家屋の浸水

被害の防止・軽減に取り組んだところでありま

す。

283ページをごらんください。

１番目の公共海岸でありますが、これは、老

朽化した海岸施設の機能回復及び津波等に対す

る強化を図るもので、日南市の風田海岸、平山
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海岸において護岸のかさ上げなどに取り組んで

いるところであります。

次の、県単河川改良であります。

これは、湯の元川外33河川におきまして、河

道掘削や築堤、河川の堆積土砂の除去などに取

り組んだところであります。

次に、284ページをお開きください。

１番目の直轄河川工事負担金であります。

これは、国が実施をします大淀川外３河川及

び宮崎海岸の整備に対する県の負担金でありま

すが、河川の洪水対策や海岸の浸食対策に取り

組んでいただいたところであります。

次に、３番目のダム施設整備でありますが、

祝子ダム外３ダムにおきまして、放流設備の改

造や管理事務所の改築等に取り組んだところで

あります。

286ページをお開きください。

施策の成果等につきまして御説明をいたしま

す。

まず、①ですが、平成17年台風14号などによ

り甚大な浸水被害が発生した河川を中心に改修

事業を実施しているところでありますが、平成25

年度は、当初予算に加え、補正予算を確保した

ことで、市木川や大淀川の完成が１年早まるな

ど、事業の進捗が図られたところであります。

しかしながら、河川の整備率は48.2％と、い

まだ低い水準にありますことから、今後とも、

より一層重点的に河川改修を推進していく必要

があると考えております。

また、②のソフト対策でありますが、県民へ

わかりやすい防災情報の提供を行うために、雨

量局、水位計及び河川監視カメラを計画的に設

置をしており、平成25年度からは塩見川河口や

伊比井海岸など５カ所において、津波状況を監

視するカメラの画像をインターネットで配信を

しているところであります。

③にありますように、地震・津波対策といた

しまして、広域河川改修事業などにより一ツ瀬

川などで堤防の液状化対策などを実施し、県単

河川改良事業では、引き続き小規模な樋門等の

自動閉鎖化に取り組んでいるところであります。

また、比較的発生頻度の高い津波、いわゆる

Ｌ１津波に対する要対策箇所の検討結果につい

て公表したところでありまして、今年度から事

業着手に向け取り組んでいるところでございま

す。

次に、④の宮崎海岸の浸食対策につきまして

は、平成23年度に工法が決定をされ、突堤建設

や埋設護岸などの対策工事が進められていると

ころであります。

⑤の災害復旧事業につきましては、決定箇所

の96％について工事に着手をし、早期復旧に努

めているところであります。

最後に、⑥でありますが、御承知のとおり、

本県は、洪水、地震、津波など自然災害のリス

クが高いことから、県土の強靭化を着実に推進

していく必要がございます。そのために25年度

は、補正予算を確保し、一定の事業進捗が図ら

れたところでありますが、今後も引き続き、必

要な予算確保に努めるとともに、効果的な事業

執行を行い、ハード、ソフトの両面から防災・

減災対策を推進していく所存であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。河川課は以上でございます。

○土屋砂防課長 砂防課でございます。

当課の決算について御説明をいたします。

委員会資料の25ページをお開きください。

26ページまでが当課の決算内容でございま

す。26ページの一番下の欄、砂防課の計をごら



- 58 -

平成26年10月２日(木)

んください。

当課の平成25年度決算額は、左から予算額87

億1,940万3,000円、支出済み額58億534万5,862

円、翌年度繰越額28億9,288万7,000円、不用

額2,117万138円、執行率66.6％で、翌年度への

繰越額を含めますと、括弧書きの99.8％となり

ます。

次に、（目）の執行残が100万以上のもの、ま

たは執行率が90％未満のものについて御説明い

たします。

25ページをごらんください。

ページの中ほどの（目）砂防費でございます。

執行率が66.4％となっております。

これは、主に繰り越しによるものでございま

す。

また、不用額の2,117万138円につきましては、

国庫補助・交付金事業費等を確定したことによ

るものでございます。

次に、主要施策の成果について御説明をいた

します。

報告書の砂防課インデックス、287ページをお

開きください。

（１）の施策、安全で安心な県土づくりでご

ざいます。

主な事業について御説明をいたします。

表の一番上、通常砂防でございます。

主な実績の内容等でございますが、椎葉村の

一ツ瀬川外16渓流において堰堤工などを整備し

ております。

次に、３番目の地すべり対策でございます。

椎葉村の大藪地区外３地区において観測調査

などを実施しております。

288ページをお開きください。

表の一番上の急傾斜地崩壊対策でございます。

宮崎市の南方垣下１地区外39地区において、

擁壁工及びのり面工を整備しております。

次に、２番目の総合流域防災についてでござ

います。

宮崎市の富吉上村地区外５地区において、急

傾斜地崩壊対策のための擁壁工及びのり面工を

整備しております。

また、日南市の小河内川外19カ所において、

既存の砂防関連施設の緊急改築事業としまして

用地測量等を実施しております。

また、基礎調査につきましては、土砂災害警

戒区域等の指定のため、県内一円で調査を実施

しております。

次に、３番目の県単砂防でございます。

諸塚村の榎木谷川外22渓流において、水路工

及び護岸工を整備しております。

289ページをごらんください。

表の上から２番目の県単自然災害防止急傾斜

地崩壊対策でございます。

これは、市町村が実施する工事に対する補助

金でございます。宮崎市の浮田鳥越地区外13地

区において、擁壁工及びのり面工を整備してお

ります。

290ページをお開きください。

施策の成果等についてでございます。

土砂災害危険箇所の整備につきましては、平

成25年度末の整備率が28.7％でございます。

また、土砂災害警戒区域の指定につきまして

は、25年度末の指定率が22.7％となっておりま

す。

今後とも安全で安心な県土づくりを目指し、

土砂災害危険箇所の施設整備を推進するととも

に、災害時の避難を円滑に行うための警戒避難

体制の整備など、ハード・ソフト両面から総合

的な土砂災害防止対策を推進してまいりたいと

考えております。
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最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。砂防課は以上でございます。

○蓑方港湾課長 港湾課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の27ページから33ページでござい

ます。港湾課には、一般会計と特別会計がござ

いますが、まず、一般会計から御説明いたしま

す。

30ページの一番下の段の一般会計の計の欄を

ごらんください。

平成25年度決算額は、予算額87億4,396万1,487

円、支出済み額64億4,991万6,337円、翌年度繰

越額22億6,629万8,000円、不用額2,774万7,150

円、執行率73.8％、翌年度繰越額を含めます

と99.7％となります。

次に、（目）の執行残が100万円以上及び執行

率が90％未満のものについて御説明いたします。

戻っていただきまして、27ページをごらんく

ださい。

（目）の土木総務費でありますが、不用額が551

万6,963円となっております。

これは、主に空港整備直轄事業負担金の執行

残でありまして、国の事業費の確定に伴うもの

であります。

次に、28ページをごらんください。

（目）の港湾管理費でありますが、不用額

が2,173万187円となっております。

これは、主に直轄港湾事業負担金の執行残で

ありまして、こちらも国の事業費の確定に伴う

ものでございます。

次に、29ページをお開きください。

（目）の港湾建設費でありますが、執行率

が59.7％となっております。

これは、主に港湾改修事業の翌年度への繰り

越しによるものでございます。

次に、30ページをごらんください。

（目）の港湾災害復旧費でありますが、平成25

年度は災害がなかったことにより、50万円が未

執行となっております。

次に、31ページをお開きください。

港湾整備事業特別会計の決算についてでござ

います。

決算額等につきましては、先ほど部長が御説

明しましたので省略させていただきますが、一

般会計と同じく（目）の執行残が100万円以上及

び執行率が90％未満のものについて御説明いた

します。

（目）の港湾管理費でありますが、不用額

が1,280万8,360円となっております。

これは、主に荷役機械や引き船に係ります維

持・点検費の執行残であります。

次に、（目）の港湾建設費でありますが、執行

率が43.5％となっております。

これは、細島港整備事業費の翌年度への繰り

越しによるものであります。

次に、32ページをごらんください。

下のほうの（目）の予備費でありますが、平

成25年度は173万円が未執行となっております。

次に、一番下の段の港湾課の計の欄をごらん

ください。

当課の一般会計、特別会計を合わせました平

成25年度決算額は、予算額108億1,849万7,487円、

支出済み額80億5,762万8,089円、翌年度繰越額27

億1,857万8,000円、不用額4,229万1,398円、執

行率74.5％、翌年度繰越額を含めますと99.6％

となります。

次に、33ページをお開きください。

港湾整備事業特別会計の歳入について御説明

いたします。
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一番下の段の歳入合計ですが、予算現額20

億7,453万6,000円に対し、収入済み額が16

億7,101万2,224円となっております。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

報告書の港湾課のインデックスがございま

す291ページをお開きください。

２の安心して生活できる社会の（１）快適で

人にやさしい生活・空間づくりについてであり

ます。

主な事業及び実績でありますが、みやざき臨

海公園運営は、宮崎港一ッ葉地区にあります、

みやざき臨海公園の管理運営を指定管理者に委

託しているものでございます。

施策の成果等についてでありますが、表の中

の右のほうにあります主な実績内容等にも記載

しておりますとおり、公園全体の利用者数は26

万9,700人、また、海水浴期間の利用者数は９

万9,300人となっております。

各種イベント等の開催により利用促進を図っ

たところであり、前年を上回る利用状況となっ

ております。

次に、292ページをお開きください。

１の経済・交流を支える基盤が整った社会の

（１）交通ネットワークの整備・充実について

であります。

主な事業及び実績でありますが、港湾改修は、

細島港、油津港、古江港におきまして、港内の

静穏度を確保するための防波堤の整備などを

行ったものであります。

その下の統合補助金は、細島港、油津港、内

海港などにおきまして、臨港道路や岸壁の補修

等を行ったものでございます。

次に、293ページをごらんください。

下から２段目の油津港利用促進支援でありま

す。

油津港では、チップ船などの大型船が利用す

る際に、他港からタグボートの回航が必要な状

況となっております。このため、平成24年度か

ら日南市が実施していますタグボート回航経費

の支援事業に県が助成を行ったことにより、港

の利用促進を図ったものでございます。

次に、294ページをお開きください。

細島港整備、多目的国際ターミナルふ頭整備

であります。

この事業は、国が行う大型岸壁の整備に合わ

せ、平成23年度から平成26年度で背後の埠頭用

地を県が整備するもので、平成25年度は野積み

場などの整備を行ったところでございます。

295ページをごらんください。

施策の成果等でありますが、港湾整備につき

ましては、港湾の効率性、安全性、信頼性を確

保するため、重点的、効果的な整備を行ったと

ころでございます。

また、ポートセールス活動につきましても、

港湾セミナーや企業訪問を積極的に実施したと

ころであります。この結果、県内港湾のコンテ

ナ取扱貨物量について過去最高の状況となった

ところでございます。

今後とも港湾のさらなる利用促進を図るため、

港湾機能の充実・強化に努めてまいりたいと考

えております。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

次に、監査報告についてでございます。

港湾課自体の指摘事項はございませんでした

が、港湾事務所で１件の指摘を受けております。

委員会資料の５ページをお開きください。

（１）収入事務の１段目でございます。

中部港湾事務所の、港湾施設用地使用料につ
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いて調定事務がおくれているものが見受けられ

たとの指摘でございます。

今後は、財務規則の規定の確認を徹底するこ

ととともに、事務所内におきますチェック体制

を強化し、適正な事務処理に努めるよう指導し

たところでございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

港湾課につきましては、以上でございます。

○瀬戸長都市計画課長 都市計画課でございま

す。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の34ページから当課の決算につい

て記載しておりますが、まず、37ページをお開

きください。

一番下、都市計画課、計の欄をごらんくださ

い。

当課の平成25年度決算額は、予算額38億95

万3,000円、支出済み額が23億9,011万6,060円、

翌年度への繰越額が12億8,678万4,000円、不用

額が１億2,405万2,940円となっておりまして、

執行率は62.9％、翌年度繰越額を含めますと96.7

％となっております。

次に、（目）の執行残が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものについて御説明いた

します。

34ページへお戻りください。

上から３段目、（目）の都市計画総務費であり

ますが、執行率82.6％につきましては、繰り越

しによるものであります。

次に、35ページをごらんください。

上から３段目、（目）街路事業費でありますが、

執行率58.7％につきましても繰り越しによるも

のであります。

次に、36ページをごらんください。

中ほど、（目）公園費でありますが、不用額１

億2,404万236円となっております。

これは、主に交付金事業費が確定したことに

伴う不用額であります。

また、執行率が64％となっておりますが、翌

年度への繰越額を含めますと90.9％となってお

ります。

次に、主要施策の成果について主なものを御

説明いたします。

報告書の都市計画課のインデックス、296ペー

ジをお開きください。

まず、１の（２）良好な自然環境・生活環境

の保全であります。

表の１番目、公共下水道整備促進により、小

林市外５市５町に対して財政支援を行うととも

に、表の２番目、流域別下水道整備総合計画で

は、大淀川の水質基準を達成するための下水道

整備の方針等を定めている現在の計画が、平成27

年度に終期を迎えることから、その改定作業を

行っております。

これらの取り組みによる施策の成果等であり

ますが、297ページの上の表にありますように、

下水道の整備などにより、県内の平成25年度末

現在での合併浄化槽等を含めた生活排水処理率

は74.7％となっております。

このうち下水道施設での処理率は、下の表に

記載しておりますとおり、平成25年度末で49.3

％となっておりまして、施策の成果等の③にあ

りますように、県の生活排水対策総合基本計画

の目標値である平成26年度末の49.9％に対しま

して、おおむね計画どおりの進捗となっており

ます。

今後とも実施主体の市町村に対しまして、地

域の実情に応じた効率的・効果的な整備が図ら

れるよう支援を行ってまいります。



- 62 -

平成26年10月２日(木)

次に、298ページをお開きください。

２の（１）快適で人にやさしい生活・空間づ

くりであります。

表の２番目、広域圏まちづくり実行プログラ

ム策定でありますが、これは、県が平成23年度

に策定しました、都市計画区域マスタープラン

の実効性を高めるために、市や町と、市町村マ

スタープラン策定に関する勉強会などを行いな

がら、マスタープラン策定のための参考資料を

策定したものであります。

次に、表の３番目、人との絆でつくる景観ま

ちづくりでありますが、これは、景観行政団体

になった市町村のうち、景観計画の策定に取り

組まれた小林市外２町村に対して財政支援を

行ったほか、地域住民や行政職員を対象とした

景観研修の開催や、景観に関する検討会などへ

の景観アドバイザーの派遣等を行ったものであ

ります。

次に、右のページの表の１番目、都市計画に

関する基礎調査実施でありますが、これは、都

市計画法の規定に基づきまして、人口や産業、

土地利用の状況等を調査するもので、18の都市

計画区域のうち、宮崎港域都市計画区域など２

つの区域について調査を実施したところであり

ます。

300ページをお開きください。

これらの取り組みによる施策の成果等であり

ますが、②にありますように、市町村のマスタ

ープランが県の都市計画区域マスタープランに

即したものとなるよう、関係市町へ支援を行っ

たところであります。

また、③にありますように、市町村の景観計

画策定や景観整備機構の活動支援、人材育成や

各種団体のネットワークづくりの支援により、

地域の主体的、持続的な景観まちづくり活動が

展開されております。

さらには、⑤にありますように、基礎調査の

結果につきましては、マスタープランの改定や

都市計画の決定に活用し、集約型都市構造の形

成に取り組むこととしております。

なお、⑦にありますように、市町村マスター

プランや景観計画の策定などの市町村支援並び

に都市公園整備により一定の成果が見られたと

ころでありますが、平成26年度も引き続き、施

策を推進し、市町村との連携を一層深め、快適

で人に優しい生活・空間づくりに努めていきた

いと考えております。

次に、右のページの（２）地域交通の確保で

あります。

表の２番目、土地区画整理につきましては、

施行地区内の都市計画道路が整備され、都市基

盤整備の促進が図られることから、日向市の日

向市駅周辺地区など県内２地区で、その整備費

について支援を行ったものであります。

次に、表の３番目、公共街路でありますが、

これは、宮崎市街地の中村木崎線外９路線にお

きまして街路の整備を行ったものであり、延

長1,178メーターを供用したところであります。

次に、302ページをお開きください。

これらの取り組みによる施策の成果等であり

ますが、②にありますように、街路整備等の推

進により、地域交通ネットワークと連携した放

射・環状道路、交通結節点へのアクセス道路な

ど、まちづくりと一体となった道路整備を進め

たところであります。

今後とも、都市部における安全で円滑な交通

を確保する道路整備を進めるとともに、安心で

快適な都市空間の整備に取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、303ページの３の（１）安全で安心な県
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土づくりであります。

表の「公共都市公園整備」でありますが、総

合運動公園の第３陸上競技場改修工事や、老朽

化した施設の機能更新工事を行ったものであり

ます。

施策の成果等でありますが、大規模災害に対

する被害の軽減や、安全で快適な施設の利用促

進を図ったものであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

都市計画課については以上であります。

○森山建築住宅課長 建築住宅課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の38ページから41ページでありま

す。まず、41ページをお開きください。41ペー

ジでございます。

一番下の段の建築住宅課、計の欄をごらんく

ださい。

当課の平成25年度決算額は、予算額32億1,284

万7,000円、支出済み額28億3,131万2,102円、翌

年度繰越額３億6,593万4,000円、不用額1,560

万898円、執行率88.1％、翌年度への繰越額を含

めますと99.5％となります。

次に、（目）の執行残が100万円以上のもの、

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。

38ページにお戻りください。

中ほどの（目）建築指導費でありますが、不

用額が574万8,292円となっております。

不用額の主なものとしましては、建築確認申

請に伴う構造計算適合性判定の件数が、予想し

ていた件数を下回ったことなどにより、不用額

を生じたものであります。

次に、39ページをお開きください。

中ほどの（目）都市計画総務費でありますが、

執行率が75.3％となっております。

これは、主に都市計画法に基づく開発審査会

での審査件数が予想を下回ったことにより、審

査会の開催が少なくなったため不用額を生じた

ものであります。

次に、下から４行目の（目）住宅管理費であ

りますが、不用額が735万390円となっておりま

す。

不用額の主なものとしましては、県営住宅の

修繕費として、電気・給排水設備の故障、風呂

釜の交換などの緊急修繕や退去修繕のための経

費を確保しておりましたが、想定を下回ったこ

となどにより不用額を生じたものであります。

40ページをごらんください。

下から５行目の（目）住宅建設費であります

が、不用額が231万4,274円となっております。

不用額の主なものとしましては、市町村が整

備する高齢者等の特定目的住宅に対し、その整

備費の一部を助成する、人にやさしい公営住宅

整備拡充事業における市町村からの申請が見込

みを下回ったことなどにより、不用額を生じた

ものであります。

また、執行率が82.7％となっておりますが、

翌年度への繰り越しを含めますと99.9％となっ

ております。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の建築住宅課

のインデックス、304ページをお開きください。

まず、（１）快適で人にやさしい生活・空間づ

くりについてであります。

主な事業及び実績について御説明いたします。

まず、新規事業の県営住宅標高表示板設置に

つきましては、沿岸10市町に立地する県営住宅62
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団地において測量調査を行い、各団地に１カ所

ずつ標高表示板を設置いたしました。

その下の公共県営住宅建設の住宅整備事業に

つきましては、日南市の馬越団地４号棟１棟20

戸を着工し、本年９月に完成しております。ま

た、宮崎市内のひかりヶ丘Ｃ団地２～９号棟ま

での８棟22戸及び平和ヶ丘団地１号棟１棟40戸

が完成し、高鍋町の持田団地３号棟１棟40戸は、

本年４月に完成したところです。

また、環境整備事業としては、西都市内の久

保鶴団地外におきまして、外壁改修等を実施し

たところであります。

305ページをごらんください。

市町村営住宅建設促進につきましては、人に

やさしい公営住宅整備拡充事業として、市町村

が整備する高齢者や障がい者世帯向けの特定目

的住宅に対し、その整備費の一部を助成したと

ころであります。

次に、２つ下の新規事業、宮崎県住生活総合

調査でございます。

この調査は、昭和35年から５年ごとに実施し

ているものでありまして、国が実施する全国調

査と連携して、住まいや周辺環境に対する意識、

住みかえ等の居住状況の変化などを継続的に把

握するものでありまして、これによりまして、

宮崎県住生活基本計画策定における施策の検討

のために必要となる基礎的な資料を得るために

行ったものであります。

306ページをお開きください。

施策の成果等についてでありますが、②にあ

りますように、県営住宅の建てかえや高齢者対

応改善工事の実施により、居住環境の向上やバ

リアフリー化の推進に努めてまいりました。

今後とも、高齢者等の住宅確保要配慮者の居

住の安定を確保するために、計画的な住宅整備

に努めてまいりたいと考えております。

307ページをごらんください。

（１）安全で安心な県土づくりについてであ

ります。

主な事業及び実績でございます。

建築物防災対策につきましては、既存建築物

等安全対策推進事業としまして、耐震相談窓口

の設置や建築物防災展の開催などを実施いたし

ました。

また、木造住宅耐震化リフォーム促進事業に

おいて、県内19市町で139戸の耐震診断、12市町

で30戸の耐震改修の補助をそれぞれ行うととも

に、７市町で72件のアドバイザー派遣を実施し

たところであります。

施策の成果等についてでありますが、木造住

宅の耐震化に係る所有者の費用負担を軽減する

ため、耐震診断と耐震改修の補助事業を実施し、

特に平成25年度から耐震改修の補助率を一部３

分の１から２分の１に引き上げることにより、

耐震改修の件数が伸びたところであります。

今後も、引き続き建築物所有者の防災意識の

高揚を図り、木造住宅の耐震化の促進に努めて

まいりたいと考えております。

主要施策の成果については以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。建築住宅課は以上でございます。

○上別府営繕課長 営繕課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の42ページから43ページに記載し

ていますが、まずは、43ページの一番下の段の

営繕課、計をごらんください。

当課の平成25年度の決算状況は、予算額７

億3,355万7,000円、支出済み額７億1,640万5,549

円、不用額1,715万1,451円となり、執行率は97.7



- 65 -

平成26年10月２日(木)

％となっております。

次に、（目）の執行率が90％未満のものはござ

いませんが、執行残が100万円以上のものについ

て御説明いたします。

42ページをごらんください。

上から３段目、（目）の財産管理費であります

が、不用額が1,708万8,729円となっております。

主なものとしましては、組織改正に伴う執務

室改修等に係る修繕費の執行残と、庁舎、公舎

等に係る営繕工事費の執行残であります。

次に、主要施策の成果でありますが、当課は

該当ございません。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。営繕課は以上であります。

○岩下主査 各課の説明が終了いたしました。

質疑につきましては、午後１時より開会をい

たします。

暫時休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後１時０分再開

○岩下主査 分科会を再開いたします。

河川課、砂防課、港湾課、都市計画課、建築

住宅課、営繕課の説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○太田委員 主要な施策の成果に関する報告書

の284ページ。ダム施設管理ということで、堆積

土砂の除去という業務がありますが、堆積土砂

については、どういう年数をもって計画的にとっ

ていくのか。ある程度、堆積させざるを得ない

とは思いますが、どういうサイクルで、たまっ

たということでとっていかれるのか。それから、

方法。漁協との関係とかあると思いますので、

濁りやらの配慮とか、何かその辺のところ教え

てください。

○秋山ダム対策監 堆積土砂に関するお尋ねで

すけれども、ダムを計画するときに、計画とし

ては大体100年の目安を考えて堆砂容量というの

を設定してダムをつくっております。ただ、あ

くまでも計画ですので、年数がたってくると、

どんどんたまって、特に平均でたまるんじゃな

くて、側に一様にたまっていきますので、土砂

除去につきましては、貯水池の上流端を集中的

に行っているところです。

いわゆる県の管理するダムにつきましては、

洪水調節という容量を確保しなくてはいけませ

んので、その部分の状況を見ながら掘削をして

います。基本的に、あんまり水につかってると

ころじゃなくて、水を引いた上でとりますので、

余り濁りの出ないようにとっているところでご

ざいます。その状況については、毎年、堆砂状

況という形で測量調査をして、しゅんせつする

か掘削するかということを判断しております。

○太田委員 わかりました。堆積土砂の関係は

非常に悩ましいことではあろうと思いますけど、

構造上、ダムからそういったのを放出するとか

いうような手法っていうのは、もう基本的には

だめなんですね。

○秋山ダム対策監 県の管理しているダムにつ

きましては、建設年次も古いものも多いので、

当時、建設するときはそこまで考えておりませ

んでした。ただ、近年のダムにつきましては、

そのような状況もありますので、必要に応じて

事前に対策をやるというようなものもございま

す。

○太田委員 なるほどね。わかりました。

次のページの285ページ。施策の進捗状況の、

河川改修が必要な区間の河川整備率ということ

になってますが。整備をしたところが分子であ
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るとするならば、分母が何らかの河川改修が必

要な区間として、何か計画の中で認定されたも

のだろうと思いますが。その分母のところの区

間というのは、例えば危険なところといってあ

らかじめ認定されたところなのか。計画の中で、

分母はこういう場所なんですというのがわかれ

ば教えてください。

○大谷河川課長 河川改修が必要な区間のお話

でございますが、県が管理する一級、二級河川

の延長が全体で2,600キロほどございます。その

中で、いわゆる流域の資産の状況とか、今まで

の洪水発生の状況とか、山間部等で改修の必要

がないといったものを勘案しまして、1,088キロ

程度を改修の必要な延長として、分母で計上を

しておるところでございます。

○太田委員 1,088キロっていうのは、半分近く

の長さになりますけど、それは危険ではないと

いうか、崩落するようなものではないけれども、

その区間として見てるということなんですね。

だから、なかなか改修率が、整備率が進まない

のかなという感じがして。48％とかいうのは、

やってるほうだよねという理解をしていいのか

なと思って。

○大谷河川課長 おっしゃるように、1,088キロ、

これを全て整備をするということは、285ページ

の施策の進捗状況を見ていただきましても、各

年度、大体平均で0.5％、これ延長にしますと約

５キロ程度になります。それぐらいしか進んで

ないというのはございます。改修をすべき1,088

キロというのはございますが、やはり今までの

洪水による被害とか、そういったところを重点

的にやっていますので、全部を整備するのは非

常に年月がかかります。

○太田委員 わかりました。遅々としてはおる

けれども、確実にやっているという評価をして

よろしいということですね。わかりました。

それともう一つ、同じく300ページ、都市計画

課のほうでいいますと、これ途中で説明があっ

たかもしれませんが、景観行政団体の移行状況

ということで、景観行政団体数というのがあり

ますが、この言葉はどういう意味でしたかね。

○瀬戸長都市計画課長 景観行政団体について

のお尋ねですけども、これは、景観法に位置づ

けられました景観行政を推進するための機関と

いうことで、県内26市町村ございますけど、平

成25年度末で22の市町村が景観行政団体になっ

ておられるということでございます。

○太田委員 わかりました。市町村のことです

ね。

最後に、委員会資料の33ページ。港湾特別会

計。33ページの８の使用料及び手数料で、未収

というのもあるようですが、港湾の場合の未収

というのは、いかなる理由があるんですかね。

○蓑方港湾課長 この未収につきましては、細

島港におきます、野積場といいますか、土地の

使用料ですとか、桟橋の使用料、この２件になっ

ておるんですけども。これが、年度内の収入が

できなかったということで未収入扱いになって

おります。ちなみに、平成26年の６月に収入は

終わってるところであります。

○太田委員 全部で調定が４億2,000万円です

ね。県の管理する港湾ごとに収入があると思う

んですが、延岡港の場合は収入はどのくらいあ

るんですか。

○蓑方港湾課長 延岡港と延岡新港というのが

ございますけど。

○太田委員 新港でお願いします。全部上げる

と大変ですが、大きなところから教えてくださ

い。

○蓑方港湾課長 延岡新港につきましては、倉
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庫みたいな上屋の使用料が、平成25年度で2,460

万円余ございます。それから、野積み場の使用

料が230万円余ございます。

○外山委員 委員会資料の38ページの建築住宅

課。聞き漏らしか聞き間違いかわからないんで、

もう一回ちょっと確認したいんですが、建築指

導費の574万8,000円ありますね。この減額は構

造設計の申請が減ったからというふうに私は聞

こえたんだけど、それでいいんですか。

○森山建築住宅課長 建築確認申請のときに大

規模な建物等、特殊なものにつきましては、構

造計算を建築確認適合性判定という第三者機関

に審査してもらうようになっております。その

件数が、おっしゃるように32件ほど見込んでおっ

たんですけども、それが21件ということで、減っ

たということで不用額が生じております。

○外山委員 ちょっと前に、建築確認をする場

合に、構造設計の確認が、その専門の建築士が

非常に少ないということもあって非常におくれ

た時期がありますよね。あれから比べると、こ

の申請がもう単純に減ってきたっていうことで

すか。要するに建築住宅、建築の確認申請が減っ

てきたんでそういうふうになったのか。それと

も、そういうことを審査する建築士がふえてき

たんでこういうふうになったのか。そこのとこ

ろ、どうなんでしょうね。

○森山建築住宅課長 建築確認につきましては、

一般的な木造の住宅から建築基準法によって確

認申請とか出していただいております。この構

造計算の適合性判定を要する建物といいますの

は、例えば鉄筋コンクリート造で高さが20メー

トルを超えるものですとか、木造であれば、高

さが13メートルを超えるものとか、そういった

特殊的な大規模な建物について、構造計算適合

性判定ということで、第三者機関のほうに建築

士が一旦申請を受けまして、審査した後にその

構造計算だけを審査してもらうわけです。

ここ最近で５年ぐらいで見ますと、一定とい

うか、ばらばらなんですけども、例えば平成21

年度は24件ぐらいありましたけども、ここ最近

はもう十数件ですとか、25年度は21件あったわ

けです。建築については、いろいろ経済、社会

情勢等の影響も受けると思いますけども、この

構造計算適合性判定を受けてる建物、県が所管

してる分については、今、申し上げたようなこ

とでございます。

それと、建築確認の審査というのは、以前は

行政のほうで、宮崎県ですとか宮崎市ほか、特

定行政庁で行っておりましたけども、法改正が10

年ほどになりますけども、民間機関でも審査で

きるようになりましたので、そういった分では、

民間のほうに流れたりしておりますので、行政

のほうの確認申請の数は、減っていると考えて

おります。

○新見委員 報告書の281ページ。河川課の分で

す。一番上に施策の進捗状況ということでずっ

と一覧表がございますが、平成25年度の実績値

が534までいって、26年度の目標値が460という

ふうに数字が減ってるのは、説明があったかも

しれませんが、減った理由、もう一回ちょっと

教えていただきたいと思います。

○大谷河川課長 281ページの施策の進捗状況の

目標値につきましては、県の長期計画等を決め

た当時に、26年度の目標値を定めております。

数値を見ていただくとわかりますように、パー

トナーシップの事業の住民の方からの要望が非

常に多うございまして、私どもが目標を立てて

いた以上に、パートナーシップ事業に参加して

いただく県民の皆さんがふえたというようなこ

とになっております。
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○新見委員 ということは、当然26年度も、こ

こに記載してある目標値より、はるかに高い実

績が予想されますけども、それはそれとして、

前年度の実績を勘案して26年度はこのくらいと

いう設定の仕方じゃなくて、当初の長計のプラ

ンのとおり、ここは数字が出てくるということ

ですね。わかりました。

それと同じページの中ほど。河川や海岸での

ボランティア活動状況における支援団体数が、

平成25年度が56、河川パートナーシップ事業に

よる参加団体数が534ということで数字がありま

すが、支援団体数の56というのは、具体的には

どういった団体が入ってるんでしょうか。

○大谷河川課長 支援団体数、ボランティア活

動状況の支援団体数と河川パートナーシップの

参加団体数がございますが、中にはダブってお

られる団体もございます。

上の支援団体のほうは、左の280ページにあり

ますように、ボランティアさんがやっていただ

くときに、ごみ袋であるとか軍手であるとか支

給をしますということで参加をいただいてい

る56団体になります。

河川パートナーシップにつきましては、地元

の自治会とか、近くの河川の草刈りをしていた

だく場合に報償費としてお支払いをするという

ようになっておりまして、この団体数はそういっ

た団体になっております。

○新見委員 河川パートナーシップ事業は大体

自治会なんかの団体だとはわかるんですけど、

もう一回、上のほうの支援団体。

○大谷河川課長 上のボランティアの活動状況

の団体につきましては、例えば、宮崎で言えば、

石崎川とか浜がございますけれども、そこで、

宮崎の海岸をみんなで美しくする会とか、団体

組んでいただいて、そういった方がボランティ

アでやっていただくときに申請をしていただい

て、支援をするというようなことになります。

○新見委員 わかりました。自治会レベルじゃ

なくて、もうちょっと大きな団体という意味で

すね。わかりました。

それと、305ページ。建築住宅課ですけども、

１番目の市町村営住宅の建設促進事業で、25年

度が、宮崎市、西都市、門川町で13戸整備され

るということですが、ここに記載の市町の具体

的戸数を教えていただけますか。市町ごとの。

○森山建築住宅課長 戸数を申し上げます。宮

崎市が６戸、西都市が２戸、門川町が５戸、そ

れで、宮崎市は障がい者向けが６戸でございま

して、西都市と門川町は高齢者向け改善という

ことでございます。

○新見委員 宮崎市６戸は障がい者向けと。要

するに、１階の部屋を利用しての、車椅子等々

で入れるようなバリアフリーの対応かなという

イメージがありますけども。これは、国と県単

でやってますけども、宮崎市独自も当然、それ

なりの負担があるわけですよね。

○森山建築住宅課長 この障がい者向け６戸に

つきましては、建てかえで整備したものでござ

いますが、建てかえに際しましては交付金の45

％の補助がございます。

○新見委員 最後にしますが、県営住宅のバリ

アフリー対応等は、この表上ではどこに入って

くるんですかね。304ページのほうですかね。県

営住宅のバリアフリー対応。

○森山建築住宅課長 前ページの304ページでご

ざいますけども、公共県営住宅建設の中の右側

の欄の２番目、環境整備事業、久保鶴団地の外

壁改修工事等と書いておりますけども、ここで

高齢者向け改善等を行っております。

○新見委員 具体的に戸数は何戸あったんで
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しょうか。

○森山建築住宅課長 31戸を高齢者向けに改善

しております。

○岩下主査 ほかに何か御質問はありませんか。

○太田委員 303ページ。都市計画課のほうで、

総合運動公園の改修というので上げられてます

が。総合運動公園は公園として認定されてある

からこういうふうになるのかなと思いますが、

中身は水泳場とか陸上競技場、それからテニス

コートとかありますね。これスポーツ施設と見

たときには、もう教育委員会の体育関係の管轄

かなと思うんですが、県の場合はスポーツ施設

というのは、教育委員会ではなくて、もう公園

とみなした上での、都市計画課が管轄になるん

ですかね。

○瀬戸長都市計画課長 都市計画課では、総合

運動公園にあります有料施設の維持補修に関す

る業務を所管しております。例えば、競技の運

営で施設を新たに改修してレーンの数をふやす

とか、そういう話になりますと教育委員会のほ

うの所管になります。

○太田委員 維持補修のみということですね。

国体とかいろいろあって、予算をどっちに要求

しないといけないのかなと思ったところで。わ

かりました。

○岩下主査 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、河川課、砂防課、港湾

課、都市計画課、建築住宅課、営繕課の審査を

終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時26分休憩

午後１時27分再開

○岩下主査 分科会を再開いたします。

前半、後半の説明及び質疑が全て終了いたし

ましたので、総括質疑に移ります。

県土整備部の決算全般について、何か御質疑

はありませんか。

○宮原委員 先ほどの砂防課、河川課で質問し

たほうがよかったかなとも思うんですが、287ペ

ージに火山砂防ということで、洗出川外１渓流

ということであるんですが、この火山砂防って

いう事業を使えるところは霧島連山のあの周辺

だけなんでしょうか。

○土屋砂防課長 火山砂防の対象の考え方でご

ざいますけれども、火山地域に限定される砂防

事業になります。県内で申しますと、新燃に代

表される霧島火山。それともう一つ、加久藤付

近の国見、矢筈。県内ではこの２地域が火山地

域になっておりまして、この中で実施する砂防

事業でございます。

もう一つ条件がございまして、この地域の中

でも、渓流の流域の降灰ですとか崩壊の状況が、

ある一定規模以上でないと火山砂防事業では取

り組めないということで。

火山地域で、なおかつその中で渓流の流域が

ある程度以上、降灰している箇所ということに

なります。

○宮原委員 その火山砂防の渓流も下に行くと

普通の川とつながってしまいますよね。どの辺

までが火山砂防の対象になってっていうのは、

何か基準があるんですかね。

○土屋砂防課長 基本的には流域を考えますの

で、流域が火山地域に入ってるということであ

れば、火山砂防ということになります。具体的

には、火山の噴出堆積物が覆われてる地域とい

うことになっておりますので、具体的に通常砂

防になるのか火山砂防になるのかは現地のほう

で踏査して決めて、国に申請をするというよう
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な手続になっております。

○宮原委員 この洗出川の上流を見たときに、

上のほうでは砂防ダムがつくってあったりして

整備がされてるんだけど、その下がずっと整備

がされてないということになるんですよ。それ

を考えたときに、事業としては、もう人家もあ

るし、畑、田んぼがあるという地域になると、

火山砂防という位置づけではないということに

なるんでしょうかね。

○土屋砂防課長 基本的には、通常砂防、火山

砂防、両方で守るということになりますので。

ただ、今、委員のおっしゃいましたように、基

本的に砂防事業につきましては、降雨等により

まして異常土砂が流出するのを食いとめる。水

ではなくて土砂のほうを対象にしておりますの

で、そうなりますと基本的に構造物で効果が発

揮できる場所っていうのはおのずと限られてき

ますので、やはり現地の状況を見ながら事業計

画を練っていくということになろうかと思いま

す。

○宮原委員 今回、ここに書いてある用地の測

量であったり、物件の調査というのは、そうい

う部分に該当してるところを―やっぱり国

が10分の5.5で比率が高いので―国がいいです

よと言われたときにできるということで判断し

ていいんでしょうか。

○土屋砂防課長 委員が今、おっしゃったとお

りでございまして、砂防の場合の用地取得につ

きましては、施設を設置する面積、それと、特

に砂防ダムの場合については、砂防ダムを設置

することで土砂が堆積しますので、その堆砂敷

きまで用地取得しますので、その範囲の中の用

地と、もし家屋等があればそういう物件調査、

そういった分を今、ここには計上しております。

ですから、基本的には国と計画を協議して、事

業採択のオーケーが出れば、こういった用地取

得とか物件調査を進めて、その後に工事を着手

するというような順番になります。

○宮原委員 砂防ダムをつくって、上で土砂を

とめて、除去したりしてとまるんであれば、下

は水の問題ではなくて、土砂で影響がなければ

もう手をつけないということでいいんですよね。

○土屋砂防課長 砂防の立場から言えば、委員

のおっしゃったとおりでございます。

○宮原委員 わかりました。

○岩下主査 ほかに御質問はありませんか。

○外山委員 県土整備部の施策の体系表。これ

見ると、自然と共生した環境にやさしい、要す

るに、自然と共生しながら立派ないい社会とい

うか、環境に配慮した事業をやっていくという

のが一番最初に来てますね。もう一昔前と全然

変わってきたなと思うんです。一昔前は、何し

ろ基盤整備がもう先にいって、それから、例え

ば河川改修をするんだったら、そこの生物も生

かしながらという改修に変わってきた。そうい

うような中での、今の県土整備部の基本的な姿

勢っていうのはよく見えるんですが。

そういうことで、ちょっと聞きたいんですが、

そういう流れの中で、港湾課の291ページ。一番

頭のところに、動物の適正飼養が徹底されて、

人と動物が真に共生する社会を目指すという施

策の目標がありますが、これ、具体的にはどん

な動物を考えておるんですかね。そして、どう

いう事業をされたのか。

○蓑方港湾課長 港湾の港、海岸とかですけど

も、さまざまなアカウミガメですとか、コアジ

サシですとか、そういう動植物等もございます

ので、そういう生態系等にも配慮しながら整備

等を行っていくということでございます。

○外山委員 このタイトルに乗っかって具体的
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にはどんな事業をされました。

○蓑方港湾課長 港湾の整備を行うに当たって、

例えばアカウミガメやコアジサシの産卵時期等

を外して行うとか、そういうようなことを行っ

ております。

○外山委員 いや、港湾課でぱっとこういうの

が出てきたから何かなと思ってちょっと聞いた

んですが。これ以上聞きませんが、同じような

ことで、河川課にちょっと聞きたいんですよ。

河川課でも生物の多様性が保たれるようなこ

とを配慮しながら施策をやっていこうというこ

とで。河川課としては、生物の多様性が保たれ

るということを視点に置いて事業をやられたと

思うんですが、具体的にもう少し、こういう形

でやったと、こういうことをやったということ

がわかる形で説明をいただくといいんですが。

○大谷河川課長 河川につきましては、河川法

が改正をされまして、委員がおっしゃったよう

に、どうしても治水とか利水、そういったこと

だけだったんですけど、環境面にも配慮しましょ

うということが新しい河川法でうたわれており

ます。そういった中で、多自然の川づくりを進

めましょうということで、現在、進めておりま

す河川につきましては、全てそういったことを

勘案しながら事業をやっていこうということで

考えています。例えば、都城の横市川とかござ

いますが、河川改修をやる上で、護岸の、いわ

ゆる下のほうに、みお筋を利用するような形で、

魚が住めるような形にしたりとか、それとか木

材を利用して計画しまして、魚のすみかを設け

るとか、そういったことで取り組みをしておる

ところでございます。

○外山委員 議会でも、何年か前に、何回か指

摘したと思うんですが、宮崎県の河川にはダム

がありますよね。あのダムで魚が上がっていか

ない。それで、魚道の確保をする必要があるん

じゃないかっていう議論が今、大分ありますよ

ね。この魚道の確保のための事業は、ここでは

まだやっておられませんか。

○大谷河川課長 魚道に特化した事業というの

はございませんが、県単の河川改良事業がござ

いまして、その中で、ちょっとした堰が、床ど

めとかあって魚が上れないというようなところ

につきましては、極力、生態系に配慮した形で、

魚道の整備もあわせて行ってきております。

○外山委員 ダムによっては全く魚が上がれな

い、魚道が確保できてないところ、幾つかあり

ますよね。ここ辺の見直しっていうか、魚道を

つくるということは今のところ考えてないんで

すかね。

○秋山ダム対策監 ダムにつきましては、高さ

の低いものについては県内のダムでもございま

すけれども、もう高くなると、その効果とか費

用面を考えると、ちょっと今のところ、難しい

と考えております。

○外山委員 費用は確かにかかるだろうし、最

初にダムをつくるときにそこまで配慮すればよ

かったんでしょうが、昔はそこまで配慮はなさ

れなかったと。しかし、そこで魚道が断たれて

しまうと生態系が変わってくるし、将来のため

にも、何らかの方策を考えていく必要があると

思いますがね。ここではそれ以上の議論はしま

せんけど、もう全く難しいというんじゃなくて、

何か方法がないか、また議論をしていただくと

いいかと思います。

○岩下主査 ほかに何か御質疑はございません

か。

○太田委員 午前中にもお聞きしましたが、269

ページ。管理課の業務で、建設業指導の新分野

への進出支援ということで、７件あるというこ
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とでしたよね。そのうち福祉関係に進まれたの

が２企業ほどっていうことでしたが。

実は、きのうの労働委員会の審査の中で、福

祉事業所といったところの労働争議がややふえ

つつあるのかなと。個別的なあっせんなんかも、

福祉現場での労使関係のトラブルとかあるよう

です。

私自身も経験したのは、相談があって聞いて

みたところ、タイムカードっていうのは本来、

働く人が押さないかんわけですが、それを社長

及びその親族が強制的に５時になってタイムカ

ードを押すというようなことで。それはいかん

ねということで労働基準監督署に行ったら、と

んでもないことですねということでもありまし

た。

今、雨後のタケノコのごとく、福祉施設がど

んどんできておるんですが。本当に一生懸命人

のためを思って、福祉の心を持ってやってる人

が大方だろうと思いますが、人間がともに生き

ていこうというような世の中で、ちょっと逆行

してる動きも。こういう言葉を使っていいかど

うかわからないけど、いわゆる利潤追求とか生

き残るためにという、何か方針が間違ってると

ころもあるように感じるもんですから。

管理課のほうでどうこうということではない

んですが、こういった福祉産業の新分野に入り

込んでいく企業の人たちに、法令遵守といいま

すか、コンプライアンスというところも含めた

新分野進出に対する助言、指導なりを。もちろ

ん善良な企業が進出されてるとは思いますけど、

非常に気になるとこだったもんですから。土建

業から福祉に行くときに、ちょっと感覚的に違

う扱いがあるんだよというところ辺をうまいぐ

あいに指導されたり。もう当然知ってるとは思

いますが、どうかなと思いまして、ちょっと念

のためお聞きしますが、そういったところも指

導されてるということでよろしいですか。

○福嶋管理課長 主要施策の成果に関する報告

書の同じページに、経営相談がございます。実

は、これにつきましては、産業振興機構に委託

を行いまして、経営アドバイザーとか中小企業

診断士の方々、そういった専門家による経営相

談窓口を設置しております。

その相談内容の主なものが新分野進出、やは

りちょっとわからない部分があったりとかいう

ことがあるもんですから、主として新分野の進

出に係る相談っていうのが多うございます。そ

の中で、やっぱりそういった部分っていうんで

しょうか、ふなれな分野に進出しようという建

設業者に対して、しっかりとした相談に応じて

いるという状況でございます。

○太田委員 わかりました。世相として悪い方

向にも行ってはいけませんので、ひとつ御配慮

をよろしくお願いしたいと思います。

○岩下主査 ほかに御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、以上をもって県土整備

部を終了いたします。

執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時45分休憩

午後１時47分再開

○岩下主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、３日の１

時30分に採決を行いたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、そのように決定いたし

ます。
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そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。

午後１時48分散会
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午後１時29分再開

出席委員（７人）

主 査 岩 下 斌 彦

副 主 査 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 沖米田 哲 哉

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

○岩下主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 議案第18号についてお諮りいたし

ます。

原案のとおり認定することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 御異議がありませんので、原案の

とおり認定すべきものと決しました。

次に、主査報告骨子（案）についてでありま

すが、主査報告の内容として御要望などはあり

ませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時29分休憩

午後１時32分再開

○岩下主査 委員会を再開いたします。

それでは、主査報告につきましては、正副主

査に御一任いただくことで異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 それでは、そのようにいたします。

そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下主査 何もないようですので、以上で分

科会を終了いたします。

午後１時32分閉会

平成26年10月３日(金)


